
奉
写
御
執
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
関
係
文
書
の
検
討

　
－
伝
来
の
経
緯
を
め
ぐ
っ
て
一

〉
菊
。
の
＄
円
9
8
夢
①
U
o
8
日
。
暮
。
・
一
。
・
。
・
自
巴
ξ

＝
2
。
。
冨
目
白
題
。
。
・
げ
。
（
鎌
朝
嵐
奨
皆
無
）
き
q
口
3
。
。
プ
巴
。
。
。
・
免
す
。
。
。
一

（
繍
朝
一
甘
気
剖
）

山
　
本
　
幸
　
男

は
　
じ
　
め
　
に

　
正
倉
院
文
書
に
は
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
十
二
月
か
ら
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
七
月
に
か
け
て
、
奉
写
官
署
金
棺
・
奉
写

一
切
経
司
と
造
東
大
寺
司
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
＝
○
数
点
の
文
書
（
正
文
・
案
文
）
が
、
主
に
継
文
の
状
態
で
存
在
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
、
奉
写
御
触
零
露
・
古
写
一
切
経
書
が
経
巻
奉
請
の
た
め
に
造
東
大
寺
司
に
宛
て
た
請
経
文
・
移
・
牒
、
そ
れ
に
応
じ
た
造
東
大

寺
司
の
請
経
文
・
移
・
牒
（
い
ず
れ
も
案
文
）
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
写
経
関
係
文
書
が
大
半
を
占
め
る
正
倉
院
文
書
の
中
に
あ
っ

て
は
、
特
異
な
位
置
を
占
め
る
文
書
群
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
造
東
大
寺
司
に
経
巻
の
奉
請
を
求
め
た
奉
写
御
嵩
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
文
書
を
分
析
し
た
栄
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

永
遠
男
氏
の
総
括
的
な
研
究
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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e
奉
写
御
執
手
薄
は
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
頃
に
写
御
書
所
か
ら
発
展
し
た
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
で
、
同
六
年
六
月
頃
か
ら
内
裏

　
　
で
始
め
ら
れ
た
孝
謙
太
上
天
皇
の
景
雲
一
切
経
の
勘
経
作
業
の
事
務
を
担
当
し
、
造
東
大
寺
司
か
ら
勘
経
に
用
い
る
経
巻
の
奉
請
を

　
　
行
な
っ
た
。

　
口
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
三
～
六
月
頃
に
な
る
と
奉
写
御
覧
難
所
は
勘
経
作
業
も
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
同
三
年
目
神
護
景
雲
元

　
　
年
）
に
は
一
切
経
の
中
心
部
分
（
古
律
論
賢
聖
集
）
の
勘
経
を
終
了
す
る
が
、
神
護
景
雲
元
年
八
月
頃
に
一
切
経
の
全
体
的
完
成
を

　
　
め
ざ
す
た
め
、
奉
写
御
執
経
所
は
奉
写
一
切
経
司
へ
と
名
称
が
改
め
ら
れ
た
。

　
日
奉
写
一
切
経
司
は
、
神
護
景
雲
二
年
の
は
じ
め
か
ら
疏
の
五
経
に
と
り
か
か
り
、
同
三
年
七
月
末
頃
に
終
了
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
つ
ま
り
、
経
巻
奉
請
文
書
の
大
半
は
、
景
雲
一
切
経
の
勘
経
の
た
め
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、

何
故
に
こ
の
よ
う
な
文
書
が
写
経
関
係
文
書
に
混
じ
っ
て
残
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
経
巻
奉
呈
に
写
経
所
が
か

か
わ
っ
て
い
た
た
め
と
解
せ
な
く
も
な
い
が
、
後
述
の
よ
う
に
当
該
期
の
写
経
所
の
動
向
を
見
る
と
そ
れ
は
成
り
立
ち
に
く
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
＞

　
本
稿
で
は
、
経
巻
要
請
関
係
文
書
の
整
理
と
検
討
を
ま
ず
行
い
、
次
い
で
経
巻
奉
書
の
内
容
を
考
察
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
写
経
関

係
文
書
と
と
も
に
伝
来
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
推
考
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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関
係
文
書
の
整
理
と
検
討

　
経
巻
奉
請
関
係
文
書
は
、
そ
の
伝
来
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
A
全
文
の
状
態
に
あ
る
文
書
、
B
単
独
の
文
書
、
C
反
故
に
さ
れ
た
文
書

の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
各
文
書
を
整
理
し
、
「
正
倉
院
古
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙

焼
写
真
」
（
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
頒
布
、
以
下
「
写
真
」
と
称
す
）
、
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
（
正
倉
院
事
務
所
編
、
正
集
～
続
修



別
集
、
八
木
書
店
、
一
九
八
八
～
二
〇
〇
一
年
）
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
（
奈
良
帝
室
博
物
館
正
倉
院
掛
印
行
、
一
九
二
九
年
）
、
『
正

倉
院
文
書
目
録
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
、
正
立
～
続
修
別
集
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
～
九
九
年
）
な
ど
か
ら
得
ら
れ

る
知
見
を
も
と
に
、
古
文
書
学
的
な
検
討
を
加
え
て
お
く
。
各
文
書
の
背
面
の
状
況
や
接
続
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
節
末
尾
の
「
伝
来
形

態
に
も
と
つ
く
関
係
文
書
一
覧
表
」
（
以
下
、
一
覧
表
と
称
す
）
に
示
し
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　
経
巻
奉
請
関
係
文
書
の
整
理
と
検
討
は
、
栄
原
永
遠
男
氏
も
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
内
容
は
省
か
れ
結
果
だ
け
が
示
さ
れ
て

（
4
）

い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
で
の
整
理
検
討
作
業
の
あ
と
で
取
り
上
げ
、
検
証
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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A
．
継
文
の
状
態
に
あ
る
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ω
奉
写
御
執
経
所
奉
請
文
（
一
七
紙
、
種
別
と
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
天
平
宝
字
八
年
三
月
四
日
付
造
東
大
寺
司
写
本
検
注
文
案
（
第
1
紙
、
続
々
修
三
十
七
ノ
九
、
十
六
ノ
四
八
三
～
四
八
四
）

　
2
天
平
宝
字
八
年
三
月
四
日
付
奉
写
譜
執
経
所
請
経
文
（
第
2
紙
、
続
修
別
集
三
、
五
ノ
四
七
八
）

　
3
天
平
宝
字
八
年
二
月
二
日
付
丁
丁
御
守
膳
所
請
経
文
（
第
3
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
四
、
十
六
ノ
四
七
二
～
四
七
三
）

　
4
天
平
宝
字
八
年
正
月
十
六
日
付
註
写
御
里
番
所
請
経
文
（
第
4
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
六
八
、
一
行
末
輩
）

　
5
天
平
宝
字
七
年
十
一
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
幣
請
所
請
経
文
（
第
5
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
六
二
）

　
6
天
平
宝
字
七
年
十
月
五
日
付
奉
写
御
寺
高
所
請
経
文
（
第
6
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
五
九
）

　
7
天
平
宝
字
七
年
八
月
十
二
日
付
奉
写
御
里
番
所
請
経
文
（
第
7
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
五
六
）

　
8
天
平
宝
字
七
年
七
月
二
十
日
付
奉
写
御
里
番
所
請
経
文
（
第
8
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
五
三
）

　
9
天
平
宝
字
七
年
七
月
十
二
日
付
奉
当
面
執
経
所
請
経
文
（
第
9
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
五
一
～
四
五
二
）

　
1
0
天
平
宝
字
七
年
六
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
執
経
所
請
経
文
（
第
1
0
紙
、
篠
懸
別
集
四
、
五
ノ
四
四
六
）

四
九
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五
〇

　
1
1
天
平
宝
字
七
年
五
月
二
十
五
日
付
点
写
御
執
経
管
請
経
文
（
第
1
1
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
四
二
～
四
四
三
）

　
1
2
天
平
宝
字
七
年
五
月
十
六
日
付
奉
写
御
執
経
所
請
経
文
（
第
1
2
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
四
こ

　
1
3
天
平
宝
字
七
年
四
月
十
四
日
付
奉
写
御
執
番
所
請
経
文
（
第
1
3
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
三
四
～
四
三
五
）

　
1
4
天
平
宝
字
七
年
四
月
十
三
日
付
量
売
御
執
経
膣
請
経
文
（
第
1
4
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
四
三
三
～
四
三
四
）

　
1
5
天
平
宝
字
七
年
四
月
十
三
日
付
僧
綱
牒
（
第
1
5
紙
、
高
峯
別
集
四
、
五
ノ
四
三
二
～
四
三
三
）

　
1
6
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
二
八
日
付
甘
党
御
器
番
所
牒
（
第
1
6
紙
、
続
修
別
集
四
、
五
ノ
三
三
一
～
三
三
二
）

　
1
7
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
二
十
一
日
付
奉
写
御
野
壷
所
書
経
文
（
第
1
7
紙
、
続
導
電
集
三
、
五
ノ
三
〇
八
～
三
〇
九
）

吻
奉
写
御
母
仁
所
等
耳
蝉
経
小
文
（
四
四
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
四
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
天
平
神
護
三
年
正
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
高
野
所
移
（
第
1
紙
、
十
六
ノ
四
三
五
～
四
三
六
）

　
2
天
平
神
護
三
年
正
月
二
十
七
日
付
奉
写
御
執
経
所
移
（
第
2
紙
、
十
六
ノ
四
三
六
）

　
3
天
平
神
護
二
年
十
二
月
三
十
日
付
奉
写
御
高
野
所
移
（
第
3
紙
、
十
六
ノ
四
三
七
）

　
4
天
平
神
護
二
年
十
月
四
日
付
奉
写
御
執
甲
所
移
（
第
4
紙
、
十
六
ノ
四
三
七
～
四
三
八
）

　
5
天
平
神
護
二
年
八
月
二
十
二
日
付
奉
点
差
高
野
所
移
（
第
5
紙
、
十
六
ノ
四
三
八
～
四
三
九
）

　
6
天
平
神
護
二
年
九
月
十
七
日
付
奉
写
御
高
野
所
請
経
文
（
第
6
紙
、
十
六
ノ
四
三
九
）

　
7
天
平
神
護
二
年
五
月
三
十
日
付
奉
写
御
倉
高
所
移
（
第
7
紙
、
十
⊥
ハ
ノ
四
四
〇
）

　
8
天
平
神
護
二
年
四
月
六
日
付
点
写
御
六
経
所
請
経
文
（
第
8
紙
、
十
六
ノ
四
四
〇
～
四
四
こ

　
9
天
平
神
護
二
年
四
月
⊥
ハ
日
付
造
東
大
寺
司
請
経
文
案
（
第
9
紙
、
十
六
ノ
四
四
一
～
四
四
二
）

　
1
0
天
平
神
護
二
年
三
月
二
十
日
付
奉
写
御
執
高
所
移
（
第
1
0
紙
、
十
六
ノ
四
四
二
）

　
1
1
天
平
神
護
元
年
十
二
月
九
日
付
奉
写
御
執
高
所
移
（
第
1
1
紙
、
十
六
ノ
四
四
三
～
四
四
四
）
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12

V
平
神
護
元
年
九
月
二
十
八
日
付
奉
写
御
執
経
十
一
経
文
（
第
1
2
紙
、
十
六
ノ
四
四
四
～
四
四
五
）

13

V
平
神
護
元
年
八
月
四
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
1
3
紙
、
十
六
ノ
四
四
五
）

14

V
平
神
護
元
年
三
月
四
日
付
奉
写
御
回
同
所
移
（
第
1
4
紙
、
十
六
ノ
四
四
五
～
四
四
六
）

15

V
平
神
護
元
年
三
月
十
日
付
奉
写
御
回
同
所
移
（
第
1
5
紙
、
十
六
ノ
四
四
六
～
四
四
七
）

16

V
平
神
護
元
年
六
月
八
日
付
奉
団
団
執
部
所
請
経
文
（
第
1
6
紙
、
十
六
ノ
四
四
七
～
四
四
八
）

17

V
平
神
護
元
年
⊥
ハ
月
七
日
付
奉
写
御
執
経
回
請
経
文
（
第
1
7
紙
、
十
六
ノ
四
四
八
）

18

V
平
神
護
元
年
五
月
二
十
五
日
付
奉
写
御
回
同
所
移
（
第
1
8
紙
、
十
六
ノ
四
四
九
）

19

V
平
神
護
元
年
五
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
回
同
所
移
（
第
1
9
紙
、
十
六
ノ
四
四
九
～
四
五
〇
）

20

V
平
神
護
元
年
五
月
二
十
三
日
付
奉
写
御
玉
同
所
移
（
第
2
0
紙
、
十
六
ノ
四
五
〇
～
四
五
こ

21

V
平
神
護
元
年
三
月
十
九
日
付
奉
写
御
里
国
所
請
経
文
（
第
2
1
紙
、
十
六
ノ
四
五
一
～
四
五
二
）

22

V
平
神
護
元
年
正
月
二
十
九
日
付
三
里
御
薗
経
所
請
経
文
（
第
2
2
紙
、
十
六
ノ
四
五
二
～
四
五
三
）

23

V
平
宝
字
八
年
十
二
月
一
日
付
三
筆
御
玉
経
所
請
経
文
（
第
2
3
・
2
4
紙
、
十
六
ノ
四
五
三
～
四
五
四
）

24

V
平
宝
字
八
年
十
月
十
七
日
付
奉
写
御
里
国
所
請
経
文
（
第
2
5
紙
、
十
六
ノ
四
五
五
）

25

�
囈
ｪ
年
九
月
十
六
日
付
大
隅
公
足
最
勝
王
国
検
納
文
（
第
2
6
紙
、
十
六
ノ
四
五
五
～
四
五
六
）

26

V
平
宝
字
八
年
七
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
玉
経
所
請
経
文
（
第
2
7
紙
、
十
六
ノ
四
五
六
）

27

V
平
宝
字
八
年
九
月
十
六
日
付
賀
陽
田
主
請
経
文
（
第
2
8
紙
、
十
六
ノ
四
五
六
～
四
五
七
）

28

V
平
宝
字
八
年
九
月
四
日
付
図
東
寺
司
奉
写
経
検
注
文
案
（
第
2
9
紙
、
十
六
ノ
四
五
七
～
四
五
九
）

29

V
平
宝
字
八
年
九
月
十
日
付
奉
写
御
執
経
所
請
経
文
（
第
3
0
紙
、
十
六
ノ
四
五
九
）

30

V
平
宝
字
八
年
九
月
八
日
付
奉
写
御
執
経
所
請
経
文
（
第
3
1
紙
、
十
六
ノ
四
六
〇
）

五
一
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3
1
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
八
日
付
人
写
御
聖
経
下
請
経
文
（
第
3
2
紙
、
十
六
ノ
四
六
〇
～
四
六
こ

　
3
2
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
九
日
付
造
東
寺
司
聖
経
文
案
（
第
3
3
紙
、
十
六
ノ
四
六
一
～
四
⊥
目
結
）

　
3
3
天
平
宝
字
八
年
九
月
一
日
付
造
東
寺
司
請
経
文
案
（
第
3
3
紙
、
十
六
ノ
四
六
二
）

　
3
4
天
平
宝
字
八
年
九
月
四
日
付
奉
写
御
執
経
所
志
経
文
（
第
3
4
紙
、
十
六
ノ
四
六
三
）

　
3
5
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
聖
経
下
請
経
文
（
第
3
5
紙
、
十
⊥
ハ
ノ
四
六
三
～
四
六
四
）

　
3
6
宝
字
八
年
八
月
二
十
五
日
付
奉
写
経
所
請
経
文
案
（
第
3
6
紙
、
十
⊥
ハ
ノ
四
⊥
ハ
五
）

　
3
7
宝
字
八
年
八
月
二
十
七
日
付
奉
写
経
所
目
録
奉
請
文
案
（
第
3
6
紙
、
十
六
ノ
四
六
五
）

　
3
8
天
平
宝
字
入
年
八
月
二
十
六
日
付
奉
写
御
聖
経
下
請
経
文
（
第
3
7
紙
、
十
六
ノ
四
六
六
～
四
六
七
）

　
3
9
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
三
日
付
念
写
御
聖
経
下
請
経
文
（
第
3
8
紙
、
十
六
ノ
四
⊥
ハ
七
）

　
4
0
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
二
日
付
奉
写
御
田
経
下
請
経
文
（
第
3
9
紙
、
十
六
ノ
四
六
八
）

　
4
1
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
二
日
付
造
寺
寺
司
野
並
文
案
（
第
4
0
紙
、
十
六
ノ
四
六
八
～
四
六
九
）

　
4
2
天
平
宝
字
八
年
五
月
三
日
付
御
執
経
所
請
経
文
（
第
4
1
紙
、
十
⊥
ハ
ノ
四
六
九
）

　
4
3
天
平
宝
字
八
年
四
月
十
八
日
付
御
執
経
所
請
経
文
（
第
4
2
紙
、
十
六
ノ
四
七
〇
）

　
4
4
天
平
宝
字
八
年
四
月
四
日
付
御
執
念
声
高
経
文
（
第
4
3
紙
、
十
六
ノ
四
七
〇
～
四
七
こ

　
4
5
天
平
宝
字
八
年
三
月
三
十
日
付
御
下
高
所
請
経
文
（
第
4
4
紙
、
十
六
ノ
四
七
一
～
四
七
二
）

周
奉
写
御
執
経
所
奉
請
文
（
六
書
、
種
別
と
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
天
平
神
護
三
年
七
月
十
三
日
付
葺
石
御
寸
歩
所
牒
（
第
1
紙
、
続
修
別
集
三
、
五
ノ
六
六
八
、
三
行
未
収
）

　
2
天
平
神
護
三
年
六
月
十
八
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
2
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
七
ノ
七
四
～
七
五
）

　
3
天
平
神
護
三
年
五
月
二
十
日
付
奉
写
御
寸
志
所
移
（
第
3
紙
、
続
浜
野
集
三
、
五
ノ
六
六
六
～
六
六
七
）

五
二
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4
天
平
神
護
三
年
四
月
二
十
四
日
付
造
東
大
寺
司
牒
案
（
第
4
紙
、
続
修
別
集
六
、
五
ノ
六
六
〇
～
六
六
一
）

　
5
天
平
神
護
三
年
四
月
二
十
四
日
付
奉
写
御
重
番
所
移
（
第
5
紙
、
良
計
別
集
三
、
五
ノ
六
五
九
～
六
六
〇
）

　
6
天
平
神
護
三
年
四
月
十
五
日
偽
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
6
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
七
ノ
七
二
～
七
四
）

㈲
造
東
寺
司
移
案
（
十
七
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
六
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
天
平
神
護
三
年
二
月
二
十
二
日
付
造
詣
寺
司
移
案
（
第
1
～
1
0
紙
、
十
七
ノ
三
四
～
四
八
）

　
2
天
平
神
護
三
年
二
月
八
日
付
造
東
寺
司
移
案
（
第
1
1
～
1
7
紙
、
十
七
ノ
ニ
四
～
三
四
）

㈲
奉
写
一
切
経
司
奉
請
文
（
三
八
紙
、
種
別
と
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
神
護
景
雲
二
年
九
月
十
八
日
付
言
写
一
切
経
黒
血
（
第
1
・
2
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
八
二
～
八
六
）

　
2
神
護
景
雲
二
年
九
月
十
九
日
偽
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
3
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
八
一
～
八
二
）

　
3
神
護
景
雲
二
年
九
月
二
日
付
点
写
一
切
経
司
移
（
第
4
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
八
～
六
九
九
）

　
4
神
護
景
雲
二
年
八
月
二
十
日
付
影
写
一
切
経
司
移
（
第
5
紙
、
続
修
論
集
註
、
五
ノ
六
九
七
～
六
九
八
）

　
5
神
護
景
雲
二
年
八
月
二
十
一
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
6
・
7
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
八
六
～
八
八
）

　
6
神
護
景
雲
二
年
閏
六
月
二
日
付
奉
写
一
切
経
司
移
（
第
8
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
七
）

　
7
景
雲
二
年
閏
六
月
三
日
付
点
東
大
寺
司
移
審
（
第
9
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
八
八
～
九
〇
）

　
8
神
護
景
雲
二
年
六
月
九
日
付
心
霊
一
切
経
司
牒
（
第
1
0
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
六
～
六
九
七
）

　
9
景
雲
二
年
六
月
四
日
二
品
東
大
寺
司
玉
案
（
第
1
1
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
九
〇
～
九
一
）

　
1
0
神
護
景
雲
二
年
六
月
四
日
下
士
写
一
切
経
寺
口
（
第
1
2
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
五
～
六
九
六
）

　
H
神
護
景
雲
二
年
五
月
二
十
九
日
付
奉
写
一
切
経
司
牒
（
第
1
3
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
九
二
～
九
四
）

　
1
2
神
護
景
雲
二
年
四
月
二
十
九
日
付
奉
写
「
切
経
司
移
（
第
1
4
・
1
5
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
四
～
六
九
五
）

五
三
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五
四

　
1
3
神
護
景
雲
二
年
三
月
三
十
日
付
造
東
大
寺
司
恨
事
（
第
1
6
・
1
7
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
九
四
～
九
六
）

　
1
4
神
護
景
雲
二
年
三
月
二
十
八
日
付
奉
写
一
切
経
司
移
（
第
1
8
紙
、
続
騰
別
集
二
、
五
ノ
六
九
四
）

　
1
5
神
護
景
雲
二
年
三
月
二
十
八
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
1
9
・
2
0
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
九
六
～
九
七
）

　
1
6
神
護
景
雲
二
年
三
月
二
十
六
日
付
奉
写
一
切
経
司
移
（
第
2
1
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
〇
～
一
〇
二
）

　
1
7
神
護
景
雲
二
年
三
月
二
十
七
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
2
2
・
2
3
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
九
八
～
一
〇
〇
）

　
1
8
神
護
景
雲
二
年
二
月
十
九
日
付
奉
写
一
切
経
二
尊
（
第
2
4
紙
、
続
修
別
集
二
、
五
ノ
六
九
三
～
六
九
四
）

　
1
9
神
護
景
雲
二
年
二
月
二
十
日
付
造
東
大
寺
三
十
案
（
第
2
5
紙
、
続
々
修
四
十
三
ノ
ニ
十
二
裏
、
十
七
ノ
一
一
〇
、
第
2
6
～
2
8
紙
、

　
　
続
修
別
集
一
裏
、
十
七
ノ
一
四
三
～
一
四
四
、
第
2
9
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
二
）

　
2
0
神
護
景
雲
二
年
二
月
十
二
日
付
奉
写
一
切
経
司
牒
（
第
3
0
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
二
～
］
〇
三
）

　
2
1
景
雲
二
年
二
月
十
二
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
3
1
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
三
～
一
〇
四
）

　
2
2
神
護
景
雲
二
年
正
月
三
十
日
付
黒
田
一
切
経
下
士
（
第
3
2
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
四
～
一
〇
五
）

　
2
3
神
護
景
雲
二
年
二
月
三
日
十
一
東
大
寺
司
請
疏
文
案
（
第
3
3
～
3
7
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
五
～
一
〇
九
）

　
2
4
景
雲
元
年
九
月
二
十
六
日
国
造
東
大
寺
司
請
田
文
案
（
第
3
8
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
一
〇
九
～
一
一
〇
）

㈲
一
切
経
奉
請
文
書
継
文
（
↓
九
型
、
続
々
修
十
七
ノ
八
、
『
大
日
本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
は
以
下
に
分
載
）

　
1
神
護
景
雲
三
年
七
月
二
十
日
付
造
東
大
寺
下
品
案
（
第
1
紙
、
十
七
ノ
一
一
七
～
＝
八
）

　
2
神
護
景
雲
三
年
六
月
二
十
八
日
付
奉
写
一
切
経
司
移
（
第
2
・
3
紙
、
十
七
ノ
一
一
九
～
一
二
〇
）

　
3
神
護
景
雲
三
年
七
月
一
日
付
造
東
寺
司
移
案
（
第
4
紙
、
十
七
ノ
一
二
一
）

　
4
神
護
景
三
年
四
月
三
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
第
5
・
6
紙
、
十
七
ノ
一
二
二
～
一
二
三
）

　
5
神
護
景
雲
三
年
三
月
三
十
日
付
奉
写
一
切
経
弓
台
（
第
7
紙
、
十
七
ノ
一
二
四
～
一
二
五
）
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6
景
雲
二
年
十
二
月
二
十
日
付
造
東
大
寺
司
牒
案
（
第
8
・
9
紙
、
十
七
ノ
一
二
五
～
一
二
八
）

　
　
7
景
雲
二
年
十
二
月
四
日
付
造
東
大
寺
司
三
二
（
第
1
0
紙
、
十
七
ノ
一
二
九
～
＝
二
〇
）

　
　
8
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
二
日
書
士
写
一
切
経
司
牒
（
第
1
1
～
1
3
紙
、
十
七
ノ
＝
二
〇
～
二
二
五
）

　
　
9
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
二
日
付
造
東
大
寺
司
牒
案
（
第
1
4
～
1
7
紙
、
十
七
ノ
一
三
五
～
一
三
八
）

　
　
1
0
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
二
十
五
日
付
造
東
大
寺
司
牒
案
（
第
1
7
紙
、
十
七
ノ
一
三
八
）

　
　
1
1
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
日
付
土
手
一
切
経
所
牒
（
第
1
8
・
1
9
紙
、
十
七
ノ
一
三
九
～
一
四
二
）

　
ω
奉
写
御
荘
経
黒
黒
請
文
は
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
同
八
年
三
月
四
日
に
か
け
て
の
検
注
文
・
請
経
文

・
牒
な
ど
一
七
点
の
文
書
（
正
文
・
案
文
）
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
続
修
別
集
の
成
益
金
に
大
半
の
文
書
が
剥
が
さ
れ
て
い
る

が
、
続
修
別
集
四
に
収
め
ら
れ
た
第
5
～
1
6
紙
の
一
二
点
の
文
書
（
5
～
1
6
）
は
、
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
と
再
び
貼
り
継
が
れ
て

（
6
）

い
る
。
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
は
、
第
4
紙
の
右
に
欠
失
部
分
を
挟
ん
で
第
3
紙
が
続
く
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の
右
に
第
2
紙
、

第
1
紙
が
、
ま
た
第
1
6
紙
の
左
に
第
1
7
紙
が
そ
れ
ぞ
れ
接
続
す
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
第
1
～
5
紙
、
第
1
6
・
1
7
紙
の
状
況
よ
り
推
し

て
、
各
文
書
は
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
と
貼
り
継
が
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
は
、
第
1
7
紙
の
左
端
に
「
ハ
ガ
シ

ト
リ
痕
ア
リ
」
と
指
摘
す
る
の
で
、
こ
こ
に
貼
り
継
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
第
1
紙
右
端
の
様
子
は
不
明
だ
が
、
内
容
と
日
付
か
ら

す
れ
ば
後
掲
の
②
奉
写
御
執
経
所
等
金
鳥
経
古
文
の
第
4
4
紙
に
続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
後
述
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
本
署
文
は
、
1
と
1
5
以
外
は
奉
写
増
減
経
営
の
文
書
で
、
そ
の
う
ち
の
2
を
除
く
「
四
点
で
は
、
指
定
し
た
経
巻
を
東
大
寺
か
ら
内
裏

へ
奉
請
す
る
よ
う
に
求
め
る
宣
を
受
け
て
出
さ
れ
て
い
る
。
愚
者
に
は
、
奈
良
女
王
（
3
・
1
7
）
、
定
戒
（
海
）
輸
卒
（
4
・
6
）
、
錦
部

命
婦
（
5
）
、
少
僧
都
（
7
）
、
弓
削
（
義
）
禅
師
（
道
鏡
、
7
・
9
・
1
0
・
1
2
～
1
4
）
、
法
教
沙
弥
尼
（
8
）
、
勝
延
尼
師
（
1
1
・
1
6
）
ら

の
名
が
見
え
る
。
宛
て
先
は
記
さ
な
い
が
、
各
文
書
の
余
白
に
は
、
造
東
大
寺
司
の
長
官
・
判
官
・
主
典
ら
に
よ
る
「
行
」
「
司
判
」
「
黙

許
」
と
い
っ
た
奉
請
の
許
可
を
与
え
る
文
言
を
加
え
た
造
東
大
寺
血
判
と
「
大
僧
都
法
師
」
と
記
し
た
東
大
寺
三
綱
判
、
多
く
の
場
合
は

五
五
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六

そ
れ
を
受
け
て
の
奉
請
文
・
送
経
文
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
造
東
大
寺
司
に
直
接
送
ら
れ
た
か
、
東
大
寺
（
三
綱
所
）
に
宛
て
ら
れ
た

あ
と
造
東
大
寺
司
に
付
託
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
奉
請
の
目
的
は
、
「
御
覧
」
が
二
例
、
（
1
6
・
1
7
）
、
「
転
読
」
が
一
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
＞

（
1
3
）
で
他
は
何
も
記
さ
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
勘
経
に
供
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
2
は
少
僧
都
宣
を
受
け
て
一
切
経
］
部
の
書
写
に
必
要
な
用
紙
数
及
び
紙
別
の
行
界
を
検
注
し
、
あ
わ
せ
て
目
録
を
内
裏
へ
進
嫁
す
る

よ
う
に
求
め
る
も
の
で
、
1
は
そ
れ
に
応
じ
た
造
東
大
寺
司
の
検
注
文
案
で
あ
る
。
残
る
1
5
は
、
「
有
　
内
裏
可
奉
披
読
」
と
し
て
法
華

経
四
部
・
最
勝
王
経
四
部
の
奉
請
を
東
大
寺
三
綱
宛
に
求
め
る
僧
綱
牒
で
、
他
の
↓
六
点
の
文
書
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
同
日
付
の
1
4
と

と
も
に
造
東
大
寺
司
側
で
奉
請
実
務
が
進
め
ら
れ
た
関
係
で
、
こ
の
よ
う
な
貼
り
継
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
吻
奉
写
御
仁
経
所
等
士
官
経
氏
文
は
、
天
平
宝
字
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
天
平
神
護
三
年
（
七
六
七
）
正
月
二
十
七
日
に
か
け
て
の
移

・
請
経
文
・
検
納
文
・
検
注
文
・
奉
請
文
な
ど
四
五
点
の
文
書
（
正
文
・
案
文
）
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
『
大
日
本
古
文
書
』

は
、
現
状
で
は
続
々
修
十
七
ノ
七
に
収
め
ら
れ
る
題
籔
に
「
奉
請
一
切
経
」
（
表
）
「
御
意
経
所
下
巻
」
（
裏
）
（
十
六
ノ
四
三
五
）
と
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

往
来
軸
を
本
継
文
の
も
の
と
す
る
。

　
「
写
真
」
で
は
続
々
修
成
巻
時
の
付
箋
は
認
め
ら
れ
ず
、
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
も
「
奉
請
経
文
書
」
と
し
て
一
括
し
て
提
示
す
る
。

し
か
し
、
第
1
0
紙
と
第
1
1
紙
の
間
に
は
白
い
紙
が
挿
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
現
状
で
は
第
4
4
紙
の
左
に
繋
が
る
文
書
は
、
前
掲
ω
奉

臨
御
執
経
所
奉
請
文
の
第
3
紙
に
相
当
す
る
こ
と
が
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
継
継
文
で
は
続
々
修
の
鉢
巻
時

に
貼
り
継
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
続
修
別
集
の
成
巻
時
に
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
継
文
が
何
箇
所
か
で
分
離
さ
れ

た
り
、
文
書
が
抜
き
取
ら
れ
た
り
し
た
た
め
で
、
B
単
独
文
書
に
分
類
し
た
後
掲
の
の
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
五
日
付
奉
呈
御
執
経
所

奉
請
文
と
⑳
天
平
神
護
二
年
七
月
十
四
日
付
奉
写
御
聖
経
所
移
は
、
本
継
文
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
成
巻
時
に
一
部
で
貼
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

継
ぎ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
文
書
は
ほ
ぼ
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
と
続
い
て
い
る
の
で
、
ω
は
3
8
（
第
3
7
紙
）
の
、
0
9
は
6
（
第
6

紙
）
の
そ
れ
ぞ
れ
左
に
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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題
回
付
往
来
軸
は
、
各
文
書
の
貼
り
継
ぎ
状
況
か
ら
す
れ
ば
4
5
（
第
4
4
紙
）
の
左
端
に
来
る
こ
と
に
な
る
が
、
日
付
や
文
書
の
内
容
に

留
意
す
る
と
、
4
5
は
ω
の
一
（
第
1
紙
）
の
右
に
続
く
可
能
性
が
あ
る
。
往
来
軸
の
位
置
は
、
ω
の
末
尾
（
第
1
7
紙
の
左
端
）
に
求
め
た

　
　
　
　
　
（
E
＞

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
各
文
書
（
右
記
の
ω
・
㈲
も
含
む
）
の
構
成
を
見
る
と
、
造
東
大
寺
司
の
文
書
（
案
文
）
が
八
点
（
9
・
1
3
・
2
8
・
3
2
・
3
3
・
3
6
・
3
7

　
　
（
聡
）

・
4
1
）
認
め
ら
れ
る
以
外
は
、
奉
写
角
執
経
所
も
し
く
は
同
所
の
関
係
者
の
文
書
か
ら
成
っ
て
い
る
。
奉
写
御
執
経
所
の
文
書
に
は
請

経
文
が
二
四
点
、
移
が
一
四
点
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
先
の
ω
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
経
巻
奉
請
の
宣
者
に
は
、
基
本
師

（
1
）
、
右
大
臣
（
藤
原
朝
臣
豊
成
、
2
）
、
大
僧
都
（
良
弁
、
6
）
、
少
律
師
（
7
・
2
2
）
、
少
僧
都
・
大
臣
禅
師
・
太
政
大
臣
禅
師
（
道

鏡
、
8
・
1
0
・
2
1
・
2
7
・
2
9
・
3
4
・
3
9
・
4
0
・
4
2
・
4
3
・
の
）
、
証
演
尼
師
（
1
1
・
2
3
・
2
6
）
、
吉
備
命
婦
（
2
4
）
、
証
前
回
師
（
3
0
・
3
1

・
3
5
・
3
8
・
4
4
）
、
勝
延
尼
師
（
4
5
）
ら
の
名
が
見
え
る
。
し
か
し
、
ω
で
の
よ
う
に
各
文
書
に
宣
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

天
平
神
護
元
年
五
月
二
十
三
日
付
の
2
0
以
降
、
奉
豊
玉
執
耳
蝉
の
文
書
が
壁
式
を
と
る
例
が
増
え
て
く
る
と
、
一
九
点
中
の
七
点
（
1
・

2
・
6
～
8
・
1
0
・
1
1
）
に
し
か
見
ら
れ
な
く
な
る
。
宛
て
先
は
、
移
で
は
造
東
大
寺
司
と
明
記
さ
れ
る
が
、
請
経
文
で
も
同
様
に
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
移
と
請
経
文
が
併
用
さ
れ
る
の
は
、
右
の
2
0
と
同
二
年
九
月
十
七
日
付
の
6
と
の
間
で
、
そ
れ
以
降
に
な
る
と
奉
写
角
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

経
所
の
文
書
は
移
に
統
一
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
元
年
五
月
頃
に
直
写
御
題
経
所
が
景
雲
一
切
経
の
心
経
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
官

制
組
織
も
整
備
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
奉
請
の
目
的
も
、
2
2
・
2
3
の
「
転
読
内
裏
」
、
4
0
の
「
為
施
納
左
土
国
々
分
寺
」
、
ω
の
「
御

覧
」
以
外
は
ω
と
同
じ
く
勘
経
の
た
め
と
見
ら
れ
、
4
・
5
・
1
2
・
1
4
～
1
7
・
1
9
・
2
0
で
は
「
為
本
経
」
「
為
写
本
」
「
為
証
本
」
な
ど
と

記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
2
5
は
、
2
7
で
求
め
た
最
勝
王
経
二
〇
〇
巻
の
検
納
を
大
隅
公
足
が
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
こ
の
検
納
文
（
返
抄
）
だ
け
が
継

文
に
収
め
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
奉
写
御
昼
経
所
の
返
抄
に
は
、
後
掲
B
の
㈲
天
平
宝
字
八
年
九
月
一
日
付
塁
壁
御
執
経
所
返

抄
、
働
天
平
宝
字
八
年
十
二
月
二
十
九
日
付
奉
写
御
執
経
所
返
抄
、
⑳
（
天
平
神
護
元
年
ヵ
）
八
月
二
十
二
日
半
生
写
御
竃
経
所
返
抄
が

五
七
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あ
る
。
こ
の
う
ち
の
圖
は
3
3
に
対
応
す
る
の
で
本
継
文
か
ら
抜
き
取
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ゆ
・
㈹
の
よ
う
に
関
連
が
明
ら
か

で
な
い
も
の
も
存
在
す
る
の
で
、
返
抄
に
つ
い
て
は
本
継
文
と
は
別
に
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
（
後
掲
圖
～
⑳
の
項
を
参
照
）
。

　
奉
写
御
執
経
管
の
請
経
文
・
移
の
余
白
に
は
、
多
く
の
場
合
、
奉
請
を
許
可
す
る
造
東
大
寺
司
判
や
、
実
務
担
当
者
に
よ
る
奉
請
文
・

送
経
文
（
経
巻
の
名
称
・
巻
数
・
仕
様
・
所
属
、
担
当
者
名
な
ど
）
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
必
要
が
あ
っ
て
か
奉
写
御
二
季
所
に

宛
て
ら
れ
た
造
東
大
寺
司
の
請
経
文
・
移
・
検
注
文
の
案
文
も
、
前
記
の
よ
う
に
八
点
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
9
は
8
に
、
2
8

は
3
4
に
、
3
3
は
3
1
に
、
3
6
は
3
5
に
、
3
7
は
3
8
に
、
4
1
は
4
0
に
そ
れ
ぞ
れ
応
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
3
2
は
3
1
の
他
に
先
の
ω
に
も
対
応
し
て

お
り
、
1
3
の
場
合
は
関
連
す
る
請
経
文
の
存
在
は
明
ら
か
で
な
い
（
各
文
書
の
対
応
関
係
は
後
睾
の
表
1
を
参
照
）
。
こ
れ
は
、
ω
が
本

継
文
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ま
た
整
理
の
過
程
で
失
わ
れ
た
文
書
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
夢
占
写
御
執
経
所
奉
請
文
は
、
天
平
神
護
三
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
十
三
日
に
か
け
て
の
牒
・
移
六
点
（
正
文
・
案
文
）
を
貼

り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
続
修
別
集
の
成
耳
玉
に
各
紙
は
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
は
第
－
紙
と
第
2
紙
、
第

5
紙
と
第
6
紙
の
接
続
を
指
摘
し
、
第
2
～
5
紙
各
紙
の
接
続
を
推
定
す
る
。
ま
た
第
1
紙
の
右
端
に
つ
い
て
、
「
ハ
ジ
メ
、
続
々
修
十

七
ノ
七
⑫
働
（
後
掲
㈲
奉
写
一
切
経
司
奉
請
文
の
第
3
8
紙
、
引
用
者
注
）
二
貼
リ
継
ガ
レ
タ
ル
ヲ
、
ノ
チ
、
奉
写
↓
切
経
司
奉
請
文
ノ
編

成
ノ
際
ニ
ハ
ガ
シ
ト
ラ
レ
、
ツ
イ
デ
、
僅
カ
ニ
切
除
セ
ラ
レ
タ
ル
ナ
ラ
ン
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
、
第
1
紙
は
本
継
文
の
冒

頭
部
分
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

　
各
文
書
の
構
成
は
、
三
点
が
造
東
大
寺
司
・
東
大
寺
三
綱
所
に
宛
て
ら
れ
た
奉
写
御
執
心
所
の
牒
・
移
で
、
1
・
5
の
経
巻
奉
請
は
勘

経
の
た
め
と
明
記
し
、
3
で
は
「
為
埜
御
首
金
字
経
」
と
し
て
埜
板
二
枚
を
求
め
る
。
宣
が
見
え
る
の
は
5
（
内
裏
宣
）
だ
け
で
あ
る
。

残
る
三
点
は
、
奉
写
御
里
経
所
々
の
造
東
大
寺
平
筆
・
甲
案
で
あ
る
が
、
5
に
応
じ
た
4
を
含
め
て
、
い
ず
れ
も
「
二
月
六
日
牒
旨
」
に

よ
る
経
巻
御
母
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
二
月
六
日
の
牒
旨
と
は
、
後
掲
B
の
吻
天
平
神
護
三
年
二
月
六
日
号
奉
写
御
執
経
織
豊
の

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
証
本
に
用
い
る
た
め
一
切
経
一
部
門
雨
請
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
画
は
、
本
来
6
（
第
6
紙
）
の
左
に
来
る
も
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の
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
造
東
寺
準
々
案
は
、
一
〇
紙
と
七
紙
か
ら
成
る
二
つ
の
造
東
寺
司
移
心
と
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
右
の
働
を
受
け

て
、
1
で
は
大
小
乗
経
律
論
集
伝
導
一
八
一
七
巻
、
2
で
は
大
乗
経
六
七
八
巻
の
奉
請
を
伝
え
る
の
で
、
こ
の
二
点
は
周
奉
写
御
手
経
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

奉
請
文
の
6
と
吻
の
間
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
偶
と
㈲
は
同
一
の
継
文
に
あ
っ
た
も
の
で
、
正
倉
院
中
倉
に
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

題
籔
に
「
奉
請
一
切
経
／
御
仁
経
堂
」
（
表
・
裏
）
と
記
す
往
来
軸
（
中
倉
、
二
二
、
第
七
号
）
の
存
在
に
留
意
す
る
と
、
そ
れ
は
一
切

経
の
平
戸
を
求
め
る
吻
を
起
点
に
始
め
ら
れ
た
継
文
の
よ
う
で
あ
り
、
右
の
題
墨
付
往
来
軸
は
⑫
の
左
端
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。

　
以
上
、
奉
写
御
執
経
所
関
係
の
継
母
を
概
観
し
た
が
、
内
容
と
日
付
の
繋
が
り
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
本
来
二
つ
の
継
文
を
構
成
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
各
項
で
の
検
討
結
果
を
も
と
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
は
、
ω
と
⑳
を
そ
の

一
部
に
含
む
ω
と
吻
か
ら
成
る
も
の
で
、
拗
の
一
が
首
部
、
の
の
4
5
の
左
に
ω
の
一
が
続
き
、
尾
部
の
ω
の
1
7
の
左
に
題
籔
に
「
奉
請
一

切
経
」
（
表
）
「
御
執
経
所
下
巻
」
（
裏
）
と
記
す
往
来
軸
が
来
る
売
文
。
第
二
は
、
圖
・
㈲
・
吻
か
ら
成
る
も
の
で
、
偶
の
一
が
首
部
、

周
の
6
の
左
に
ω
と
働
が
続
き
、
尾
部
の
吻
の
左
に
意
思
に
「
円
山
一
切
経
／
御
執
経
所
」
（
表
・
裏
）
と
記
す
往
来
軸
が
来
る
継
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
P
）

以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
を
奉
写
御
執
経
所
関
係
の
第
一
の
全
文
、
第
二
の
全
文
と
称
す
。

　
㈲
奉
写
一
切
経
司
奉
請
文
は
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
九
月
二
十
六
日
半
ら
同
二
年
九
月
十
九
日
に
か
け
て
の
移
・
牒
・
請
印
文

・
請
経
文
な
ど
二
四
点
（
正
文
・
案
文
）
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
継
目
裏
に
は
「
養
」
の
文
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
続
修
別
集
の
成
巻
時
に
分
離
と
抜
き
取
り
が
あ
っ
た
が
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
は
第
3
～
6
紙
、
第
7
～
1
1
紙
の
各
紙
、
第

13

?
ﾆ
第
1
4
紙
、
第
1
5
紙
と
第
1
6
紙
、
第
1
7
～
1
9
紙
の
各
紙
、
第
2
3
紙
と
第
2
4
紙
、
第
2
5
紙
と
第
2
6
紙
、
第
2
8
紙
と
第
2
9
紙
の
接
続
を
指

摘
し
、
第
2
4
紙
と
第
2
5
紙
の
接
続
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
第
1
1
紙
と
第
1
2
紙
、
第
1
2
紙
と
第
1
3
紙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
間
を
欠
失
し
て
続
く

と
す
る
。
こ
の
他
に
、
第
1
・
2
紙
の
一
は
第
3
紙
の
2
に
、
第
2
1
紙
の
1
6
は
第
1
9
・
2
0
紙
の
1
5
と
第
2
2
・
2
3
紙
の
1
7
に
、
内
容
の
繋
が

五
九

206



奉写御執経所・奉写一切経司関係文書の検討

六
〇

り
や
日
付
の
連
続
、
継
目
裏
の
「
養
」
の
残
存
状
況
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
接
続
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
譜
文
で
は
、
経
巻
の
奉
請
を
求
め
る
異
極
一
切
経
司
移
・
牒
の
右
に
そ
れ
に
応
じ
た
造
東
大
寺
司
の
移
・
牒
・
請
記
文
・
請
経
文
の

（
2
0
）

案
文
が
付
さ
れ
る
と
い
う
体
裁
を
と
り
、
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
奉
写
御
執
経
所
か
ら
名
称
が
改
め
ら

れ
た
考
量
一
切
経
司
へ
の
逆
髪
経
巻
が
多
種
に
及
び
、
巻
数
も
増
え
て
い
る
た
め
で
、
奉
請
経
巻
の
少
な
い
3
・
8
・
1
0
・
1
2
の
奉
写
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

切
造
幣
移
・
牒
の
場
合
は
、
余
白
に
造
東
大
寺
司
判
や
奉
請
文
を
書
き
加
え
る
こ
と
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
2
4
の
造
東
大
寺
司
請
経
文
案

に
対
応
す
る
奉
写
一
切
経
司
の
文
書
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
本
呪
文
を
成
思
す
る
と
き
に
当
該
文
書
が
成
馴
者
の
手
元
に
な
か
っ

た
た
め
ら
し
く
、
2
4
（
第
3
8
紙
）
の
左
端
裏
に
は
「
養
」
の
文
字
が
半
存
し
て
い
な
い
。

　
前
記
の
よ
う
に
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
は
、
こ
の
2
4
の
左
に
も
と
も
と
圖
の
第
1
紙
（
前
記
の
第
二
の
金
文
の
首
部
に
相
当
）
が
貼
り

継
が
れ
て
い
た
の
を
、
奉
写
一
切
経
司
奉
請
文
（
本
継
文
）
の
掻
巻
時
に
剥
が
し
取
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
、
2
4
は
本
継
文
の
尾
部
に
あ

た
る
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
に
あ
る
一
の
左
端
裏
（
第
1
紙
）
に
は
「
養
」
の
文
字
が
半
存
し
て
お
り
、
こ

の
右
に
続
く
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
B
に
分
類
し
た
後
掲
の
⑯
景
雲
二
年
九
月
二
十
一
日
付
造
東
大

寺
司
移
案
、
図
景
雲
二
年
九
月
二
十
六
日
号
造
東
大
寺
翌
翌
案
が
続
く
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
巻
奉
請
を
求
め
る
奉
写
一
切
経

司
の
文
書
は
欠
失
し
た
の
か
認
め
ら
れ
な
い
。

　
こ
こ
に
収
め
ら
れ
る
一
三
点
の
奉
写
］
切
宮
司
の
文
書
の
う
ち
、
6
と
2
2
で
は
内
宣
を
受
け
て
の
奉
請
と
記
す
が
、
他
の
文
書
で
は
宣

は
見
え
ず
、
「
為
重
勘
当
証
本
」
（
1
）
「
為
須
本
経
」
（
3
）
「
為
証
本
用
」
（
1
8
）
の
よ
う
に
勘
経
の
た
め
の
奉
請
で
あ
る
と
明
記
し
て
い

る
。
本
継
文
の
2
4
（
第
3
8
紙
）
が
周
の
一
（
第
1
・
2
紙
）
か
ら
分
離
さ
れ
た
の
は
、
奉
写
御
執
経
所
の
名
称
が
神
護
景
雲
元
年
八
月
頃

に
要
証
一
切
経
司
に
改
め
ら
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
勘
経
に
要
請
さ
れ
る
経
巻
数
が
増
大
し
、
右
に
見
た
よ
う
な
継

文
の
体
裁
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
一
切
経
奉
請
文
書
継
文
は
、
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
日
か
ら
同
三
年
七
月
二
十
日
に
か
け
て
の
移
・
牒
を
＝
点
（
正
文
・
案
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文
）
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
続
々
修
成
巻
時
の
付
箋
が
第
1
紙
と
第
1
9
紙
に
見
え
る
が
、
各
継
目
の
裏
に
記
さ
れ
た
「
養
」
の
文
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

に
は
ず
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
各
紙
は
本
来
の
繋
が
り
を
維
持
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
1
紙
の
右
端
裏
に
は
「
閏
三
月
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

象
虫
馬
」
（
十
七
ノ
一
一
七
）
と
あ
っ
て
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
閏
三
月
某
日
に
「
封
馬
」
、
す
な
わ
ち
上
馬
養
が
封
を
加
え
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
封
と
は
、
継
目
裏
ご
と
に
書
か
れ
た
「
養
」
の
文
字
の
意
と
解
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
一
一
点
（
一
九
紙
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

文
書
は
馬
養
の
手
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
貼
り
継
ぎ
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
分
離
が
禁
じ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
第
1
紙
の

一
が
本
経
文
の
首
部
に
な
る
が
、
末
尾
の
第
1
9
紙
（
1
1
の
後
半
）
の
左
端
裏
に
は
「
養
」
の
文
が
半
存
す
る
の
で
、
こ
の
左
に
続
く
文
書

が
欠
失
す
る
。

　
こ
こ
に
収
め
ら
れ
る
奉
写
一
切
経
司
の
移
・
牒
は
四
点
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
「
為
用
害
急
所
証
本
」
（
2
・
8
・
1
1
）
あ
る
い

は
「
今
為
勘
正
」
（
5
）
と
し
て
大
量
の
経
巻
の
奉
請
を
求
め
る
も
の
で
、
残
る
七
点
の
造
東
大
寺
司
の
移
・
牒
案
で
は
、
こ
れ
を
受
け

て
奉
呈
一
切
経
司
に
経
巻
の
奉
読
を
順
次
伝
え
て
い
る
（
各
文
書
の
対
応
関
係
は
後
々
の
表
5
を
参
照
）
。
奉
写
一
切
経
司
の
文
書
の
右

に
そ
れ
に
応
じ
た
造
東
大
寺
司
の
文
書
（
案
文
）
を
貼
り
継
ぐ
と
い
う
形
式
は
先
の
㈲
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
継
目
裏
の
「
養
」
の
文
字

も
共
通
す
る
の
で
、
こ
の
㈲
と
㈲
は
本
来
同
一
の
継
文
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
㈲
の
一
（
第
1
紙
）
と
㈲
の
1
1
（
第
1
8
・
1
9

紙
）
の
日
付
が
ニ
ヵ
月
近
く
離
れ
る
の
は
亡
失
が
あ
る
た
め
で
、
前
記
の
⑯
と
⑳
は
こ
の
間
に
あ
っ
た
文
書
の
一
部
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
見
た
㈲
の
一
を
首
部
に
㈲
の
2
4
を
尾
部
に
持
つ
要
文
は
、
前
記
の
奉
写
御
仁
経
所
関
係
の
二
つ
の
耳
鼻
と
は
別
に
首
巻
さ
れ
た

も
の
で
、
最
終
的
に
は
宝
亀
二
年
閏
三
月
に
上
馬
養
の
手
で
各
継
目
の
裏
に
「
養
」
の
文
字
の
封
が
加
え
ら
れ
、
継
文
の
保
管
が
は
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

れ
た
と
解
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
奉
写
一
切
経
本
関
係
の
継
文
を
第
三
の
継
文
と
称
す
。

　
B
。
単
独
の
文
書

ω
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
五
日
半
十
一
御
執
部
所
奉
請
文

（「

?
A
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
六
ノ
五
五
二
～
五
五
三
）
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六
二

　
圖
天
平
宝
字
八
年
九
月
一
日
付
玉
茎
御
執
経
所
返
抄
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
円
理
、
十
六
ノ
五
五
九
）

　
働
天
平
宝
字
八
年
十
二
月
二
十
九
日
付
奉
写
御
執
経
所
返
抄
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
六
ノ
五
六
三
～
五
六
四
）

　
⑳
（
天
平
神
護
元
年
ヵ
）
八
月
二
十
二
日
付
奉
写
御
越
生
所
返
抄
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
七
ノ
一
二
）

　
⑳
天
平
神
護
二
年
七
月
十
四
日
付
奉
写
御
里
経
所
移
（
一
紙
、
続
修
別
集
三
、
五
ノ
五
四
二
）

　
働
天
平
神
護
三
年
二
月
六
日
付
奉
写
御
執
三
所
移
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
五
、
十
七
ノ
ニ
三
）

　
働
景
雲
二
年
九
月
二
十
一
日
付
造
東
大
寺
三
眠
案
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
八
○
～
八
こ

　
㈹
景
雲
二
年
九
月
二
十
六
日
付
造
東
大
寺
三
下
案
（
二
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
、
十
七
ノ
七
八
～
八
○
）

　
ω
の
奉
写
御
執
経
鼻
奉
請
文
は
少
僧
都
宣
に
よ
り
開
元
釈
教
録
一
部
を
、
⑳
の
奉
写
御
仁
経
所
移
は
造
東
大
寺
司
宛
に
一
切
経
目
録
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
）

を
そ
れ
ぞ
れ
求
め
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
余
白
に
造
東
大
寺
全
判
と
奉
請
文
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ω
と
⑳
は
、
前
記
の
第
一

の
継
文
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
ω
の
項
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

　
圖
は
集
神
州
三
宝
感
通
録
三
巻
、
働
は
書
机
三
〇
童
謡
、
α
①
は
大
灌
頂
経
第
二
巻
の
受
け
取
り
を
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
る
奉
写
御
璽
経
世
の

返
抄
で
あ
る
。
㈲
が
第
一
の
継
文
の
吻
1
3
3
天
平
宝
字
八
年
九
月
一
日
付
造
東
寺
司
請
経
文
案
に
対
応
す
る
よ
う
に
（
②
の
項
を
参
照
）
、

経
巻
を
送
ら
れ
た
奉
写
御
説
経
所
で
は
、
そ
の
都
度
、
造
東
大
寺
司
に
対
し
返
抄
を
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
の
は
こ
の
三

点
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
来
は
返
抄
だ
け
の
継
文
も
造
東
大
寺
司
側
で
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
経
巻
奉
請
の
要
文
に
比
し

て
重
要
性
が
低
い
こ
と
か
ら
、
比
較
的
早
い
段
階
で
反
故
に
さ
れ
、
背
面
の
二
次
利
用
が
進
め
ら
れ
た
関
係
で
現
状
の
よ
う
な
残
り
方
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
画
の
奉
甥
御
執
経
所
移
は
、
造
東
大
寺
司
宛
に
一
切
経
一
部
の
要
請
を
求
め
る
も
の
で
、
余
白
に
は
造
東
大
寺
司
の
判
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
本
文
書
は
、
前
記
．
の
第
二
の
継
文
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
個
の
項
を
参
照
。

　
㈹
と
画
の
造
東
大
寺
司
移
案
は
、
篭
写
一
切
経
司
宛
に
そ
れ
ぞ
れ
号
泣
一
三
二
巻
、
疏
一
四
〇
巻
の
奉
請
を
伝
え
る
も
の
で
、
い
ず
れ
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も
前
記
の
第
三
の
継
文
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
㈲
の
項
を
参
照
。

　
　
C
．
反
故
に
さ
れ
た
文
書

　
㈲
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
十
四
日
付
票
執
四
所
請
経
文
（
一
紙
、
続
々
修
四
十
一
ノ
七
裏
、
雇
人
需
給
歴
名
帳
〈
十
六
ノ
一
七
九
～

　
　
一
八
五
〉
第
6
紙
背
、
十
六
ノ
一
七
一
）

　
㈲
神
護
景
雲
元
年
九
月
二
十
六
日
付
造
東
大
寺
司
牒
案
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
引
書
、
㈲
第
3
7
紙
背
、
十
七
ノ
七
七
～
七
八
）

　
㈲
造
東
大
寺
司
移
案
（
？
）
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
番
、
㈲
第
3
4
紙
背
、
十
七
ノ
一
四
五
）

　
⑯
経
論
疏
本
目
録
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
千
、
岡
第
2
紙
背
、
十
七
ノ
一
一
五
）

　
⑲
経
論
疏
本
注
文
案
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
七
裏
、
岡
第
1
紙
背
、
十
七
ノ
一
一
六
）

　
⑳
神
護
景
雲
二
年
十
月
九
日
付
造
東
大
寺
司
四
壁
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
八
裏
、
㈲
第
1
4
紙
背
、
十
七
ノ
一
一
六
～
一
一
七
）

　
⑳
上
馬
養
請
経
注
文
（
一
紙
、
続
々
修
十
七
ノ
八
丁
、
㈲
第
1
5
紙
背
、
十
七
ノ
一
四
二
）

　
個
の
岩
畳
経
所
書
経
文
で
は
、
諸
芸
尼
膨
雀
に
よ
り
一
字
仏
頂
輪
王
経
四
巻
の
奉
請
を
求
め
る
が
、
余
白
に
は
造
東
大
寺
司
の
判
が
加

え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
当
該
経
巻
が
造
東
大
寺
司
側
に
な
か
っ
た
か
、
奉
請
そ
の
も
の
が
取
り
消
さ
れ
た
た
め
で
、
本
文
書
の
日
付

か
ら
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
頃
に
反
故
と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
背
面
は
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
か
ら
七
年
四
月
に
か
け
て
の
雇
人
功

給
歴
名
帳
の
第
6
紙
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
奉
写
御
執
岩
蟹
・
奉
写
一
切
経
司
の
文
書
の
中
で
、
背
面
の
二
次
利
用
が
認
め
ら
れ
る
の

は
、
こ
の
！
9
だ
け
で
あ
る
。

　
岡
の
造
東
大
寺
司
牒
案
は
、
注
維
摩
詰
経
な
ど
一
四
巻
の
奉
請
を
奉
写
一
切
経
司
に
伝
え
る
の
も
の
で
、
主
典
正
六
寺
上
建
部
広
足
と

判
官
外
書
五
位
上
里
努
連
月
麻
呂
と
が
自
署
を
加
え
る
。
第
三
の
継
文
の
㈲
1
2
4
景
雲
元
年
九
月
二
十
六
日
付
造
東
大
寺
浮
流
経
文
案

は
、
本
文
書
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
が
、
熔
断
経
巻
の
仕
様
と
所
属
が
明
記
さ
れ
署
名
部
分
に
は
上
馬
養
が
加
わ
る
な
ど
、
こ
ち
ら
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

が
整
っ
た
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
本
文
書
は
、
判
官
・
主
典
が
自
署
を
行
な
っ
た
も
の
の
内
容
に
不
備
が
あ
り
、
改
め
て
正
文
が

作
成
さ
れ
た
関
係
で
反
故
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑳
の
造
東
大
寺
司
移
案
（
？
）
は
首
尾
を
欠
く
断
簡
で
、
今
日
の
牒
に
よ
り
注
大
品
般
若
経
な
ど
一
五
一
巻
の
経
巻
を
廻
使
六
人
部
嶋

継
に
付
し
て
奉
請
せ
し
む
と
記
す
。
牒
を
受
け
て
経
巻
を
奉
請
す
る
と
い
う
体
裁
か
ら
推
し
て
、
本
文
書
は
造
東
大
寺
司
の
移
案
も
し
く

は
牒
案
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。

　
㈲
と
⑳
は
、
第
三
の
継
文
を
構
成
す
る
㈲
奉
書
一
切
経
司
奉
請
文
に
そ
れ
ぞ
れ
背
面
を
使
用
さ
れ
て
い
る
。
⑳
の
年
紀
は
不
明
で
あ
る

が
、
㈲
と
と
も
に
㈲
1
2
3
神
護
景
雲
二
年
二
月
三
日
庭
造
東
大
寺
司
請
疏
文
案
の
作
成
に
供
さ
れ
て
い
る
（
一
覧
表
を
参
照
）
の
で
、
同

二
年
頃
の
文
書
と
推
測
さ
れ
る
。

　
圏
の
経
論
疏
本
目
録
は
、
倶
舎
論
疏
な
ど
合
わ
せ
て
一
〇
九
巻
の
経
巻
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
㈲
1
2
神
護
景
雲
二
年
九
月

十
九
日
製
造
東
大
寺
司
移
案
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
、
奉
写
一
切
経
司
に
奉
呈
可
能
な
経
巻
を
書
き
上
げ
た
覚
え
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
。　

⑲
の
経
論
疏
文
意
文
案
は
、
経
論
疏
一
四
〇
巻
の
内
訳
を
二
行
程
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
推
せ
ば
、
⑳
景
雲
二
年
九
月
二
十

六
日
付
造
東
大
寺
里
余
案
の
書
き
損
じ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
㈲
と
先
の
個
の
背
面
に
は
、
第
三
の
継
文
の
一
部
と
見
ら
れ
る

右
の
⑳
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
⑳
の
造
東
大
寺
司
素
案
は
、
目
録
九
巻
の
奉
請
を
奉
写
一
切
経
司
宛
に
伝
え
る
も
の
で
、
主
典
正
六
位
記
建
部
広
足
と
少
判
官
正
六
位

上
志
斐
連
麻
呂
が
自
署
を
加
え
る
。
先
の
⑯
と
同
じ
く
正
文
の
体
裁
を
と
る
も
の
の
、
こ
れ
も
記
述
内
容
の
不
備
な
ど
か
ら
反
故
と
な

り
、
背
面
を
伺
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
岡
の
よ
う
に
本
文
書
に
対
応
す
る
案
文
が
、
日
付
よ
り
推
し
て
第
三
の
継
送
の
㈲
一
1
神

護
景
雲
二
年
九
月
十
八
日
付
奉
写
一
切
経
翠
煙
と
、
囹
1
1
1
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
日
付
奉
写
一
切
経
所
牒
の
間
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
が
、
欠
失
し
た
の
か
認
め
ら
れ
な
い
。
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⑳
の
上
馬
養
請
経
注
文
は
、
「
判
許
三
十
巻
経
令
請
誘
惑
／
上
馬
養
」
と
の
み
書
か
れ
た
首
部
を
欠
く
断
簡
で
あ
る
。
無
年
紀
で
あ
る

が
、
右
の
⑳
と
同
時
期
に
紛
1
9
神
護
景
雲
二
年
十
一
月
十
二
日
付
造
東
大
寺
青
垣
案
の
作
成
に
背
面
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
二

年
の
文
書
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
に
見
た
岡
～
⑳
は
、
い
ず
れ
も
第
三
の
濡
文
を
構
成
す
る
㈲
・
㈲
・
画
に
背
面
を
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
継
文
で
は
、
こ
の
他

に
も
他
年
の
日
付
を
持
つ
反
故
文
書
の
背
面
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
第
一
と
第
二
の
継
文
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
（
↓
覧
表
参
照
）
。

山本幸男

　
本
節
で
は
、
奉
写
御
執
悪
所
・
思
妻
一
切
経
司
と
造
東
大
寺
司
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
経
巻
奉
請
関
係
文
書
の
整
理
と
検
討
を
行
な
っ

た
が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
る
と
次
の
八
点
に
な
る
。

　
e
経
巻
奉
請
関
係
文
書
の
大
半
は
、
造
東
大
寺
司
で
成
巻
さ
れ
た
次
の
三
つ
の
副
文
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
順
に
示
す

　
　
と
、
ω
奉
写
御
警
世
里
芋
請
文
と
吻
奉
呈
御
執
経
所
等
奉
請
経
継
妻
（
の
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
五
日
付
奉
写
御
悪
馬
所
奉
請
文

　
　
・
⑳
天
平
神
護
二
年
七
月
十
四
日
付
念
写
御
亡
要
所
移
を
含
む
）
か
ら
な
る
第
一
の
継
文
（
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
二
十
一
日
～
天

　
　
平
神
護
三
年
正
月
二
十
七
日
）
、
㈹
奉
霜
野
執
経
籍
奉
請
文
・
㈲
造
詣
寺
司
提
案
・
働
天
平
神
護
三
年
二
月
六
日
豊
島
写
御
本
経
所

　
　
移
か
ら
な
る
第
二
の
継
文
（
天
平
神
護
三
年
二
月
六
日
～
同
三
年
七
月
十
三
日
）
、
㈲
奉
写
一
切
経
司
奉
請
文
・
㈲
一
切
経
奉
請
文

　
　
書
継
文
・
⑯
景
雲
二
年
九
月
二
十
一
日
付
台
東
大
寺
司
移
案
・
㈹
景
雲
二
年
九
月
二
十
六
日
付
台
東
大
寺
司
事
案
か
ら
な
る
第
三
の

　
　
継
文
（
神
護
景
雲
元
年
九
月
二
十
六
日
～
同
三
年
七
月
二
十
日
）
の
三
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
第
一
と
第
二
の
継
文
に
念
写
御
執

　
　
経
所
関
係
の
文
書
が
、
第
三
の
能
文
に
奉
写
一
切
経
司
関
係
の
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
た
。

　
口
こ
れ
ら
の
継
文
は
、
陽
光
別
集
の
成
型
時
に
分
離
さ
れ
た
り
一
部
の
文
書
が
抜
き
取
ら
れ
た
り
し
た
た
め
、
い
ず
れ
に
も
過
失
部
分

　
　
が
認
め
ら
れ
る
が
、
原
本
調
査
や
内
容
か
ら
の
復
原
結
果
に
よ
れ
ば
、
各
博
文
と
も
関
係
文
書
が
ほ
ぼ
日
付
順
に
左
か
ら
右
へ
と
貼

　
　
り
継
が
れ
て
お
り
、
左
端
の
尾
部
に
は
題
籔
付
の
往
来
軸
が
付
さ
れ
て
い
た
。
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六
六

日
第
↓
の
感
文
に
は
土
壁
に
「
二
野
一
切
経
」
（
表
）
「
御
執
経
蔵
下
巻
」
（
裏
）
と
記
す
往
来
軸
（
続
々
修
十
七
ノ
七
）
が
、
第
二
の

　
継
文
に
は
贈
爵
に
「
貴
下
一
切
経
／
御
豊
里
所
」
（
表
・
裏
）
と
記
す
往
来
軸
（
中
倉
、
二
二
、
第
七
号
）
が
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
て

　
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
第
三
の
芸
文
の
場
合
は
、
七
重
付
往
来
軸
は
欠
失
し
た
ら
し
く
認
め
ら
れ
な
い
。

四
第
三
の
艶
文
の
尾
部
に
近
い
文
書
は
、
当
初
第
二
の
美
文
の
一
部
と
し
て
貼
り
継
が
れ
て
い
た
が
、
第
三
の
継
文
が
成
型
さ
れ
る
と

　
き
に
そ
れ
ら
は
第
二
の
直
撃
か
ら
分
離
さ
れ
た
ら
し
い
（
的
1
1
天
平
神
護
三
年
七
月
十
三
日
付
手
写
御
亭
経
所
牒
の
右
に
繋
が
っ

　
て
い
た
㈲
1
2
4
景
雲
元
年
九
月
二
十
六
日
付
造
東
大
寺
司
請
経
文
案
を
剥
ぎ
取
る
）

田
第
三
の
継
文
の
継
目
裏
に
は
、
宝
亀
二
年
閏
三
月
中
上
馬
養
が
封
と
し
て
記
し
た
「
養
」
の
文
字
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
各
文
書
の

　
分
離
を
禁
じ
継
文
の
保
管
を
は
か
る
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
第
一
と
第
二
の
継
文
で
は
こ
の
よ
う
な
措
置
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

因
造
東
大
寺
司
で
は
、
奉
写
御
執
置
所
・
奉
写
一
切
経
司
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
奉
請
経
巻
の
返
抄
も
継
文
に
し
て
保
管
し
て
い
た
は
ず

　
で
あ
る
が
、
早
い
時
期
に
そ
れ
ら
は
反
故
に
さ
れ
た
ら
し
く
、
返
抄
は
単
独
で
三
点
残
る
に
す
ぎ
な
い
。

懸
垂
写
御
執
決
所
・
奉
写
一
切
経
司
か
ら
造
東
大
寺
司
に
宛
て
ら
れ
た
経
巻
身
請
文
書
の
中
で
、
一
点
だ
け
反
故
に
さ
れ
背
面
を
帳
簿

　
（
雇
人
功
給
歴
名
帳
）
に
使
用
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
（
飼
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
十
四
日
付
御
執
経
所
請
経
文
）
。
こ
れ
は
、
奉
請

　
を
求
め
ら
れ
た
経
巻
が
造
東
大
寺
梅
醤
に
な
か
っ
た
か
、
翰
墨
そ
の
も
の
が
取
り
消
さ
れ
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。

囚
奉
写
御
執
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
宛
に
出
さ
れ
造
東
大
寺
司
牒
の
案
文
や
里
帰
経
巻
の
覚
え
な
ど
が
反
故
に
さ
れ
、
第
三
の
継
文
に

　
収
め
ら
れ
た
造
東
大
寺
司
牒
・
移
案
の
作
成
に
そ
の
背
面
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
継
文
で
は
、
こ
の
他
に
他
年
の
反
故
文
書

　
の
背
面
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
第
一
と
第
二
の
継
馬
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

以
上
が
本
節
で
の
確
認
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
栄
原
永
遠
男
氏
も
こ
れ
ら
の
文
書
を
整
理
検
討
さ
れ
、
そ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

①
「
奉
写
御
執
経
所
」
関
係
史
料
は
、
奈
良
時
代
に
は
三
巻
の
巻
物
に
整
理
さ
れ
、
そ
れ
以
外
に
、
返
抄
や
目
録
請
求
を
内
容
と
す
る
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文
書
が
別
に
存
在
し
て
い
た
。

②
こ
の
整
理
を
行
な
っ
た
の
は
、
上
馬
養
の
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
時
期
は
「
奉
写
御
執
置
所
」
か
ら
「
影
写
一
切
経
司
」
に
改
称
に

　
　
な
っ
た
神
護
景
雲
元
年
八
月
以
降
ほ
ど
な
く
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
③
続
々
修
十
七
ノ
七
の
末
尾
に
付
け
ら
れ
て
い
る
題
籔
は
、
も
と
は
続
々
修
十
七
ノ
六
を
中
心
と
す
る
巻
物
の
左
端
に
つ
い
て
い
た
可

　
　
能
性
が
高
い
。

④
他
の
二
巻
の
い
ず
れ
か
に
、
正
倉
院
に
残
る
題
籔
の
一
つ
（
中
倉
、
二
二
、
第
七
号
）
が
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑤
「
書
写
一
切
経
司
」
関
係
史
料
は
、
宝
亀
二
年
閏
三
月
に
上
馬
養
が
長
大
な
一
巻
の
巻
物
に
整
理
し
、
そ
の
際
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

　
　
の
継
目
裏
に
「
養
」
の
文
字
を
書
き
込
ん
だ
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
文
書
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
の
栄
原
氏
の
見
解
に
は
、
本
節
で
の
確
認
点
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ま
ず
①
に
つ
い
て
見
る
と
、
本
節
で
は
の
に
示
し
た
よ
う
に
奉
献
御
亀
経
所
関
係
の
文
書
は
二
つ
の
継
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
と
想

定
し
た
が
、
栄
原
氏
は
そ
れ
を
三
巻
の
巻
物
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
憶
測
に
及
ぶ
が
、
当
初
、
景
雲
一
切

経
の
勘
経
作
業
の
事
務
を
担
当
し
て
い
た
奉
告
御
下
経
所
が
、
天
平
神
護
元
年
三
月
～
六
月
頃
か
ら
勘
経
作
業
も
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
奉
写
御
参
詰
所
の
勘
経
作
業
の
開
始
に
と
も
な
っ
て
継
文
も
作
り
か
え
ら
れ
た
と
解
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
③
の
指
摘
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
栄
原
氏
の
い
う
三
つ
の
巻
物
と
は
、
a
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
～
天
平
神
護
元

年
正
月
（
ω
＋
働
1
4
5
～
2
2
）
、
b
天
平
神
護
元
年
三
月
～
同
三
年
正
月
（
吻
1
2
1
～
1
）
、
c
天
平
神
護
三
年
二
月
～
同
年
七
こ
口
㈲
＋

紛
）
の
各
文
書
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
。
は
、
本
節
で
い
う
第
二
の
春
怨
に
相
当
す
る
の
で
問
題

は
な
い
が
、
a
と
b
に
つ
い
て
は
、
「
写
真
」
を
見
る
限
り
吻
の
2
2
（
a
の
尾
部
）
と
2
1
（
b
の
首
部
）
は
貼
り
継
が
れ
た
状
態
に
あ

り
、
続
々
修
成
巻
時
の
貼
り
継
ぎ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
付
箋
等
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
両
者
を
別
個
の
巻
物
と
見
な
す
の
は
困
難
な
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
継
文
が
一
切
経
一
部
の
奉
請
を
求
め
る
吻
を
起
点
と
し
、
第
三
の
艶
文
が
影
写
御
単
記
所
か
ら
手
写
一
切
経

六
七
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六
八

奉写御執経所・奉写一切経司関係文書の検討

司
へ
の
改
称
を
機
に
始
ま
る
よ
う
に
、
富
国
の
形
態
あ
る
い
は
奉
請
を
求
め
る
側
の
組
織
の
あ
り
方
に
即
し
て
継
文
が
成
巻
さ
れ
て
い
る

点
に
留
意
す
る
と
、
a
と
b
で
は
い
ず
れ
も
折
々
の
要
請
に
も
と
つ
く
奉
請
を
扱
っ
た
文
書
が
貼
り
継
が
れ
て
お
り
、
両
者
の
問
に
明
確

な
差
異
は
認
め
に
く
い
。
そ
れ
故
、
a
と
b
、
す
な
わ
ち
本
節
で
い
う
第
一
の
継
文
を
二
つ
の
巻
物
と
し
て
解
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
第
一
の
継
文
は
六
三
紙
に
わ
た
る
長
大
な
巻
物
に
な
る
が
、
天
平
宝
字
四
年
～
五
年
の
写
経
所
で

は
六
〇
紙
を
超
え
る
雑
文
案
や
解
像
愚
案
が
作
ら
れ
、
同
六
年
正
月
か
ら
始
ま
る
造
石
山
寺
所
の
解
移
牒
面
当
は
一
〇
〇
紙
に
及
ぶ
な
ど

前
例
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
の
で
、
継
文
の
長
さ
は
さ
ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
③
④
を
見
る
と
、
栄
原
氏
は
、
本
節
で
第
一
の
継
文
に
付
さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
た
題
籔
に
「
奉
請
一
切
経
」
（
表
）
「
御
薩
転
所

下
巻
」
（
裏
）
と
記
さ
れ
る
往
来
軸
（
続
々
修
十
七
ノ
七
）
を
、
㈲
（
続
々
修
十
七
ノ
六
）
を
中
心
と
す
る
巻
物
、
す
な
わ
ち
第
二
の
主

文
の
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
、
中
倉
に
残
る
も
う
一
つ
の
題
籔
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
を
持
つ
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
決
め
手
に

欠
け
る
。
こ
こ
で
は
続
々
修
十
七
ノ
七
の
題
籔
付
往
来
軸
を
『
大
日
本
古
文
書
』
の
指
摘
に
従
っ
て
ω
の
も
の
、
つ
ま
り
第
一
の
魚
文
の

左
端
に
、
中
倉
の
も
の
を
第
二
の
継
文
の
左
端
に
そ
れ
ぞ
れ
求
め
て
お
き
た
い
。

②
と
⑤
の
、
奉
写
御
五
経
所
関
係
文
書
（
第
一
・
第
二
の
継
文
）
・
奉
写
一
切
経
司
関
係
文
書
（
第
三
の
無
文
）
の
整
理
を
行
な
っ
た

の
は
上
馬
養
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝来形態にもとつく関係文書一覧表

1．本表は、一で取り上げた奉写御執経所・奉写一一切経司経巻奉請関係文書を、その伝来形態に即して、A継文の状態にある文書、　B単独の文書、　C反

故にされた文書、に分類し、それぞれの背面の状況が一覧できるように整理したものである。各文書の復原は、『正倉院文書目録』（東京大学史料編纂

所編纂、東京大学出版会、1989～99年）に提示された情報にもとつくが、「正倉院古文書マイクロフィルム紙焼写真」（宮内庁正倉院事務所頒布〉や
r正倉院古文書影印集成』（宮内庁正倉院事務所編、八木書店、1988～2001年）から得られた知見をもとに私案を示した箇所が一部にある。また、当

該文書の先行研究である栄原永遠男「内裏における垂直事業一景雲経と母堂御執判所・三綱一切経司一」（同『奈良時代の写経と内裏』所収、塙書

房、2000年。初出は1995年）に示された「奉写御蔵経所・奉迎一切経司の関係文書（日付順）」、史料探訪「正倉院文書調査」（「東京大学史料編纂所

報』30、1996年）に示された「「下目御執経所奉請文継文」接続復原第一次試案」（石上英一記）を参照した。しかし、当該文書には原本の未調査部

分が多くあるため、Aの文書は、　f大日本古文書1の文書名（『正倉院文書目録』により改めたものが一部にある〉に従って提示し、それぞれの繋がり

については、各項に＊や番号（1）2）…）を付し欄外に表記した。〈第1の継文〉〈第2の継子〉〈第3の継文〉は、本文での検討結果による区分であ
　る。

2．表示にあたっては、当該文書の紙数、種別と巻次（続々修の場合は秩・巻次）、写真番号（丁田写真に見える用紙番号）及び『正倉院文書目録』に
示された断簡番号を記し、接続の推定・推測の箇所には破線を、欠失部分や貼り継ぎの部分にはその旨を注記した。

3．文書名は、「大日本古文書』「正倉院文書目録』に従ったが、余白部分に判や自筆記事がある場合は、その旨を〔　〕内に表記し、2紙以上にわた

　る場合は紙数を示した。また、題籔のある場合は別記した。

4．当該文書の背面に何も記されていない場合は「空」、続々修収載文書のうち、紙焼写真のないものも同様の状態と見なし「（空）」と記した。また、

紙継目に「養」の文字が半存するものには△▽と示した。◇は両者が接続することを表わす。

ヨ
A継文の状態にある文書

（1）奉写御執同所奉請文（天平宝字6年12月21日～8年3月4日〉〈第1の継文〉
　　　（題籔に「奉請一切経」（表〉「御執田所下巻」（裏〉（続々修17／7、16／435）と記す往来軸は、第17紙の左に付されていたか）

正倉院文書 当　　該　　文　　書 1
（紙数・種別・写真番号・断簡番号） 文書番号　日付（天平宝字）文書名（紙数）〔余白記事〕 『大日本古文書』

紙背

1＊続々修37／9　　　⑫ 1　8年3月4日造東大寺司写本検注文案 16／483～484 空

2　続修別集3　　　　　②② 2　8年3月4日奉写御一華所請経文 5／478 空

3　続々修17／4　　　⑤④ 3　8年2月2日奉写御難経所請経文〔造東大寺糠星・三綱判・奉請文〕 16／472置6～473 空

（続ク　、　中間欠）一

4　続修別集4　　　　①（1） 4　8年正月16日置写御二野所労経文〔造東大寺司判〕 5／468、1行未収 空

5　　　　　　　　　　②（2） 5　7年11月24日二等御諸経所望経文〔造東大寺司判・奉請文〕 5／462 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）．
0
9

→くR



斗〕○

1

6　　　　　　　　　　③（3） 6　7年10月5日半写糊執経史請経文〔造東大寺司判・送経文・収納文〕 5／459 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

7　　　　　　　　　④（4） 7　7年8月12日奉口引執同所請経文〔造東大寺司判・送経文・収納文〕 5／456 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）．

8　　　　　　　　　⑤（5） 8　7年7月20日奉写御執経所請経文〔造東大寺司判・日日注文〕 5／453 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

9　　　　　　　　　⑥（6） 9　7年7月12日天国御講経所請経文〔造東大寺司判・奉請注文〕 5／451～452 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

10　　　　　　　　　⑦（7＞ 10　7年6月24日奉写御執経所請経文〔奉請文〕 5／446 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

11　　　　　　　　　⑧（8） 11　7年5月25日奉写御執経所天経文〔造東大寺司判・三綱判・送経文〕 5／442～443 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）．

12　　　　　　　　　⑨（9） 12　7年5月16日奉写御執経所天経文〔造東大寺司判・奉請文〕 5／441 空

（　貝占　　リ　　継　　ガ　　ノレ　　）　・

13　　　　　　　　　⑩1◎ 13　7年4月14日奉写御執経所天経文〔造東大寺司判・奉請文〕 5／434～435 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

14　　　　　　　　　⑪（11） 14　7年4月13日奉写御執経所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕 5／433～434 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）．

15　　　　　　　　⑫② 15　7年4月13日僧綱牒〔造東大寺血判・奉請文・収納文〕 5／432～433 空

（貼　リ　継　ガ　ル　）・

．写6．．『．　　　　．⑳ ．巧．．β年閏．13月．日月山口禦官設所樺．嘩追回幸司到旦．． ．登！．3墨照字3．． 空．．

17続繍輪『『　　66． 17　召庫12．月21日奉臨御隙隙所請経文〔造東大寺司判〕’『『
5／308～309

．』
п
@
工

り
ひ
開

＊第1日目、（2）口写御明経所等奉請口文の第44日目左に続くか。

（2）奉写御執経所等奉請経継目（天平宝字8年3月30日～天平神護3年正月27日）〈第1の継目〉
　　（『大日本古文書』は、題籔に「奉請一一一切経」（表）「御執経所下巻」（裏）（続々修17／7、16／435）

　　は（1）奉写御執経所奉請文の第17紙の左に付されていたか）
と記す往来軸は本継文のものとするが、本来

（天平神護）

1＊続々修17／4　　　① 1　3年正月24日半写御執経所課〔造東大芋司判・奉請文〕 16／435～436～1
（空）

2　　　　　　　　　② 2　3年正月270奉写御執経所移〔造東大寺司判・送経文〕 16／436Z2～‘12
（空）
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2
2
2
2
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3
3
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3
3

2年12月30日奉写御執経所移
2年10月4日奉写御一目口移〔造東大寺司判・送経文〕
2年8月22日半写御執経所業〔造東大寺司判・送経文〕
2年9月17日奉写御執経所請経文〔造東大寺司判・送経文〕
2年5月30日奉写御理経所移〔造東大寺千軍・送経文〕
2年4月6日奉写御理経所請経文〔造東大寺司判〕
2年4月6日造東大寺司請経文案
2年3月20日斯界御執塁壁移〔造東大寺司判・送経文〕
　　　　　　　　　（この間に一失あるか）
元年12月9日奉写御軍経所移〔造東大寺司判・奉請文〕
元年9月28日奉写御開関所請経文〔造東大寺乱闘・奉請文〕
元年8月4日造東大寺司移案
元年3月4日奉職御月経所移〔送経文・収納文〕
元年3月10日奉臨御執田所移〔造東大寺司書・送経文〕
元年6月8日日照御津経所相経文〔造東大寺司判・奉請文〕
元年6月7日奉写御執難所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕
元年5月25H駒引御防禦所移〔造東大寺司判・奉請文〕
元年5月24日奉写御附図築紫〔造東大寺司判・送経文〕
元年5月23日奉写御回経回移〔造東大寺司判・奉請文〕
元年3月19日奉写御執経所報経文〔造東大寺割判・奉請文〕
元年正月29日奉唱御執経所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕
（天平宝字）

8年12月1日奉写糊明経所請経文〔造東大寺司判・送経文・収納文〕（1）
　　　　　　奉写御明経所請経文〔造東大寺司判・送経文・収納文〕（2）
8年10月17日奉写御越経所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕
8年9月16日大隅照照最勝王経検納文
8年7月24日奉写御報経埋樋経文〔造東大寺司判・三綱判・奉請文〕
8年9月16日賀陽田主請経文〔造東大寺贋判・奉請文〕
8年9月4日造東寺司奉写経検注文案
8年9月10日奉写糊執経所請経文〔造東大寺司判・奉請文・収納文〕
8年9月8日臨写御執踏所請経文〔造東大寺司判・送経文〕
8年8月28日奉写御壁経所請経文〔造東大寺司判〕
8年8月29日造東寺司整経文案
8年9月1日造東寺下請経文案
8年9月4日奉吟興讐敵竪琴経文
8年8月24日半写御難経所請経文〔造東大寺司判〕
8年8月25日奉写経所轄経文案
8年8月27日奉写経所目録奉請文案〔収納文〕

16／4371　1～15
16／43716～43815
16／43816～43914
16／43915～110
16／44011～19
16／440110～44115
16／44116～44213
16／442t4～112

16／44311～44415
16／44416～44513
16／44514～18
16／44519～44615
16／44616～447t2
16／44712～44811
16／44812～111
16／449t1～19
16／449t10～45016
16／45017～45113
16／45114～45211
16／452t2～45312

16／45313～454t5
16／45415～t12
16／45511～110
16／455111～45612
16／45613～110
16／456111～45719
16／457110～45911
16／459t2～111
16／460t1～17
16／46018～46117
16／46118～46217
16／46218～113
16／46311～16
16／46317～464112
16／46511～18
16／465t9～111
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判1

37　　　　　　　　　⑳ 38　8年8月26日奉写御鍋経所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕 16／466n～467ε1
（空）

38　　　　　　　　　⑳ 39　8年8月23日奉写御集経所請経文〔造東大寺司判・奉請文・収納文〕 16／46712～Z11
（空）

39　　　　　　　　　⑲ 40　8年8月22日奉写御負経所請経文〔造東大寺司判〕 16／468」1～Z8
（空）

40　　　　　　　　　⑳ 418年8月22日造東寺司請経文案〔収納文〕 16／468’9～46914 （空）

41　　　　　　　　　⑳ 42　8年5月3日御執経所請経文〔造東大寺司判・奉請文〕 16／469Z5～Z　12 （空）

42　　　　　　　　　⑫ 43　8年4月18日御執経所請経文〔造東大寺司判・送経文〕 16／470’1～‘10 （空）

43　　　　　　　　　⑬ 448年4月4日御二二所請経文 16／470ε11～471ε3 倥）

44＊＊　　　　　　　　⑭ 45　8年3月30日御執経所請経文〔造東大寺司判・奉請文・収納文〕 16／471Z4～472　Z　5 （空）

【う

ﾐ
［

　＊第1紙は、〈第1の斜文〉の首部か。
＊＊第44紙の左に、（1＞奉写御下経所奉請文の第1紙が続くか。
後掲Bの（7）天平宝字8年8月25日付合写御執経豊明請文、（11）天平神護2年7月14日付奉写御執営所移は、本継文の1部であった可能性がある。

（3）奉写御三経所奉請文（天平神護3年4月15日～7月13日）〈第2の継文〉

1

（天平神護）

1＊続修別集3　　　　　⑥⑥ 1　3年7月13日奉写二塁置所牒〔造東大寺司判・送経文・収納文〕 5／668、3行未収 空

2　続々修17／5　　　⑥⑥ 2　3年6月18日造東大寺司移譲 17／74～75 空

3　続修別集3　　　　　（翻⑤ 3　3年5月20日奉写糊執経所移〔造東大寺司判充送文〕 5／666～667 空

4　続修別集6　　　　⑨⑨ 4　3年4月24日造東大寺司牒案 5／660～661 空

5　続修別集3　　　　　④④ 5　3年4月24日奉写御執四所移〔造東大寺司判・奉請文・収納文〕 5／659～660 空

6＊＊続々修17／5　　⑦⑦ 6　3年4月15日造東大寺司移案 17／72～74 空

　＊第1紙について『正倉院文書目録』（続修別集）は、「本断簡ノ右端ハ、ハジメ、続々修十七ノ七（野ゆ（（5）奉写…切経司奉請文の第38紙、引用者
　　注）目貼リ継ガレタルヲ、ノチ、奉写一切経班田請文ノ編成ノ際ニハガシトラレ、ツイデ、僅カニ切除セラレタルナラン」と指摘する。第1紙は
　〈第2の結文〉の首部に相当する。
＊＊第6紙の左に、（4）造東寺司移転の第1紙が続くか。

（4）国東寺司移案（天平神護3年2月8日、22日）〈第2の継文〉

（天平神護）

1＊続々修17／6　　　① 1　3年2月22日　造東寺司本案〔収納文〕（1） 17／34～36Z2
（空）

2　　　　　　　　　② 造東寺司起案〔収納文〕（2） 17／36」3～37Z10 （空）

3　　　　　　　　　③ 造東寺計理案〔収納文〕（3） 17／37♂11～39Z6 （空）

4　　　　　　　　　④ 造東寺司移案〔収納文〕（4） 17／39Z6～40∫13
（空）

5　　　　　　　　　⑤ 造東寺司農書〔収納文〕（5） 17／40Z1～42♂8
（空）

6　　　　　　　　　⑥ 造東寺司移案〔収納文〕（6） 17／42Z9～43」14
（空〉

7　　　　　　　　　⑦ 造東寺司移案〔収納文〕（7） 17／44‘1～45Z6
（空）



8　　　　　　　　　　⑧ 造東寺司移案〔収納文〕（8） 17／45Z7～47’1
（空）

9　　　　　　　　　⑨ 造東寺司移案〔収納文〕（9） 17／47Z1～48　Z　7 （書込みあり、未収）1）

10　　　　　　　　　⑩ 造東寺司移案〔収納文〕（10） 17／48’8～’11 （書込みあり、未収）2）

11　　　　　　　　　⑪ 2　3年2月8日　　造東寺司移案（1） 17／24～25ご7
（空）

12　　　　　　　　　⑫ 造東寺司移案（2） 17／25Z8～27　Z　1 （空）

13　　　　　　　　　⑬ 造東寺司移案（3） 17／27護2～28～8 （空）

14　　　　　　　　　⑭ 造東寺司移案（4） 17／28Z9～30～2
（空）

15　　　　　　　　　⑮ 造東寺司移案（5） 17／30Z3～31～10
（空〉

16　　　　　　　　　⑯ 造東寺司移案（6） 17／31’11～3315
（空）

17＊＊　　　　　　　⑰ 造東寺司移案（7） 17／33Z6～34
（空）

　＊第1紙は（3）奉引馬執経所奉請文の第6紙の左に続くか。
＊＊第17紙の左に、後掲Bの（12）天平神護3年2月6日付仁川御執経所移が続き、さらにその左に、正倉院中倉に残る題籔に「奉請一．一切経／御執
　　経所」（表・裏）と記す往来軸（中倉、22、第7号）が来るか。
1）左端に「六十花厳経第五供」とあり。
2）左端に「乙五秩」「六十花厳」とあり。

（5＞奉写一一切経司奉請文（神護景雲元年9月26日～2年9月19日）〈第3の電文〉

ヨ

正倉院文書 当　該　文　書 紙　　　　背

（紙数種・写真番号断簡番号〉 奮尊日付（神護景雲）文書名（繊〔余白言己事〕 「大日本古文書』

分
類
・
番
号 日　付

　　　文書名
i△▽は「劃が半存）

「大日本

ﾃ文書』

1＊続々修17／7　⑤ 12年9月18日引写一切経口移〔造東大寺司判〕（1） 17／82111～85」5 空　　　ζ
21）　　　　　⑥ 奉写一切経司移〔造東大寺司判〕（2） 17／8516～86’3 空　　　　　△

3　　　　　　④③ 22年9月19日造東大寺司移案〔収納文〕 17／8117～82110
兜　　　　　　　　▽エ　　　　　⇔

4続修別集2　　⑨⑧ 32年9月2日奉写一切経司移〔造東大寺司判〕 5／698111～69914 空　　　　　◇

5　　　　　　⑦⑥ 42年8月20日萱門一切経司移〔造東大寺野漆・奉請文〕 5／697111～698110 空　　　　⇔
6続々修17／7　⑦⑤ 52年8月21B造東大寺司移案〔収納文〕（1） 17／8614～8812 空　　　　　　◇

7　　　　　　（豊⑤ 造東大寺司移案〔収納文〕（2） 17／88」3～16 空

8二二別集2　　⑧⑦ 62年閏6月2日奉写一切経司移〔造東大寺司判・奉請 5／69713～’10
文・収納文〕 1行未収

9続々修17／7　⑨⑯） 72年閏6月3日造東大寺司移案 17／8817～9011

10続修別集2　　⑥⑤ 82年6月9日奉写一切経司牒〔造東大寺司判・奉請文〕 5／69615～69712

11続々修17／7⑩⑦ 92年6月4日造東大寺司牒案 17／9012～91113
兜　　　　　⇔工　　　　　　　　　　△

（続ク中間欠）

12続修別集2　　⑤④ 102年6月4日奉写一切経司移〔造東大寺司判〕 5／69519～696’4 空　　　　　x

（続ク中間欠）
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続々修17／7　⑪⑧
続修別集2　　③③

　　　　　　　oo

続々修17／7⑫⑨（1）

　　　　　　qtw2）

続修別集2　　②②
続々修17／7（⑳1）

1）　（mp（2｝

1）　＠
　　　　　　　＠

　　　　　　　＠

続修別集2　　①①

続々修43／22
　　　　　⑪裏⑪裏
続修別集1③裏①〔2壊

　　　　②裏詰腹
　　　　①裏（Ul壊

続々修17／7⑲⑳（1）

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

⑳
⑳
⑫
㊧
⑳
⑳
⑳
講

112年5月29日頃写・一切経廻牒〔造東大寺司判〕

122年4月29日奉写一切経司移〔造東大寺司判・奉請
　　　　　　　文〕（1）

　　　　　　　奉写一切経司移〔造東大寺司判・奉請

　　　　　　　文〕②
132年3月30日造東大寺目移案〔収納文〕（1）

　　　　　　　造東大寺司移案〔収納文〕（2＞

142年3月28日奉写一切経司移
152年3月28日造東大寺国魂案（1）

　　　　　　　．璋｝寒土寺司整案．吻．．．．．．．．．

162年3月26日　奉写一切経司移〔造東大寺司判〕

172年3月27日造東大寺口移案（1）

　　　　　　　造東大寺司移案（2）

182年2月19日奉写一切経司牒〔造東大寺司判・奉請

　　　　　　　文〕

192年2月20日造東大寺司翻案（1）

　　　　　　　造東大寺司僻案（21
　　　　　　　造東大寺司牒案（3）

　　　　　　　造東大寺司牒案（4）

　　　　　　　造東大寺司牒案（5）
202年2月12日奉写．一一切経雲母〔造東大寺司判・奉請文〕

212年2月12日造東大寺庭回案

222年正月30日奉写一切経司移〔造東大寺司判・奉請文〕

232年2月3日造東大寺司聴音文案（1）

　　　　　　　造東大寺紀国疏文案（2）

　　　　　　　造東大寺司請疏文案（3）

　　　　　　　造東大寺司請疏文案（4）

　　　　　　　造東大寺司請疏文案（5）

24元年9月26日造東大寺司請経文案〔収納文〕

17　／9211～9415

5／6941　10～695t　7

5／69518

17／9416～9518

17／951　8～961　1

5／69415～19
17／　9612～1　11

17／971　1～l　l2

17／　1001　10～1021　4

17／981　1～9918

17／9919～10019

5／693～69414

17／110

17／　1431　1～1　11

17／　1431　11～1　13

17／1“11～111

17／　1021　5～’　8

17／10219～10314

17／10315～104110

17　／　1041　11～1051　7

17／　105t8～1061　11

17／　1061　12～1071　2

17／10712～10812

17／108‘3～tg

17／　108110～109110

17／　1091　11～110

C・（17）

C・（16）

神護2年6月3日

神護2年10月18日

神護2年10月3日

勝宝2年5月26日
目宝2年5月25日

勝宝2年5月24日
目宝2年5月20日

目字8年正月16日

　～5月27日

宝字7年12月29
日、8年3月23日

景雲元年10月10日

景雲元年9月26日

ギ巨1

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　空　　　　　◇
　　　　　空

　　　　　　　　　　　　⇔
　　　　　空

東大寺三綱牒〔造東大寺　　◇17／19

司判〕　　　　　　　⇔
　　　　　　　　　　　　　未収（書込1行あり）2）
　　　　　　　　　　　　◇
　　　　　空
僧興澤請書解〔送経文・　　◇17／21

綴謡録　皇17，、。

　　　　　空　　　　　x

、書込1行あ1，、1『

　　　　　　　　　　　・ε・・
造東大寺返牒案（首尾欠）

　　　　　　　　　　　　◇
造東大寺司移案
　　　　　　　　　　　　◇
造東大寺口移案（1）
　　　　　　　　　　　　〈〉
造東大寺司玉案（2）
　　　　　　　　　　　　◇
造東大寺司再案
　　　　　　　　　　　　←
造東大寺司日案（首欠）
　　　　　　　　　　　　〈〉
　　　　　空
　　　　　　　　　　　　〈〉
奉写経所本経論奉請井借充

1，。二本轟，請帳1

　　　　　　　　　　　　⇔
造東大寺司移案（？）

（首尾欠）

　　　　　　　　　　　　◇
　　　　　空
　　　　　　　　　　　　◇
僧満松請経解〔送経文〕

造東大寺司Q　　1

未収

25／205

3／403～404

3／4Q312～14

3／402～40311

3／402

11／　252～253

16／433～434

16／427～428

17／145

17／111

17／　77～78

一
9



　＊第1紙の右に、後掲Bの（13）景雲2年9月21日付造東大寺司移案、（14）景雲2年9月26日付造東大寺司移案が続くか。
＊＊第38紙の左が、はじめ（3）奉写御執経所奉請文の第1紙に貼り継がれていたことについては、（3）の項の＊を参照。第38紙は〈第3の継文〉の尾部。

1）第2紙と第3紙、第20紙と第21紙、第21紙と第22紙の接続推定は、日付及び内容の連続性、継目裏の「養」の残存状況による。
2）右端下に「出上馬養」とあり。

3）右端上に「俊大徳芳房」とあり。

（6）一・切経奉請文書継文（神護景雲2年11月10日～3年7月20日）〈第3の継文〉

一

1＊続々修17／8　① 13年7月20日造東大寺司移案 17／117、U8112 （端裏書1行あり） 17／117

2　　　　　　② 33年6月28日二二一切経司移〔造東大寺司判〕（1） 17／119‘1～120112

　
　
　
　
　
　
◇
空

3　　　　　　③ 奉写一切経司移〔造東大寺司判〕（2） 17／120112～113

　
　
　
　
　
　
〈
）
空

4　　　　　　④ 33年7月1日造東寺前編案 17／12111～111

5　　　　　　⑤ 43年4月3日造東大寺司移案（1） 17／12211～12318

6　　　　　　⑥ 造東大寺司移牒② 17／12318～111

7　　　　　　⑦ 53年3月30日導車一切経司移〔造東大寺司判・奉請文〕 17／124‘1～125‘7

　
　
　
　
　
　
⇔
空

8　　　　　　⑧ 62年12月20日造東大寺司糠喜（1） 17／12518～12717

9　　　　　　⑨ 造東大寺司牒案（2） 17／12718－128112

　
　
　
　
　
　
命
空

10　　　　　　⑩ 72年12月4日造東大寺割膝案 17／12911～13019

　
　
　
　
　
　
〈
〉
空

11　　　　　　⑪ 82年12月2日奉写一切経司牒〔造東大寺司判）（1） 17／130110～132112
　　　　　　◇空　　　　　　⇔

12　　　　　　⑫ 奉写一切経司牒〔造東大寺射創〕（2） 17／132113～13512 空

13　　　　　　⑬ 奉写一切経国隣〔造東大寺司判〕（3） 17／13513～16

14　　　　　　⑭ 92年11月12日造東大寺司図案（1） 17／13517～13712 C・（20） 景雲2年10月9日
　　　　　　　　　　　⇔造東大寺司玉案（尾欠）　　　　　　　　　　　〈〉

17／116～117

15　　　　　　⑮ 造東大寺司牒案② 17／137B～15 σ（21） 上馬養請経注文（首欠）　　　　　　　　　　　〈〉
17／142

16　　　　　　⑯ 造東大寺司牒案（3） 17／13716～112 空

17　　　　　　⑰ 造東大寺司牒案（4） 17／137113～138’2

　
　
　
　
　
　
◇
空

102年11月25日造東大寺司黙劇 17ノユ38」3～112

18　　　　　　⑱ 112年11月10日導車一切経所牒〔造東大寺司判・奉請 17／13911～140113
文〕（1）

19＊＊　　　　　⑲ 擦車一切経所牒〔造東大寺司判・奉請 17／14111～142
文〕（2）

△

　＊第i紙の端裏に「閏三月□日封馬」と見える。本紙はく第3の継文〉の首部に相当する。

＊＊第19紙の左に、上掲Bの（13＞景雲2年9月21日付造東大寺司移案、（14）景雲2年9月26日付造東大寺司移案が続くか。

O
ひ

斗〕園



ギ→く

B単独の文書

e
細
採
防
雪
匠
騨
昼
1

1　　　　紙　背
番号

　　正倉院文書

﨑ﾊ・写真番号・
@　断簡番号）

日　付 文書名（紙数）〔余白記事）
『大日本

ﾃ文書』 分類・

ﾔ号
日付 　　文書名

i△▽は「養」が再三）

r大日本

ﾃ文書』

（7） 続々修17／5② 天平宝字8年8月25日 奉写御午経所奉請文〔造東大寺司判・奉請文〕

q第1の三文〉

16／552～553 （空）

（8） 続々修17／5③ 天平宝字8年9月1日 奉写御執国所返抄 16／559 （空）

（9） 続々修17／5④ 天平宝字8年12月29日 奉写御執経所返抄 16／563～564 倥〉

（10＞ 続々修17／5① （天平神護元年力）8月22日 奉写御軍経所返抄 17／12 （空）

（11） 続修別集3　③③ 天平神護2年7月14日 奉写御執経所移〔造東大寺司判・奉請文〕〈第1

ﾌ継文〉

5／542 空

（12）＊ 続々修17／5⑤ 天平神護3年2月6日 奉写御執経所移〔造東大寺司判〕〈第2の三文〉 17／23 （空）

（13） 続々修17／7③ 景雲2年9月21日 造東大寺二丁〔収納文〕〈第3の継文〉 17／80～81 空　　　▽　　　　△

（14） 続々修17／7①

@　　　　　②

景雲2年9月26日 造東大寺司移案（1）〈第3の継文〉

｢東大寺司乙案（2）

17／78～79n3

P7／8011～16

C・（19）

b・（18）

経論疏古注文案　　▽

o論疏相録　9
17／116

P7／115

ひ
O
o

＊本文書の左に、正倉院中倉に残る題籔に「匡正一切経／御執経所」（表・裏）と記す往来軸（中倉、22、第7号〉が来るか。

C　反故にされた文書

次の（15）以外は、A、　Bに分類した文書の「紙背」の項を参照。

雇人功給歴名帳（天平宝字6年12月～7年4月）
（題籔に「雇人功勲／歴名帳」（表）、「宝字六年／閏十二月廿九日」（裏） （16／178～179）と記す往来軸に付された表裏空の紙に第1紙は貼り継がれる）

正倉院文書 当　該 文書 紙 背

（紙数・種別・写真番号・断簡番号）
天平宝字6年 「大日本古文書』 番号 日　付 文書名 「大日本古文書」

1　続々修41／7　　　　① 16／179～180～3 宝字6年閏12月29日 経所羽十 16／176♂3～Z9
2　　　　　　　　　　② 16／180Z4～’16 天乎宝字6年閏12月29日 経田上日文案 16／175～176’1
3　　　　　　　　　　③ 16／181’1～182‘1 閏12月26日 僧明一啓 16／175

4　　　　　　　　　　④ 16／18212～19 処々銭用注文 16／12

5　　　　　　　　　　⑤ 16／182」10～183‘7 天平宝字6年閏12月29日 僧円栄啓 16／177
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①
＼
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割
①
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□
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無
碍
冊
①
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一
ト
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山
ω
O
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瀦
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＼
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①
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二
　
経
巻
の
奉
請
実
務

山本幸男

　
こ
こ
で
は
前
節
で
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
、

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

造
東
大
寺
司
に
求
め
ら
れ
た
経
巻
の
奉
請
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察

1
　
奉
請
の
記
録

　
造
東
大
寺
司
で
は
、
奉
請
し
た
経
巻
の
記
録
は
、
A
当
該
経
巻
の
奉
請
を
求
め
る
奉
写
御
執
経
所
・
奉
上
一
切
経
司
の
請
経
文
・
移
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ど
の
余
白
に
書
き
込
む
か
、
B
全
量
経
巻
を
書
き
上
げ
た
奉
写
御
篭
経
所
・
奉
写
一
切
経
事
象
の
請
経
文
・
牒
・
移
な
ど
の
案
文
を
保
存

す
る
か
の
、
い
ず
れ
か
の
方
式
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
A
の
方
式
は
第
一
の
継
文
で
多
く
現
わ
れ
、
第
二
・
第
三
の
継
文
で
は
少
数
に
な

る
の
に
対
し
、
B
の
方
式
は
第
二
・
第
三
の
継
文
で
は
多
数
を
占
め
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
少
数
の
経
巻
の
奉
請
に

は
A
が
、
多
種
・
大
量
の
経
巻
の
奉
請
に
は
B
が
、
そ
れ
ぞ
れ
と
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
次
に
、
A
・
B
の
事
例
を
「
点
ず
つ
あ
げ

て
お
く
。

　
A
（
ω
1
4
5
、
十
六
ノ
四
七
「
～
四
七
二
）

　
　
御
執
経
所

　
　
奉
請
阿
差
末
経
二
部

188
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右
被
勝
延
尼
師
今
日
宣
儒
件
経

　
　
従
東
大
寺
奉
請
内
裏
者
今
差
舎

　
　
人
建
部
人
成
令
奉
請
如
件

　
　
　
　
　
　
天
平
宝
字
八
年
三
月
計
日
信
部
史
生
日
置
浄
足

奪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
、
以
下
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
官
弥
努
連
「
奥
麻
呂
」

　
（
又
異
筆
）
　
　
　
　
　
主
典
阿
刀
連
「
酒
主
」

　
　
「
以
同
日
令
請
阿
差
末
経
一
部
五
巻
籟
報
覗
骸
舗
繕
隊
製
嚇
岬
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
筆
）

　
　
即
付
廻
使
建
部
人
成
　
　
「
以
景
雲
二
年
八
月
十
二
日
返
了
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
上
馬
養

又
，
一
，
，
部
七
巻
韻
瀬
倣
骸
陥
婦
紫
檀
軸
練
鉄
一
枚
着
牙
籔
一
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
四
日
使
大
隅
公
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
上
馬
養

B
（
㈹
1
2
、
十
七
ノ
七
四
～
七
五
）

　
造
東
大
寺
司
移
御
執
経
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
筆
V

　
合
大
小
乗
経
論
六
十
一
巻
在
彩
秩
六
枚
牙
籔
五
枚
「
宮
一
切
経
内
」

　
　
起
世
経
一
部
十
巻
一
鉄
籔
一
　
入
樗
伽
経
一
部
十
巻
秩
一
籔
】

　
　
大
品
般
若
経
一
巻
第
二
秩
之
第
八
巻
也
　
成
唯
識
論
一
部
十
巻
礁
衡

　
　
…
二
十
唯
識
論
一
巻

七
八
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右
六
部
大
乗
経
論

　
　
　
倶
舎
論
計
巻
鰍
幅
候
職
杷
巻
也

　
　
　
　
右
一
部
小
乗
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
便
使

　
　
以
前
依
去
二
月
六
日
牒
旨
所
奉
請
之
類
附
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧

　
　
下
浄
足
令
奉
請
如
前

　
　
　
　
　
　
天
平
神
護
三
年
六
月
十
八
日
主
典
阿
刀
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
官
美
努
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
領
上
馬
養

　
A
の
請
経
文
の
余
白
に
見
え
る
造
東
大
寺
患
側
の
記
述
は
、
奉
請
の
許
可
を
与
え
る
判
官
と
主
典
の
姓
名
と
「
星
行
」
の
文
字
か
ら
な

る
造
東
大
寺
司
判
と
、
奉
請
経
巻
の
名
称
・
巻
数
・
仕
様
（
経
文
・
表
紙
の
紙
質
、
巻
緒
と
軸
の
種
類
、
印
・
秩
・
牙
籔
の
有
無
な
ど
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

・
所
属
（
こ
こ
で
は
興
言
、
宮
一
切
経
）
や
経
巻
を
託
さ
れ
た
使
と
奉
請
実
務
担
当
者
の
姓
名
及
び
日
付
を
書
き
留
め
た
奉
請
記
事
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
他
の
事
例
で
は
、
造
東
大
寺
盲
判
に
判
官
・
主
典
の
他
に
長
官
・
次
官
・
案
主
・
領
ら
が
登
場
し
、
「
判
型
」
の
文

字
も
「
判
許
」
「
判
」
「
行
」
な
ど
と
多
様
な
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
大
寺
三
綱
判
が
添
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
奉
請
記
事

で
も
記
述
は
簡
略
化
さ
れ
、
実
務
担
当
者
を
記
さ
な
い
例
が
間
々
見
受
け
ら
れ
る
が
、
大
半
の
A
方
式
で
は
造
東
大
寺
司
判
と
奉
安
記
事

を
併
記
す
る
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、
許
可
が
な
さ
れ
た
上
で
実
際
の
奉
請
実
務
が
担
当
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
様
子
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
B
の
造
東
大
寺
司
移
案
の
場
合
は
、
奉
請
す
る
経
巻
の
名
称
・
巻
数
・
仕
様
（
こ
こ
で
は
経
文
・
表
紙
の
紙
質
、
巻
緒

・
軸
の
種
類
は
省
略
さ
れ
る
）
・
所
属
を
書
き
上
げ
た
あ
と
、
日
付
に
続
い
て
こ
の
文
書
の
発
給
責
任
者
で
あ
る
主
典
・
判
官
・
領
の
姓

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
事
例
で
は
、
奉
射
経
巻
の
仕
様
が
A
の
よ
う
に
詳
細
に
記
さ
れ
た
り
、
発
給
責
任
者
に
大
判
官
・
少
判
官
・

七
九
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八
○

案
主
ら
の
姓
名
が
見
え
る
が
、
経
巻
奉
請
実
務
が
誰
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
か
は
、
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
り
に
く
い
。

　
従
っ
て
、
造
東
大
寺
司
に
求
め
ら
れ
た
経
巻
の
奉
請
過
程
を
考
察
す
る
に
は
、
A
方
式
の
記
録
が
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
方
式
は
第
一
の
証
文
に
頻
出
し
第
二
・
第
三
の
継
文
で
は
少
数
と
な
る
が
、
奉
請
実
務
の
方
法
は
第
二
・
第
三
の
雷
文
の
段
階
で
大

き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
第
一
の
継
文
の
事
例
か
ら
実
務
の
様
相
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い
。2

　
奉
請
実
務
の
担
当
者

　
奉
請
実
務
の
内
容
を
見
る
に
は
、
誰
が
そ
れ
を
担
当
し
て
い
た
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
表
1
は
、
第
一
の
継
文
に
収
め
ら
れ
る
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諺
V

写
御
倉
経
所
の
文
書
や
僧
綱
牒
に
記
さ
れ
た
A
方
式
の
奉
請
記
録
五
二
例
の
中
か
ら
、
造
東
大
寺
評
判
（
一
部
に
東
大
寺
三
綱
判
）
と
奉

請
記
事
（
こ
こ
で
は
奉
請
経
巻
数
と
そ
の
所
属
の
み
を
記
す
）
の
有
無
及
び
実
務
担
当
者
の
姓
名
を
、
日
付
順
に
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。
第
一
の
継
文
に
は
B
方
式
の
造
東
大
寺
司
の
文
書
案
も
八
例
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
も
参
考
と
し
て
掲
出
し
て
お
い
た
。

　
こ
の
表
に
よ
る
と
、
実
務
担
当
者
の
姓
名
は
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
以
降
で
は
ほ
ぼ
奉
請
記
事
の
中
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対

し
、
そ
れ
以
前
で
は
姓
名
を
記
さ
な
い
も
の
が
一
三
例
中
の
八
例
に
及
ぶ
の
が
知
ら
れ
る
。
天
平
宝
字
八
年
の
事
例
か
ら
推
せ
ば
、
そ
れ

は
上
馬
養
か
建
部
広
足
の
い
ず
れ
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
見
方
が
妥
当
か
ど
う
か
を
奉
請
記
事
の
筆
蹟
か
ら
検
討
を
加
え
て
お

く
こ
と
に
す
る
。

　
図
1
は
、
実
務
担
当
者
を
記
さ
な
い
天
平
宝
字
六
年
・
七
年
の
八
点
の
奉
請
記
事
を
、
図
2
は
、
上
馬
養
と
建
部
広
足
の
筆
に
か
か
る

奉
請
記
事
を
、
そ
れ
ぞ
れ
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
も
し
く
は
、
「
写
真
」
よ
り
敷
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
視
覚
か
ら
得
ら
れ
た

　
　
　
（
詔
）

観
察
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
図
2
の
上
馬
養
の
筆
と
図
1
の
筆
蹟
を
比
較
し
て
み
る
と
、
④
の
三
行
目
の
「
以
五
月
一
日
」
「
令
請
」

「
巻
」
「
坤
宮
一
切
経
内
」
、
⑩
の
「
坤
宮
一
切
内
題
請
如
件
」
、
⑫
の
「
上
件
経
」
「
部
」
「
黄
紙
及
表
綺
帯
朱
軸
」
「
経
内
」
な
ど
の
字
形
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表1経巻の奉請〈第1の継文〉

番号　日付 奉請経巻 造東大寺司判（△は東大寺三綱判） 奉請記事 典拠

i文書（＊は造東大寺司 文書名 （＊の場合は （奉請経巻・所属／実務担当者、

の文書〉 右へ続く） （判文）　　　＊の場合は署名者（右へ続く） ※は収納（返納）記事〉 番号）

（天平宝字）

①6年12月21日 御執経所請経文 経1部10巻 行：判官上毛野公真人、主典安都宿祢 同経・宮一切経之内 （1）17

②6年閏12月8日 御剣経所牒 雑経 判：判官上毛野公真人、主典弥努連奥麻呂 （1）16

③7年4月13日 僧綱牒 経8部 行：判官葛井連根道、主典阿刀連酒主 経4部・水主宮＋審詳師 （1）15

※以5月1日返納
5月1日目4部／上馬養

④7年4月13日 御執経所請経文 経2巻・伝5巻 行：判官葛井連野道、主典阿口開目口 同経・宮一切経経之内 （1）14

5月1日同輩・坤宮一切経内

⑤7年4月14日 早智笹野請経文 経50部100巻 行：判官葛井連野道、主典阿刀田旧主 経30部 （1）13

⑥7年5月16日 御執経所請経文 経1巻 行：長官市原王、主典志斐連麻呂 同経・坤宮…切経内／上馬養 （1）12

⑦7年5月25日 御執経所請経文 経4部182巻 行：△大僧都法師、主典志斐連麻呂 凸面・二目東寺内旨月内／上馬養 （1）11

⑧7年6月24日 御執経所請経文 経1巻 同経・三宮一切経内／行案主上馬齢 （1）10

⑨7年7月12日 御執経雨請経文 経2巻 目許：主典志斐連 同経・可請口院内堂経石＋可請嶋院図書寮口内 （1）9

⑩7年7月20日 御忌経所請経文 経1部60巻 百行：判官葛井連根引、主典志斐連麻呂、目上十目 凸面・三宮一切内 （1＞8

⑪7年8月12日 御執隠所請経文 経10巻 行：主典阿面子 経2巻・水主宮＋三綱所 （1）7

※景雲2年8月13日返（一部）

⑫7年10月5日 御執笹野請経文 経3部 行：主典志斐連麻呂 同朋・水主内親王経＋口開師経口 （1）6

※以景雲2年8月12日愚母

⑬7年11月24日 御執経所請経文 経2巻 行：主典志坑門麻呂 日経・水主宮／出建部広足 （1）5

⑭8年正月16日 御執経所請経文 大乗律井小乗律 行：次官国中連公万呂、主典弥努連奥万呂 （1）4

⑮8年2月2日 御執踏所請経文 経1部 並行：△大僧都法師、主典志斐連麻呂 同量・百部内／上馬養 （1＞3

⑯8年3月30日 御執経所請経文 経2部 判行：判官弥努連音麻呂、主典阿刀首鼠主 経1部・東寺可留寮経内／出上馬養 （2＞45

※以景雲2年8月12日目了（一部）

4月4日経1部・宮一切経内／行上馬養

⑰8年4月4日 御執経所出経文 経1部7巻 〔⑯に記される→4月4日記事〕 （2）44
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寸
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1

く11

⑱8年4月18日

⑲8年5月3日

⑳8年7月24日

⑳8年8月22日

＊⑳8年8月22日

⑬8年8月23日

　⑳8年8月24日

＊⑳8年8月25日

　⑳8年8月25日

　⑳8年8月26日

＊⑱8年8月27日

　⑳8年8月28日

＊⑳8年8月29日

＊⑳8年9月1日

⑫8年9月4日

＊⑬8年9月4日

⑭8年9月8日

⑮8年9月10日

⑳8年9月16日

⑰8年10月17日

⑳8年12月1日

御執経所請経文

御弾経所請経文

御執経所請経文

御執経所請経文

造東寺野際経文案

御執経所請経文

経3部

経1部17巻

　　　　　・宮．．一・切幌内＋

可請鴫山薬経内＋百部内

経1部10巻　　判許：判官巨鯨連奥麻呂

経1部7巻

経4部20巻

経4部20巻

判行：判官弥努連奥麻呂、主典志斐連麻呂、領上
　　　馬運

行：判官弥努連奥万呂、主典志斐連麻呂、案主建

　　部広足

判：△大僧都、判官弥努連奥麻呂

判：判官弥努連奥麻呂

　　　　　行上馬養、判官弥一連

御執筆所請経文　　経19部門　　　　判許：判官弥臆断奥麻呂

奉写経国里経文案．細。圏賄≡姻：：：：：：：［蕪駿：：：：：：：1：：

御剣経所請経文　　目録1部　　　　判許：判官弥努連

御倉経所請経文　　経5部　　　　　判許：判官弥山連奥麻呂

奉写経所請懸案．：瞬鋤蜷i寮細：：：：：：［轟轟：1：1：：：：：1：

御剣経田鰻経文御敵郷副判1．鵬耳蝉遡賜．．．．．．＿＿

造東寺司聖経文案　録15巻、目録17巻　　　　判官弥努連、領上馬養

造東寺司聖経文案　録3・宮一切経内　　　　　　判官薩閥連、領上馬養

御執経所請緻．纈。門門：『

造東灘検激案百部最勝王離散滋　：帥宣輸連：．

御執経所請経文　　経1部7巻　　　判：判官弥努連奥麻呂

御子経所請解状　　経500巻　　　　行：判官上上活量麻呂

賀陽田主請経状

御執経所請経文

御執経所請経文

経200巻

経10巻

雑経42巻

判行：判官弥努連奥万呂、佐伯宿祢

行：判官弥努連圏麻呂、主典志斐連麻呂

次官国中連公万呂、主典他田水主

1部6巻・内堂

同経・三智師号

同経・宮一一切経之内

（一＠）

※以景雲2年8月13日二一（一部〉

同日・百部内／行上馬養

※以景雲2年8月13日返了
（一一＠）

目録2巻・寮経内／行上馬養

経7巻・水主宮＋正訓一切経内／上馬養

※以景雲2年8月13日返了
［一〇〇｝

1「〔適1：

同経・坤宮一切経内／旧主上馬養

経400巻・百部内＋七百計生内／上馬養

※以神護2年12月30日返納100巻（一部）
〔（2）3参照〕

同経・百部内＋七百巻内／建部、上馬養

経2巻・水主宮＋口口／出建部広足

同経・坤宮一一切経内＋寮一切経内＋水主内親王経

内＋内堂経内／行上馬養

※以景雲2年8月12日返了（一部）

（2）43

（2）42

（2）26

（2）41

（2）40

（2）39

（2）35

（2）36

（7）

（2）38

（2）37

（2）31

（2）32

（2）33

（2＞34

（2）28

（2）30

（2）29

（2）27

（2）24

（2）23

【覧

ｿ〇
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舜
湘

回
隙
・
喜
酊
一
岱
醸
ヨ

（
卜
。
）
目

⑧
G
。
醤
H
並
旨
ロ

密
聲
諜
導
磯

煎
匿
O
麟

猷
　
謹
圃
灘
蹟
晦

山
海
磁
嶺
勇
海

煎
＆
酷

（b。

ｪ

や
筆
遣
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
図
2
の
③
⑥
⑦
の
も
の
に
類
似
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
一
筆
で
一
息
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

の
三
行
目
及
び
⑩
⑫
の
記
事
は
上
馬
養
の
筆
に
か
か
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
⑨
も
馬
宿
の
可
能
性
が
あ
る
（
「
令
請
如
件
」
の
字
形
な

八
三
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く図

一
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D
一

図
1
　
実
務
担
当
者
を
記
さ
な
い
奉
請
記
事
〈
第
一
の
重
文
〉

①
ω
－
1
7
（
続
修
別
集
三
①
①
）

　
八
丁
△
m
7
誘
や
負
姜
伯
袋
鼠
航
短
妙

　
嫁
を
じ
嫉
け
荏
轄
此
あ
張
　
　
　
　
ぐ
一
耀
．
ク
爵
！

③
ω
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5
（
続
修
別
集
四
⑫
吻
）

粛
鞭
犠
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拓
潔
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④
ω
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続
修
別
集
四
⑪
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）

論
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艶
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静
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鰻
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々
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三
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郭
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糸
匿
穴
な
ゑ
壕
掌
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の
煙
玄
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緯
や
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⑤
ω
1
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（
続
修
別
集
四
⑩
⑳
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P
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払
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枚
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み
へ
．
即
碑
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右
　
　
　
重
三
獅
須
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二
巾
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撫
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争
荻

　　

@
て
伊
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《
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縫
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二
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ス
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結
司
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肇
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⑨
ω
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続
修
別
集
四
⑥
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記
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ぢ
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敵
希
吉
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ハ
占
令
減
卸
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⑩
ω
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（
続
修
別
集
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⑤
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払
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岬
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④
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③
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．
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憎
帥
瀞



O
◎
〇
一

図
2
　
上
馬
養
と
建
部
広
足
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奉
請
記
事
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第
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継
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③
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．
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奉写御執経所・奉写一切経司関係文書の検討

表2　奉請実務の担当者〈第1の継文〉

番号　　日　付 担当者 番号　　日　付 担当者

（天平宝字） ⑳8年9月10日 上馬養

①6年12月21日 （建部広足） ⑯8年9月16日 建部

③7年4月13日 健部広足） 上馬養

5月1日 ⑳8年10月17日 建部広足

上馬養 ⑱8年12月1日 上馬養

④7年4月13日 （建部広足） （天平神護）

5月1日 ⑳元年正月29日 上馬養
（上馬養） ⑳元年3月4日 能登忍入

⑤7年4月14日 健部広足） ⑳元年3月10日 上馬養

⑥7年5月16日 上馬養 ⑫元年3月19日 上馬養

⑦7年5月25日 上馬養 ⑬元年5月23日 建部広足

⑧7年6月24日 上馬養 ⑭元年5月24日 建部広足

⑨7年7月12日 （上馬養） ⑯元年5月25日 上馬養

⑩7年7月20日 9 ⑯元年6月7日 上馬養

⑪7年8月12日 （建部広足） ⑰元年6月8日 上馬養

⑫7年10月5日 （上馬養） ⑲元年9月28日 赤染人足

⑬7年11月24日 建部広足 ⑳元年12月9日 赤染入足

⑮8年2月2日 上馬養 ⑪2年3月20日 上馬養

⑯8年3月30日 上馬養 ⑭2年5月30日 上馬養

⑱8年4月18日 （上馬養） ⑯2年7月14日 （上馬養）

⑲8年5月3日 （上馬養） ⑯2年8月22日 上馬養

⑳8年7月24日 （上馬養） ⑰2年9月17日 上馬養

⑳8年8月23日 上馬養 ⑱2年10月4日 上馬養

⑳8年8月25日 ．L馬養 ⑲3年正月24日 健部広足）

⑳8年8月26日 上馬養 ⑳3年正月27日 （建部広足）

⑭8年9月8日 上馬養

八
六

ど
）
が
、
決
め
手
に
欠
く
の
で
保
留
し
て
お
く
。

　
次
に
建
部
広
足
の
筆
を
比
べ
て
み
る
と
、
①

の
「
令
奉
請
」
「
宮
一
切
経
之
内
」
「
付
即
」
、

③
の
「
令
下
請
」
「
水
主
宮
」
「
黄
紙
」
「
表
綺
」

「
三
三
」
、
④
の
「
令
三
三
」
「
巻
」
「
黄
紙
」
「
宮

一
切
経
之
内
」
、
⑤
の
「
旧
習
請
」
「
巻
」
「
黄
紙
」

「
表
」
、
⑪
の
「
青
汁
請
」
「
巻
」
「
黄
紙
」
「
表
」

「
帯
」
「
付
」
「
使
」
な
ど
の
字
形
や
筆
遣
い
が
、

図
2
の
⑬
⑳
⑬
⑭
の
も
の
と
類
似
す
る
。
③
⑤

⑪
に
は
北
斗
の
合
点
や
書
き
込
み
が
混
じ
る

が
、
奉
請
記
事
そ
の
も
の
は
一
筆
と
見
ら
れ
る

の
で
、
右
の
五
点
は
建
部
広
足
の
筆
に
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

の
と
推
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
実
務
担
当
者
の
姓
名
を
記
さ
な
い
奉
請
記
事

は
、
天
平
宝
字
八
年
以
降
で
も
六
点
認
め
ら
れ

る
が
、
こ
れ
も
右
の
よ
う
な
手
法
で
筆
蹟
を
観

察
し
て
み
る
と
、
⑱
⑲
⑳
⑯
は
上
馬
養
の
、
（
⑲

⑳
は
建
部
広
足
の
そ
れ
ぞ
れ
筆
に
か
か
る
も
の

と
解
さ
れ
る
。

四



　
以
上
の
筆
蹟
の
観
察
結
果
も
含
め
て
奉
請
実
務
の
担
当
者
を
見
る
と
（
表
2
参
照
）
、
そ
れ
は
建
部
広
足
・
上
馬
養
・
能
登
忍
人
・
赤

染
人
足
の
四
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
最
も
担
当
機
会
の
多
い
の
が
上
馬
養
で
、
四
四
例
中
の
三
一
例

に
及
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
奉
請
実
務
は
上
馬
養
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
建
部
広
足
も
一
二
例
に
登
場
し
て

お
り
、
と
り
わ
け
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
～
七
年
四
月
の
初
期
の
段
階
で
は
広
足
が
経
巻
下
請
を
担
当
し
、
馬
車
が
そ
の
返
納
や
追
加
男

連
の
記
事
を
追
撃
し
て
い
る
（
③
④
）
の
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
広
足
と
馬
養
が
職
務
上
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
両
者
が
相
互
に
連

繋
し
な
が
ら
実
務
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

山本幸男

3
　
建
部
広
足
と
上
馬
養

　
建
部
広
足
が
、
最
も
早
い
時
期
に
二
号
御
執
経
書
請
経
文
の
余
白
に
野
里
記
事
を
書
い
て
い
る
（
表
1
の
①
）
の
は
、
当
時
の
経
巻
奉

請
の
実
務
が
広
足
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
と
き
広
足
は
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
か
ら
閏
十
二
月
に
か
け
て
写
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
〉

所
で
行
な
わ
れ
た
灌
頂
経
一
二
部
一
四
四
巻
（
十
二
灌
頂
経
）
書
写
（
表
3
参
照
）
に
経
師
と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
、
書
写
作
業
の

合
間
に
こ
う
し
た
実
務
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
上
馬
養
は
、
写
経
所
の
下
主
（
領
）
と
し
て
十
二
灌
頂
経
書
写
を
担
当
し

　
（
訂
）

て
い
た
か
ら
、
業
務
上
、
広
足
は
馬
養
の
配
下
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
広
足
は
他
の
経
師
と
異
な
っ
て
写
経
所
の
構
成
員
と
見

な
さ
れ
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
三
十
日
付
の
経
所
解
案
（
続
々
修
四
ノ
ニ
十
一
、
十
六
ノ
一
〇
八
）
に
は
、
馬
子
ら
と
と
も
に
十
二
要

素
上
日
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
広
足
は
、
天
平
宝
字
二
年
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
写
経
所
で
行
な
わ
れ
た
金
剛
般
若
経
一
〇
〇
〇
巻

（
千
巻
経
）
と
千
手
千
眼
経
一
〇
〇
〇
巻
・
新
羅
門
経
】
○
部
二
八
○
巻
・
薬
師
経
一
二
〇
巻
（
千
四
百
巻
経
）
の
書
写
に
案
主
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

従
事
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
と
、
左
大
舎
人
正
七
図
上
と
い
う
当
時
の
写
経
所
構
成
員
の
中
で
最
も
高
い
位
階
を
持

　
　
（
鈴
）

っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
別
格
の
扱
い
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
広
足
は
六
年
閏
十
二
月
に
十
二
灌
頂
経
書
写
が
終
わ
る
と
写
経
所

を
離
れ
る
が
、
八
年
八
月
に
大
般
若
経
↓
甚
六
〇
〇
巻
（
「
部
大
業
若
子
）
書
写
が
始
ま
る
と
再
び
経
師
と
し
て
参
加
し
、
同
様
の
扱
い
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表
3
　
天
平
宝
字
六
年
～
八
年
の
写
経
事
業

八
八

・月・H

11月

12月

閏12月

月旦

月
　
　
月
　
　
月
　
　
月
　
　
月
　
　
月
　
　
月

2
　
　
　
3
　
　
　
　
4
　
　
　
　
5
　
　
　
6
　
　
　
　
7
　
　
　
　
8

12月

・鴫

明
明
　
朋
朋
　
朗

2
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
2

　イ
灌
頂
経
一
二
部
一
四
四
巻
（
十
二
灌
頂
経
）

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
6
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
大
般
若
経
二
部
一
二
〇
〇
巻
（
二
部
大
般
若
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
む
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
仁
王
経
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漸
－
－
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
仁
王
経
疏
五
部
二
五
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
阿
弥
陀
経
一
〇
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
金
剛
般
若
経
二
〇
巻
・
最
勝
王
経
、
一
部
二
〇
巻

邸
…
…
孝
…
…
…
－
－
－
…
－
－
－
…
－
－
…
－
…
．
…
…
…
…
．
…
…
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
梵
網
経
二
〇
部
立
〇
巻
・
四
分
僧
戒
本
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
5
3
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
法
華
経
二
部
一
六
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
　
6
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
最
勝
王
経
一
一
部
＝
○
巻
・
三
星
陀
羅
尼
経
｝
部
一
〇
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
▲
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
法
華
経
二
部
｛
六
巻
・
顕
元
辺
土
経
一
〇
〇
〇
巻

7
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

ヌ
仁
王
経
堂
一
部
五
巻
　
　
　
　
　
力
十
八
種
持
物
之
具
経

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
む

　
　
　
　
　
　
　
宥

　
　
　
　
　
ル
十
一
面
神
戸
ル
心
経
三
〇
巻
・
十
　
面
観
工
麺
経
一
巻
・
孔
雀
王
究
経
七
巻
・
陀
羅
尼
集
経
二
巻
口
巻
経
｝

　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
法
華
経
一
部
八
巻
　
　
　
ヨ
心
経
一
〇
〇
〇
巻

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8
　
1
6
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
大
般
若
経
一
部
六
〇
〇
巻
（
㎝
部
大
般
若
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
観
世
音
菩
薩
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
経
三
巻
・
観
世
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
昧
経
三
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
巻
・
四
分
尼
戒
本
一
〇
巻
巻
〔
十
八
種
持
物
之
具
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
七
仏
所
説
門
門
几
経
三
部
十
二
巻
・
金
剛
般
着
経
六
〇
〇
巻
〔
七
百
巻
経
）

（
注
V

表
中
の
。
は
写
経
が
命
じ
ら
れ
た
日
、
●
は
書
写
作
業
の
開
始
・
終
了
日
（
括
弧
内
は
推
定
）
、
△
は
予
算
書
の
作
成
さ
れ
た
日
（
こ

の
写
経
で
は
予
算
書
だ
け
が
残
る
）
、
破
線
は
書
写
作
業
等
の
推
定
を
示
す
。
各
写
経
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
山
本
「
写
経
裏
文
書

の
基
礎
的
研
究
』
第
三
章
第
二
節
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
下
段
に
、
各
写
経
の
主
要
史
料
を
「
大
日

本
古
文
書
』
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
で
示
し
て
お
く
。

（イ）：

一一@164
（へ）：

371．
（ル）：

ノ

　　（タ）

16／　114～115、　14～15、　115～117、　16、　52～54、　55～56
　　（ノ、）：16／　106、　25～50　　（二）：16／319～321、　25～50

16／360～362、357～359　（ト）：16／362、336～339　（チ）
5／418～432　（リ）：25／345～346、16／347～352　（ヌ）
5／447～448、449～450、25／341　（ヲ）（ワ）：16ノ

341～343、25／339～340、　15／81～82、79一一81、　16ノ
　　　：5／498～500、16／537～548、549～552　（レ）：

　410一一411．

419一一420

16／561、

（ロ）：16／59～68、　139

（ホ）：16／169～170
　＝5／　402、　16／　367～

：16／322、　375～376
　　　411～412　（カ）：16
　　　（ヨ）：16／423～427

　　562、　5／508
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（
4
0
）

を
受
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
経
師
は
一
カ
月
間
だ
け
で
、
九
月
に
な
る
と
案
主
（
領
）
と
し
て
二
日
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
上
馬
養
が
毒
虫
実
務
を
担
当
す
る
の
は
天
平
宝
字
七
年
五
月
か
ら
で
、
建
部
広
足
が
記
し
た
③
④
（
表
1
）
の
奉
請
記
事
に
五
月
一
日

付
の
返
納
や
追
加
二
業
を
追
筆
す
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
関
与
し
だ
す
の
は
、
六
年
十
二
月
以
来
、
案
主
と
し
て
進
め

て
き
た
十
二
灌
頂
経
書
写
、
大
般
若
経
二
部
一
二
〇
〇
巻
（
二
部
大
般
若
経
）
書
写
、
梵
網
経
二
〇
部
四
〇
巻
・
四
分
僧
藩
士
一
〇
巻
・

四
分
尼
戒
本
一
〇
巻
（
十
八
種
持
物
之
具
経
）
書
写
な
ど
が
四
月
末
で
一
段
落
し
（
表
3
参
照
）
、
広
足
の
仕
事
を
受
け
継
ぐ
余
裕
が
生

じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
広
足
は
、
こ
れ
以
降
も
市
之
実
務
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
部
分
的
な
継
受
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
＞

と
見
ら
れ
る
。
生
蜜
は
こ
の
と
き
散
位
従
八
位
下
で
広
足
よ
り
も
七
階
下
位
に
あ
る
こ
と
、
広
足
は
表
1
の
⑲
で
は
案
主
と
し
て
⑯
⑲
⑳

で
は
主
典
と
し
て
至
芸
を
許
可
す
る
造
東
大
寺
司
宰
に
名
を
連
ね
、
主
典
昇
進
後
も
奉
請
実
務
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
（
表
2
の
⑲
⑳
）

を
勘
案
す
る
と
、
経
巻
造
面
の
責
任
者
は
広
足
の
よ
う
で
あ
り
、
馬
験
は
そ
の
下
で
実
務
を
担
当
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。　

奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
収
載
の
経
毒
言
案
（
三
日
報
告
）
に
よ
る
と
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
～
八
年
九
月
の
上
馬
養
は
、
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

適
所
の
七
七
と
し
て
忌
日
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
の
経
巻
面
隠
実
務
は
写
経
所
の
実
務
の
合
間
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
折
々
、
鳥
道
御
執
通
所
か
ら
求
め
ら
れ
る
奉
請
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
兼
務
で
十
分
事
が
足
り
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
務
の
方
は
写
経
所
で
は
な
く
、
経
巻
が
保
管
さ
れ
る
場
所
、
す
な
わ
ち
“
経
蔵
”
も
し
く
は
そ
れ
を
管
理
す
る
施
設
で
な
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4
　
奉
請
実
務
の
場

　
起
請
記
事
に
見
え
る
経
巻
に
は
、
「
宮
一
切
経
」
「
内
堂
経
」
「
図
書
寮
経
」

の
所
属
が
注
記
さ
れ
て
い
る
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
（
表
1
）
。
こ
れ
は
、

「
水
主
内
親
王
経
」
「
審
詳
師
経
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

造
東
大
寺
司
が
写
経
や
勘
経
な
ど
の
目
的
で
内
裏
・
図
書

176
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九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

寮
・
東
大
寺
な
ど
か
ら
奉
請
し
た
経
巻
を
、
“
経
蔵
”
の
中
で
所
蔵
別
も
し
く
は
種
別
に
保
管
し
て
い
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

そ
れ
ら
の
経
巻
を
奉
写
御
執
経
所
へ
奉
請
す
る
場
合
は
、
紛
失
と
混
乱
を
避
け
る
た
め
経
巻
の
仕
様
を
詳
細
に
記
録
し
所
属
を
明
記
し
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
前
記
の
奉
公
記
事
の
あ
り
方
は
、
こ
の
よ
う
な
管
理
体
制
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
記
録
の
重

要
性
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
実
務
担
当
者
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
を
“
経
蔵
”
も
し
く
は
そ
れ
を
管
理
す
る
施
設
の
中
で
行
な
っ
て
い
た
と
見

た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
経
巻
雪
嶺
と
“
経
蔵
”
の
関
係
を
知
る
上
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
上
馬
養
の
上
司
と
想
定
し
た
建
部
広
足
の
所
属
の
問
題
で
あ
る
。
広

足
は
前
記
の
よ
う
に
写
経
事
業
に
参
加
す
る
時
期
が
あ
る
も
の
の
、
本
来
の
任
務
は
倉
の
管
理
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
示
唆
的
な
の
は
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
で
「
北
倉
代
楽
二
等
欠
失
文
」
と
題
さ
れ
る
天
平
宝
字
八
年
四
月
か
ら
天
平
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
V

護
二
年
（
七
六
六
）
五
月
に
か
け
て
の
一
二
点
の
文
書
で
あ
る
。

　
こ
の
「
欠
誓
文
」
は
、
諸
種
の
行
事
の
た
め
に
請
け
出
さ
れ
た
楽
具
等
の
欠
失
を
報
告
す
る
解
・
注
文
・
検
定
文
な
ど
か
ら
な
る
も
の

で
、
余
白
に
は
、
こ
れ
を
検
察
・
勘
号
し
た
造
東
大
寺
司
と
東
大
寺
三
綱
の
関
係
者
の
判
も
し
く
は
署
名
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
あ

げ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
天
平
宝
字
八
年
七
月
十
八
日
付
浄
人
小
菅
万
呂
等
解
（
続
修
別
集
三
十
五
、
五
ノ
四
八
四
～
四
八
五
）
で
あ
る

が
、
奥
の
余
白
に
記
さ
れ
る
造
東
大
寺
司
判
に
は
、
主
典
・
史
生
・
倉
人
ら
と
と
も
に
案
主
の
建
部
広
足
の
姓
名
が
見
え
て
い
る
。

　
　
楽
頭
襖
子
壱
領
白
橡
膓
纈

　
　
　
　
　
　
　
　
袷

　
　
吊
汗
杉
壱
領
　
吊
袴
参
腰

　
　
　
右
為
用
東
西
二
塔
井
七
月
十
五
日
会
以
去

　
　
　
四
月
廿
五
日
請
高
麗
楽
二
具
之
中
所

　
　
　
失
傍
探
求
可
進
状
注
以
解

　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
宝
字
八
年
七
月
十
八
日
浄
人
　
小
菅
万
呂

175



山本幸男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魚
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月

　
（
別
筆
）

　
「
検
察

　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
署
以
下
同
）

　
　
三
綱
　
　
　
少
都
「
恵
瑠
」

　
　
可
信
「
桑
軌
」
」

　
　
（
又
別
筆
）

　
「
造
寺
司
　
　
主
典
志
斐
連
「
麻
呂
」

　
　
　
　
　
　
　
史
生
土
師
「
名
道
」

　
　
　
　
　
　
　
案
主
建
部
「
広
足
」

　
　
　
　
　
　
　
倉
人
呉
服
「
息
人
」
秦
息
成
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
楽
具
等
を
「
北
倉
代
」
か
ら
出
納
す
る
の
は
倉
人
、
そ
れ
ら
の
出
納
記
録
と
文
書
の
発
給
・
受
領
を
担
当
す
る
の
が
丁
重
で
、
史
生

・
主
典
ら
は
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
主
宰
に
は
、
広
足
の
他
に
、
天
平
宝
字
八
年
四
月
十
一
日
号
木
工
所
解

（
続
修
三
十
一
、
五
ノ
四
八
一
）
に
見
え
る
赤
染
人
足
、
同
八
年
四
月
二
十
五
日
付
与
具
欠
失
注
文
（
情
工
別
集
十
裏
、
五
ノ
四
八
二
～

四
八
三
）
及
び
（
同
八
年
四
月
）
二
十
六
日
付
楽
具
土
釜
検
定
文
（
続
修
別
集
三
十
五
、
五
ノ
五
三
八
～
五
三
九
）
に
見
え
る
若
桜
当
限

　
　
　
（
4
6
）

取
ら
が
い
た
が
、
い
ず
れ
も
造
東
大
寺
司
厨
な
ど
に
加
わ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
ら
し
く
、
倉
人
が
六
例
あ
る
の
に
対
し
当
主
は
四
例
と

な
っ
て
い
る
。

　
建
部
広
足
が
「
北
倉
代
」
の
塾
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
題
籔
に
「
北
倉
代
中
間
下
」
（
表
）
「
天
平
宝
字
八
年
」
（
裏
）
と
記
す
往
来
軸
を

持
つ
北
倉
代
中
間
下
帳
（
続
々
修
四
十
四
ノ
九
、
十
六
ノ
五
六
六
～
五
九
三
）
に
も
認
め
ら
れ
、
（
天
平
神
護
元
年
）
十
一
月
□
七
日
条

の
署
名
部
分
に
は
主
典
・
倉
人
ら
と
と
も
に
、
天
平
神
護
二
年
正
月
十
四
日
条
で
は
判
官
・
主
典
・
倉
人
ら
と
と
も
に
「
案
主
建
部
広

足
」
と
見
え
て
い
る
（
十
六
ノ
五
六
八
～
五
六
九
）
。
ま
た
、
年
紀
不
明
の
八
月
某
日
条
の
署
名
部
分
に
は
、
倉
人
と
と
も
に
「
主
典
建

九
｝
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九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

部
広
足
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
十
六
ノ
五
八
一
）
。
広
足
が
主
典
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
前
掲
の
表
1
で
は
天
平
神
護
二
年
八
月
二
十

二
日
（
⑯
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
記
事
も
同
二
年
か
三
年
以
降
の
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
右
の
下
帳
に
よ
る
と
、
「
北
倉
代
」
に
は
楽
具
の
他
に
姿
鉢
・
野
饗
輪
な
ど
の
仏
事
用
の
食
器
、
宝
車
・
大
宝
瞳
・
幟
幡
・
香
台
な
ど

の
仏
具
、
無
臭
綱
・
繍
縁
楽
堂
な
ど
の
装
飾
用
具
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
造
東
大
寺
司
と
東
大
寺
で
管
理
さ
れ
、
出
納
実

務
に
つ
い
て
は
造
東
大
寺
下
側
の
倉
人
や
案
主
が
担
当
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
建
部
広
足
は
、
史
料
上
で
は
天
平
宝
字
八
年
七
月

か
ら
天
平
神
護
二
年
正
月
ま
で
は
「
北
倉
代
」
の
案
主
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
二
年
八
月
以
降
は
主
典
と
な
っ
て
い
る

が
、
藩
主
と
し
て
の
経
歴
か
ら
す
れ
ば
、
昇
進
後
も
現
場
の
実
務
に
従
事
す
る
倉
人
・
案
主
ら
と
の
繋
が
り
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
建
部
広
足
の
所
属
を
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
経
巻
奉
請
の
場
に
広
足
が
現
わ
れ
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
“
経
蔵
”
を
め
ぐ
る
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
経
巻
の
奉
請
を
求
め
る
僧
綱
牒
が
東
大
寺
三
綱
宛
に
（
表
1
の
③
）
、
奉
写
濫
悪
経
所

信
・
移
が
造
東
大
寺
司
井
三
綱
所
宛
に
（
後
掲
表
4
の
⑤
⑧
）
出
さ
れ
、
二
分
の
許
可
に
東
大
寺
三
綱
判
が
加
え
ら
れ
る
例
（
表
1
の
⑦

⑮
⑳
）
が
あ
る
よ
う
に
、
“
経
蔵
”
の
管
理
も
造
東
大
寺
司
と
東
大
寺
の
双
方
で
行
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
奉
請
実
務
は
、
前
記
の

よ
う
に
造
東
大
寺
司
側
が
担
当
し
て
い
る
の
で
、
“
経
蔵
”
も
「
北
倉
代
」
と
同
じ
よ
う
な
管
理
・
運
営
体
制
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
収
納
さ
れ
る
経
巻
の
奉
請
が
、
楽
書
や
仏
具
な
ど
の
出
納
実
務
を
担
う
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
わ
け
で
、
建
部
広
足
が
「
北
倉
代
」
の
案
主
と
し
て
現
わ
れ
る
右
の
期
間
に
経
巻
奉
請
の
実
務
を
担
当
し
（
表
1
の
⑳
⑳
⑬

⑭
）
、
赤
染
人
足
に
も
時
期
が
や
や
開
く
も
の
の
二
例
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
（
⑲
⑳
）
の
は
、
こ
う
し
た
「
北
倉
代
」
と
“
経
蔵
”
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
〉

務
担
当
者
の
共
通
性
を
伝
え
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
建
部
広
足
ら
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
経
巻
奉
請
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
天
平
宝
字
八
年
五
月

三
日
墨
壷
写
御
執
経
所
請
経
文
（
表
1
の
⑲
）
の
造
東
大
寺
二
言
に
判
官
・
主
典
と
と
も
に
「
案
主
建
部
広
足
」
と
あ
る
の
が
参
考
に
な
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る
。
こ
の
請
経
文
は
、
前
掲
の
同
八
年
七
月
十
八
日
付
浄
人
小
菅
万
有
花
堂
と
日
時
が
近
い
の
で
、
こ
こ
に
見
え
る
案
主
は
「
北
倉
代
」

の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
広
足
は
、
“
経
蔵
”
か
ら
の
経
巻
壷
鐙
の
石
馬
に
「
北
倉
代
」
の
案
主
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
V

る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
“
経
蔵
”
が
「
北
倉
代
」
の
管
下
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
前
記
の
広
足
ら

の
奉
請
実
務
へ
の
関
与
は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
部
広
足
が
雪
雲
御
冷
経
所
へ
の
経
巻
留
具
を
担
当
す
る
の
は
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
広
足
の
所
属

は
記
録
の
上
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
右
に
見
た
よ
う
な
“
経
蔵
”
と
「
北
倉
代
」
の
関
係
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
広
足
は
既
に
「
北
倉
代
」

の
案
主
の
地
位
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
広
足
と
の
ち
に
加
わ
る
上
馬
養
は
、
奉
写
御
婆
経
所
へ
の
経
巻
奉
請
実
務
を

“
経
蔵
”
も
し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
で
行
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

5
　
経
巻
奉
請
と
写
経
所

　
“
経
蔵
”
が
「
北
倉
代
」
の
管
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
右
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
で
は
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
“
経
蔵
”
に
収
め
ら
れ
た
経
巻
は
、
写
経
所
で
行
な
わ
れ
る
写
経
の
本
経
に
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
密
接

な
関
係
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
写
経
所
女
主
の
上
馬
養
が
建
部
広
足
の
も
と
で
登
呂
実
務
に
従
事
す
る
の
も
、
写
経
所
が
“
経

蔵
”
の
管
理
に
＝
疋
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
奉
写
御
執
経
所
の
文
書
の
余
白
に
書
か
れ
た
奉
請
記

事
の
中
に
は
「
写
経
所
」
の
文
字
は
認
め
ら
れ
ず
、
別
途
に
作
成
さ
れ
た
笹
島
御
印
経
所
要
の
経
巻
奉
請
文
書
も
差
出
し
名
は
造
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

司
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
存
の
経
巻
奉
請
関
係
文
書
に
は
、
写
経
所
が
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
奉
請
記
事
等
に
写
経

所
の
名
称
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
経
巻
奉
書
そ
の
も
の
に
写
経
所
が
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
写
経
所
の
臨
時
的
な
性
格
で
あ
る
。
前
掲
の
表
1
に
示
し
た
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
～
天
平
神

九
三
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九
四

護
三
年
正
月
の
期
間
の
う
ち
、
写
経
所
の
活
動
が
史
料
上
に
現
わ
れ
る
の
は
、
十
二
灌
頂
経
書
写
の
始
ま
る
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

一
部
大
般
若
経
書
写
が
終
わ
る
同
八
年
十
二
月
ま
で
の
間
で
、
そ
れ
以
降
は
、
一
切
経
書
写
が
始
ま
る
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
五
月
頃

ま
で
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
間
の
写
経
所
が
十
二
灌
頂
経
や
二
部
大
般
若
経
の
書
写
事
業
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の

で
、
天
平
宝
字
七
年
六
月
に
最
勝
王
経
一
一
部
＝
○
巻
・
準
星
陀
羅
尼
経
一
部
一
〇
巻
・
七
二
所
説
神
冗
経
三
部
一
二
巻
・
金
剛
般
若

経
六
〇
〇
巻
（
七
百
巻
経
）
書
写
が
終
わ
る
と
休
止
状
態
と
な
り
、
八
年
八
月
に
再
起
さ
れ
て
一
部
大
暑
夢
合
書
写
を
行
な
っ
た
あ
と
、

活
動
を
停
止
す
る
と
い
う
経
過
を
辿
る
か
ら
で
あ
る
（
表
3
参
照
）
。
つ
ま
り
、
写
経
関
係
文
書
に
現
わ
れ
る
写
経
所
は
恒
常
的
な
も
の

で
は
な
く
、
写
経
命
令
が
出
さ
れ
る
と
そ
の
都
度
業
務
を
遂
行
す
る
臨
時
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
写
経
所

が
、
例
え
ば
天
平
宝
字
七
年
十
月
五
日
付
芸
裏
御
筆
経
所
請
経
文
（
表
1
の
⑫
）
で
求
め
ら
れ
た
経
巻
の
返
納
を
、
神
護
景
雲
二
年
八
月

十
二
日
に
確
認
す
る
の
は
無
理
な
こ
と
で
、
ま
た
折
々
に
求
め
ら
れ
る
経
巻
の
奉
請
の
た
め
に
、
天
平
神
護
元
年
以
降
も
こ
う
し
た
写
経

所
が
存
続
し
て
い
た
と
想
定
す
る
の
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
～
八
年
十
二
月
の
間
に
写
経
関
係
文
書
に
現
わ
れ
る
写
経
所
で
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
奉
請
さ
れ
る
経

巻
の
行
方
を
監
視
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
“
経
蔵
”
の
管
理
運
営
に
は
直
接
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
馬
養
が
普
請

実
務
に
従
事
す
る
の
は
、
写
経
所
の
業
務
の
一
環
と
し
て
で
は
な
く
、
「
北
倉
代
」
の
案
主
建
部
広
足
の
任
務
を
補
佐
す
る
た
め
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陀
）

て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
飼
養
は
「
北
倉
代
」
の
業
務
、
と
り
わ
け
“
経
蔵
”
の
管
理
実
務
を
兼
務
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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三
　
継
文
の
作
成
と
伝
来

　
前
節
で
は
、
奉
写
御
要
経
所
へ
の
経
巻
奉
請
実
務
は
“
経
蔵
”
も
し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
写
経
所

は
“
経
蔵
”
の
管
理
に
は
関
与
せ
ず
上
馬
養
が
「
北
倉
代
」
の
案
主
建
部
広
足
の
も
と
で
奉
請
実
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘



し
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
奉
呈
御
壷
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
へ
の
経
巻
奉
請
に
か
か
わ
る
文
書
、
す
な
わ
ち
第
一
～
第
三
の
継
文

が
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
作
成
さ
れ
て
い
た
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
本
節
で
は
、
第
二
・
第
三
の
継
文
を
取
り
上
げ
て
天
平
神
護

三
年
（
七
六
七
）
二
月
以
降
の
奉
請
実
務
の
様
相
を
検
討
し
、
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
継
文
の
成
立
事
情
と
写
経
所
文
書
と
し
て
伝
来

す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

山本幸男

1
　
第
二
・
第
三
の
継
文

　
表
4
は
第
二
の
悔
文
、
表
5
は
第
三
の
申
文
の
奉
請
記
録
（
A
・
B
方
式
。
B
方
式
は
表
編
の
＊
印
）
を
日
付
順
に
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
ま
ず
表
4
（
天
平
神
護
三
年
二
月
六
日
～
七
月
十
三
日
）
を
見
る
と
、
奉
請
記
事
の
あ
る
A
方
式
は
⑤
⑧
の
二
例
だ
け
で
、
い
ず
れ
も

上
馬
養
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
馬
具
は
B
方
式
の
②
③
⑦
の
議
案
で
も
「
出
充
」
の
担
当
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
案
主
・
領
と
し
て

署
名
欄
に
そ
の
姓
名
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
期
間
も
奉
請
実
務
は
馬
養
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
建

部
広
足
の
場
合
は
、
こ
の
表
で
は
④
と
⑧
に
主
典
と
し
て
そ
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
広
足
は
、
表
1
の
⑲
⑳
（
天
平
神

護
三
年
正
月
二
十
四
日
・
二
十
七
日
。
表
2
も
参
照
）
を
最
後
に
奉
請
実
務
に
は
従
事
し
な
く
な
る
。
恐
ら
く
主
典
に
昇
進
後
、
職
務
が

繁
忙
と
な
り
実
務
の
場
を
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
経
巻
奉
請
の
責
任
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
の
解
放
を
伴
っ
て
い
た
の
か
は
、

こ
の
徴
表
か
ら
明
ら
か
で
な
い
が
、
次
の
表
5
を
見
る
と
、
広
足
と
経
巻
奉
請
の
関
係
は
な
お
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
表
5
（
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
九
月
二
十
六
日
～
同
三
年
七
月
二
十
日
）
で
も
A
方
式
の
奉
請
記
事
は
⑬
⑰
の
二
例
だ
け
で
、
い

ず
れ
も
上
馬
養
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
馬
漕
は
残
る
三
五
例
中
の
こ
〇
例
に
も
登
場
し
、
造
東
大
寺
司
判
に
加
わ
る
機
会
は
な
か
っ

た
も
の
の
、
B
方
式
の
署
名
欄
す
べ
て
に
そ
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
馬
身
が
当
該
期
に
お
い
て
も
奉
請
実
務
の
担
当
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
問
題
の
建
部
広
足
は
、
①
～
⑫
の
期
間
に
造
東
大
寺
司
判
と
請
経
文
な
ど
の
案
文
に
合
わ
せ
て
一
〇
例
、
姓
も
し
く
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表4　経巻の奉請〈第2の継文〉

e
融
同
奉
四
五
叢
罫
－

番号　日付

i天平神護）

奉請経巻・所属

i＊の場合は
造東大寺司判 奉請記事 典拠

文書名 （奉請経巻・所属／実務担当者、 （文書

（＊は造東大寺司の文書） 右へ続く） （判文） ＊の場合は署名者（右へ続く） ※は収納（返納）記事） 番号）

①3年2月6日 御執経所移 一切経1部 判許：次官日中連、判官佐伯宿祢、美努連奥麻 〔→（i獄D⑥⑦〕 （12）

呂、主典阿刀造与佐弥

＊②3年2月8日 造東寺司移案 大乗経678巻・坤宮官一切経 主典土師宿祢名道、判官美努連、出充上馬養 （4）2

＊③3年2月22日 造東寺司移案 大小乗経律論集伝等1817巻 主典土師宿祢名道、判官美努連、案主上馬養 （4＞1

・坤宮官一切経之内 ※以宝亀2年閏3月24日且返上（一部）

＊④3年4月15日 造東寺司移案 大小乗経律論集等393巻 主典建部広足、判官美努連奥麻呂 （3）6

宮一切経内

⑤3年4月24日 御執経国移 経1部・水主 口許：判官美一連奥麻呂、主典阿刀造与佐弥 経1部／上馬養〔→⑥〕 （3）5

内親王、経1部 ※以景雲2年8月11日奉請400巻（一部〉
※以同月12日、請179巻（一部）

＊⑥3年4月24日 造東寺司牒案 経1部600巻、 論20巻、伝 主典阿刀造、判官美努連 （3）4

16巻

＊⑦3年6月18日 造東寺司移案 大小乗経論61巻・宮一切経内 主典阿刀造、判官美努連、領上馬養 （3）2

⑧3年7月13日 御執個所牒 疏66巻・宮一 口許：次官国中連、主典建部広足 註疏23巻・可聴嶋院寮宇内＋川宮官一切経内／ （3）1

切経之内、経10 行上馬養

部3巻 ※以景雲2年8月12日返了（一部）

※以宝亀2年閏3月24日且返上10巻（一部〉

ひ
9

表5　経巻の奉請く第3の継文〉

造東大寺測量　番号　日付
@（神護景雲）
i＊は造東大寺司の文書）

文書名
奉請経巻・所属
i＊の場合は

@右へ続く） （判文） ＊の場合は署名者（右へ続く）

　　　奉　請記事
i奉請経巻・所属／実務担当者、

@　※は収納（返納）記事）

典拠

i文書
ﾔ．号）

＊①元年9月26日

A2年正月30日

造東寺司請経文案

齔ﾘ経司移

経14巻・寮一切経之内＋二
{一切経之内

：三購礁籍1］：繍：：：雛美擁顛畠1：換建鉱星三

上馬養、判官二丁連、主典建部

ｦ以2年正月11日返了（一部〉

@　　　　　　　　　　　　　　．1巨蜷已⑨：：

（5）24

i5）22



ヨ

＊③2年2月3日

④2年2月12日

＊⑤2年2月12日

⑥2年2月19日

＊⑦2年2月20日

⑧2年3月26日

＊⑨2年3月27日

⑩2年3月28日

＊⑪2年3月28日

＊⑫2年3月30日

⑬2年4月29日

⑭2年5月29日

⑮2年6月4日

＊⑯2年6月4日

⑰2年6月9日

⑱2年閏6月2日

＊⑲2年閏6月3日

⑳2年8月20日

＊⑳2年8月21日

⑫2年9月2日

造東寺司請疏文案

一切経司牒

造東寺司移案

一切経司牒

造東寺司牒案

一切経司移

造東寺司移案

一一一・ ﾘ経司移

造東寺司移案

造東寺司移案

一切経司移

一切経司牒

一切経司移

造東寺司牒案

一切経司牒

一切経司移

造東寺司移案

一切経司移

造東寺司移案

一切経司移

疏伝集等152巻・宮一切経
内＋図書寮疏＋水主内親王宮

疏＋審詳師経内

主典建部、判官美努連、案主．ヒ馬養

：禾稀磯蜷：1：筋：：：細雌擁：主雌部：

大乗論疏92巻・水主内親王
経内＋審詳師経内

主典建部、判官美努連、案主上馬養

燕蘇卿悉／］棉瀕官麹遡癩1：換聯雌：：：：III：：
、木衆鋒雌97巷1：埠實＝塑鋒．［主卑嬢部，．判亘美弩連，．案主．与矯養

、木緯疏・38巻．1］、判貨：綿美鞭蛎呂，．憩聯哩

．禾稀珊確：噸ヨ晦［錬闘，．綿難連，．案難駿：
．木麟聯3巻．1］．．＿．．．．．．．．＿＿

／蜷：：Gφ工

：［豆捲二〔モ＠

1［1［ltliloo．．．jl：1

．：［：〔ヨ⑪：二：：：：

大乗経疏83巻・坤宮一切経　主典葛井連、案主上馬養

疏71巻・坤宮一切経内　　　主典建部、判官美努連、案主上馬養

　　　　　　　　　　　　　※以閏3月13日返上了

疏1部・審詳師　判許：大判官美努連奥万呂、主典葛井連荒海　　疏12巻・審詳師経之内／案主上馬養

大乗経疏賢聖集　判許：少判官志斐連麻呂、主典小橋公石正　　　　〔→⑯〕

245巻・一切経

論等5巻　　　　判許：少判官志斐連麻呂、主典小橋公石正

集95巻・坤宮官一切経内＋　主典小橋公、少判官志斐連、案主上村主馬養
審詳師経内

論4巻　　　　　判行：少判官志斐連麻呂、主典小橋公石正　　　　同論・坤宮一切経之内／案主上馬養

経20部　　　　判行：少判官志斐連麻呂、主典阿刀造与参　　　　60巻〔→⑲〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※返上5部未上1部

経論疏30巻、経60巻・水主典阿刀造、少判官志斐連、案主上村主馬養
主内親王経＋審詳師経＋図書　※以景雲2年8月12日返5部（一部）
寮．一切経＋所請嶋院寮経

．：建論亟己等‡臼｝｛養：1］：・麺許1：1＊｝肛宣上毛野奎、：：主典建錦広夏：

大小乗経律等疏20部114巻
・宮一一一t切経内

：軽：≦部：ib：巷｛言：1］：荊許：：：主東琿部広足1

　　　　　　　　　　　　　　　：匡4：養：已⑳：

主典建部、大判官上毛野公、案主上村主馬養

※以宝亀2年閏3月10日返上（一部）

　　　　　　　　　　　　　　　ill
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⑳2年9月18日 一切経口移 経律論疏山眉経 判許：少判官口調連麻呂、主典建部広足 〔→⑳〕 （5）1

等72部264巻
＊⑳2年9『 獅堰g白”

造東寺司移案 大小乗経律等疏109巻・宮 主典建部、少判官志斐連、案主上馬養 （5）2

一切経之内 ※以閏3月12日返上（一部）

＊㊧2年9月2拍ロ 造東寺司移案 論疏132巻・ 宮一切経之内 主典建部、小橋公、案主上村主馬養 （13＞

※宝亀2年目3月12日且返上1巻
＊⑳2年9月26白” 造東寺司移案 疏140巻・宮一切経之内 主典建部、小橋公、案主上村主馬養 （14）

⑳2年11月舶’ 一切経所牒 経論律雄臣苛辣 判許：大判官上毛野公真清、主典建部広足 〔→⑱⑳〕 （6）11

284巻・孫子師
＋水主内親王＋

図書寮

＊㊧2年11馳臼’ 造東寺司牒案 経論律章疏集票187巻・審 主典建部、大判官上毛野川、完工上村主馬養 （6）9

詳師経内

＊⑳2年11月25日 造東寺司牒案 疏20巻・水主内親王経之内 主典建部、大判官上毛野公、案主上村主馬養 （6）10

＋図書寮経之内

⑳2年12月2日『『 一日経口牒 論疏章99部 目許：大判官美一連奥麻呂、主典建部広足 〔→⑳⑫〕 （6）8

816巻11牒・
図書寮＋審亡師

＋水主内親王

＊⑳2年12月4日 造東寺司顕爵 論疏160巻・ 審詳師 ．主世理努こ．木判官美努努、案主上村主馬養 （6）7

＊⑫2年12月20日 造東寺司牒案 論疏章462巻・図書寮経内 ．主典建部、少判官志斐連、案主上村主馬養 （6）6

＋水主内親王北内

⑬3年3月30日 一切経司移 経論副章24部 行：少判官志下連麻呂、主典葛井連荒海 28巻〔一＠〕 （6）5

85巻・宮一切
駅内

＊⑭3年4月3日 造東寺司移案 疏28巻・宮一切経内 ．：匡：顛瓶：殖官塾生1：：案土≧馬：養：： （6）4

⑳3年6月28日 一切経口移 経論疏隔30部 川目：大判官．ヒ毛野公真清、主典葛井連荒海 〔→⑱⑳〕 （6）2

65巻・水主内
親王＋審詳師

＊⑳3年7月1日 造東寺司移案 疏章等9部15巻・水主内親 主典葛井連、大判官上毛相公、充案E上馬養 （6）3

王経之内

＊⑰3年7月20日 造東寺司移案 論疏章26巻・ 審詳師 主典［＝＝＝］、少判官E＝＝＝、案L上馬養 （6）1

卜
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は
姓
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
⑬
～
⑲
の
間
は
そ
れ
が
全
く
見
え
ず
、
⑳
～
⑫
の
問
に
な
る
と
す
べ
て
の
造
東
大
寺
司
の
判
と
案

文
に
姓
ま
た
は
姓
名
は
記
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
途
中
で
経
巻
奉
請
か
ら
離
れ
る
の
は
、
他
の
業
務
の
都
合
か
ら
と
解
せ

ば
、
経
巻
奉
請
の
責
任
者
は
な
お
広
足
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
⑬
～
⑳
）
の
期
間
に
現
わ
れ
な
く
な
る
の

は
、
奉
送
一
切
経
司
へ
の
経
巻
細
心
が
⑰
で
終
わ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
時
的
な
退
去
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。
と

も
あ
れ
、
広
足
の
経
巻
奉
請
と
の
関
係
は
⑳
、
す
な
わ
ち
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
二
十
日
ま
で
は
続
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

山本幸男

2
　
継
文
の
成
巻

　
こ
の
よ
う
に
、
第
二
、
第
三
の
継
文
の
段
階
に
お
い
て
も
建
部
広
足
と
上
馬
養
に
よ
る
経
巻
奉
請
へ
の
関
与
は
続
い
て
い
た
が
、
広
足

が
天
平
神
護
二
年
八
月
以
降
に
主
典
と
し
て
現
わ
れ
る
の
に
対
し
、
馬
養
の
場
合
は
、
同
元
年
正
月
以
降
、
写
経
所
の
活
動
が
停
止
す
る

と
、
そ
の
案
主
と
し
て
の
地
位
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。
「
北
倉
代
」
の
管
下
に
あ
る
“
経
蔵
”
の
管
理
を

兼
務
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
本
務
の
写
経
所
の
業
務
が
停
止
し
た
の
で
馬
弓
は
「
北
倉
代
」
の
案
主
に
な
っ
た
と
解

せ
な
く
も
な
い
が
、
先
の
「
北
倉
代
寒
具
等
欠
前
文
」
や
北
倉
代
中
間
下
思
に
は
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
記
事
は
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
故
、
天
平
神
護
元
年
正
月
以
降
の
馬
事
の
所
属
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
奉
請
実
務
の
場
は
、
前
記
の
よ

う
に
“
経
蔵
”
も
し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
馬
養
は
事
あ
る
ご
と
に
こ
こ
へ
赴
き
、
経
巻
の
衆
民
を
記
録
す
る

と
と
も
に
関
係
文
書
の
発
給
や
受
領
に
関
与
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
“
経
蔵
”
も
し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
に
は
、
造
東
大
寺
司
の
判
を
加
え
た
奉
写
御
亭
留
所
・
奉
写
一
切
経
司
の
請
経
文
・
牒

・
移
が
政
所
か
ら
送
ら
れ
て
い
た
。
実
務
担
当
者
は
、
粟
糠
を
求
め
ら
れ
た
経
巻
の
有
無
を
確
認
し
た
上
で
、
差
出
し
名
が
造
東
大
寺
司

の
文
書
（
牒
・
移
な
ど
）
に
奉
請
可
能
な
経
巻
の
名
称
や
仕
様
、
所
属
を
書
き
上
げ
、
政
所
で
判
官
・
主
典
ら
の
自
署
を
得
た
あ
と
、
当

該
経
巻
と
と
も
に
使
に
託
し
奉
請
を
行
な
っ
た
。
政
所
か
ら
送
ら
れ
た
奉
写
御
亭
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
の
文
書
は
、
こ
の
“
経
蔵
”
も

九
九

166



奉写御執経所・奉写一切経司関係文書の検討

○
○

し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
に
残
さ
れ
た
は
ず
で
、
そ
の
余
白
に
は
奉
請
記
事
が
書
き
込
ま
れ
（
A
方
式
）
、
経
巻
の
種
類
が
多
い
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

に
は
造
東
大
寺
司
の
文
書
案
が
保
管
さ
れ
（
B
方
式
）
、
後
日
返
納
さ
れ
る
経
巻
と
の
照
合
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
最
終
的
に
は
三
つ
の
継
文
に
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
奉
仕
が
な
さ
れ
る
ご
と
に
貼
り
継
が
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
の
継
文
で
は
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
八
月
二
十
六
日
付
奉
写
御
聖
経
奏

請
経
文
（
吻
1
3
8
）
か
ら
同
八
年
九
月
十
六
日
付
大
隅
回
心
最
勝
王
経
書
竪
文
（
吻
1
2
5
）
ま
で
の
間
、
天
平
神
護
元
年
三
月
十
九
日
置
奉

写
御
執
経
所
請
経
文
（
吻
1
2
1
）
か
ら
同
元
年
八
月
四
日
付
造
東
大
寺
司
移
案
（
ω
1
1
3
）
ま
で
の
間
の
各
文
書
で
は
、
日
付
の
順
序
に
大

き
な
ず
れ
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
文
書
は
後
日
に
ま
と
め
て
貼
り
継
が
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
の
継

文
で
は
、
第
一
節
に
見
た
よ
う
に
各
継
目
ご
と
に
「
養
」
の
文
字
が
記
さ
れ
、
冒
頭
に
来
る
神
護
景
雲
三
年
七
月
二
十
日
付
造
東
大
寺
全

判
案
（
6
1
1
）
の
左
端
裏
に
は
「
閏
三
月
□
日
封
馬
」
（
十
七
ノ
一
一
七
）
と
あ
っ
て
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
閏
三
月
に
上
馬
養
が
封

を
加
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
養
」
の
封
を
記
す
の
は
、
貼
り
継
が
れ
た
文
書
の
剥
し
取
り
を
禁
ず
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
第
三
の
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

文
の
場
合
は
馬
養
の
手
に
よ
っ
て
「
括
し
て
成
巻
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
経
巻
奉
請
に
関
す
る
文
書
は
、
最
初
か
ら
継
文
に
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
が
、

後
日
に
返
納
さ
れ
る
経
巻
の
照
合
に
使
用
さ
れ
る
点
に
留
意
す
れ
ば
、
各
文
書
が
持
ち
運
び
に
便
利
な
形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
と
見
た
方

が
よ
い
だ
ろ
う
。
継
文
は
、
文
書
の
紛
失
を
防
ぐ
の
に
有
益
な
手
立
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
余
り
長
く
な
る
と
照
合
作
業
に
は
不
都
合
な

形
と
な
り
、
機
能
的
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
各
文
書
が
現
状
の
よ
う
な
継
文
に
な
る
の
は
、
奉
請
経
巻
の
大
半
が
返
納
さ
れ
て
か
ら
以
降
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
、

封
を
記
し
た
日
時
が
知
ら
れ
る
第
三
の
廻
文
（
表
5
）
に
見
る
と
、
文
面
に
朱
筆
で
経
巻
の
返
納
を
伝
え
る
「
以
宝
亀
二
年
閏
三
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

返
上
」
（
⑳
、
十
七
ノ
入
八
）
「
宝
亀
二
年
三
月
十
二
日
半
返
上
一
巻
」
（
㊧
、
十
七
ノ
八
○
）
「
以
閏
三
月
十
二
日
返
上
」
（
⑳
、
十
七
ノ

八
一
）
「
以
閏
三
月
十
三
日
返
上
了
」
（
⑫
、
十
七
ノ
九
四
）
な
ど
の
注
記
が
四
例
認
め
ら
れ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
返
納
日
に
つ
い
て
は
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こ
れ
ら
が
最
も
遅
く
、
そ
の
日
付
が
封
を
記
し
た
宝
亀
二
年
閏
三
月
目
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
れ
が
最
終
の
返
納
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
養
」
の
封
は
、
普
請
経
巻
が
全
て
返
納
さ
れ
た
閏
三
月
十
三
日
か
ら
同
月
末
ま
で
の
間
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
第
三
の
継
文
は
こ
の
時
点
で
成
巻
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
残
る
二
つ
の
継
文
を
見
る
と
、
第
一
の
下
文
（
表
1
）
で
は
、
返
納
の
遅
い
日
付
は
神
護
景
雲
二
年
八

月
十
二
日
が
三
例
（
⑫
⑯
⑱
）
、
同
年
八
月
十
三
日
が
四
例
（
⑪
⑳
鰺
⑩
）
で
あ
る
の
で
、
現
状
の
よ
う
な
露
文
に
な
っ
た
の
は
同
年
八

月
十
三
日
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
下
限
は
、
第
三
の
全
文
に
准
ず
れ
ば
同
年
八
月
末
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
の
属
文
（
表
4
）

の
場
合
は
、
神
護
景
雲
二
年
八
月
十
一
日
が
一
例
（
⑤
）
、
同
年
八
月
十
二
日
余
二
例
（
⑤
⑧
）
、
宝
亀
二
年
十
三
月
二
十
四
日
号
二
例

（
③
⑧
）
と
な
っ
て
い
る
。
遅
い
方
の
日
付
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
三
の
継
文
と
同
時
期
の
廿
里
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
継
目
裏

に
「
養
」
の
封
が
な
い
点
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
の
論
文
の
尾
部
の
文
書
（
㈲
1
2
4
）
は
、
当
初

第
二
の
継
文
の
冒
頭
の
文
書
（
り
0
－
－
）
に
貼
り
継
が
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
第
三
の
財
界
の
牛
巻
時
に
剥
し
取
ら
れ
た
と
さ
れ
る

の
で
、
第
二
の
継
子
は
第
三
の
継
文
よ
り
も
先
に
成
巻
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
神
護
景
雲
二
年
八
月
十
一
日
・
十
二
日
の
返

納
の
日
付
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
第
一
の
継
文
と
同
時
期
に
成
巻
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宝
亀
二
年
閏
三
月
二
十
四

日
の
返
納
記
事
は
、
成
巻
後
の
追
筆
と
解
し
て
お
き
た
い
。

3
　
伝
来
の
契
機

　
第
三
の
継
文
が
上
馬
養
の
手
に
成
っ
た
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
第
】
・
第
二
の
継
文
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

は
、
建
部
広
足
の
動
向
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
建
部
広
足
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
「
北
倉
代
」
の
案
主
と
し
て
“
経
蔵
”
か
ら
奉
写
御
五
経
所
へ
の
経
巻
奉
請
の
実
務
に
天
平

宝
字
六
年
十
二
月
頃
か
ら
従
事
し
て
い
た
こ
と
、
同
七
年
五
月
以
降
に
な
る
と
上
馬
養
が
実
務
の
大
半
を
担
う
よ
う
に
な
る
が
、
広
足
は
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…
〇
二

経
巻
骨
癌
の
責
任
者
と
し
て
実
務
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
広
足
は
天
平
神
護
二
年
八
月
か
ら
は
主
典
と
し
て
史
料
に
現
わ
れ
、
同
三
年

正
月
を
最
後
に
実
務
に
従
事
し
な
く
な
る
が
、
な
お
神
護
景
雲
二
年
十
二
月
頃
ま
で
は
経
巻
首
長
と
の
関
係
は
続
い
て
い
た
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
た
。
実
務
の
場
面
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
広
足
が
、
経
巻
奉
請
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

主
典
に
は
授
受
し
た
公
文
の
記
録
と
公
文
草
案
の
勘
造
と
い
う
職
掌
が
あ
る
点
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
経
巻
奉
請
関
係
文
書
は
広
足
の
管
理

下
に
あ
っ
た
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
広
足
の
関
与
が
続
く
神
護
景
雲
二
年
八
月
頃
の
成
巻
と
推
定
さ
れ
る
第
↓
・
第
二
の
継

文
が
、
第
三
の
継
文
の
よ
う
に
素
養
一
人
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
に
は
、
広
足
の
手
も
加
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
と
な
る
と
、
第
三
の
洋
弓
で
は
、
建
部
広
足
の
関
与
が
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
注
意
さ
れ

る
の
は
、
奉
写
経
用
度
米
注
文
（
続
々
修
二
十
ノ
ニ
裏
、
十
六
ノ
ニ
〇
七
）
と
題
さ
れ
る
次
の
文
書
で
あ
る
。

　
　
十
月
中
七
斗
四
升
　
　
十
↓
月
八
斗
三
升
六
合

　
　
十
二
月
↓
斗
七
升
四
合
　
合
一
石
七
斗
四
升
六
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
　
》
孕

　
　
正
月
中
五
斗
二
合
　
　
経
師
供
養
料
三
斗
四
升

　
　
　
　
　
　
（
広
星

　
　
建
部
故
主
典
所
五
斗
　
都
合
三
石
八
升
八
合

　
　
来
米
二
石
一
斗
四
升
　
今
所
来
九
斗
四
升
八
合

　
こ
こ
で
は
、
十
月
中
～
十
二
月
の
料
米
は
一
石
七
声
四
升
六
合
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
「
建
部
故
主
典
工
手
斗
」
も
含
め
た
正
月
中
の

料
米
と
合
計
す
る
と
三
石
八
升
八
合
に
な
る
こ
と
、
来
る
所
（
受
け
取
っ
た
所
）
の
米
も
同
量
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
無
年
紀
で
あ
る

が
、
背
面
は
宝
亀
二
年
正
月
二
十
日
付
の
安
子
石
勝
手
工
・
秦
広
人
虚
実
（
十
八
ノ
六
五
～
六
六
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
年
正

月
下
旬
頃
の
文
書
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
建
部
故
主
典
」
と
は
、
“
建
部
の
物
故
し
た
主
典
”
の
意
で
あ
ろ
う
か

ら
、
建
部
広
足
は
、
こ
の
宝
亀
二
年
正
月
に
は
没
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
広
足
の
姓
名
が
最
後
に
現
わ
れ
る
の
は
、
神
護
景
雲
四
年
五
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月
八
日
付
普
光
寺
牒
（
薬
師
院
文
書
、
六
ノ
一
～
二
）
の
余
白
に
記
さ
れ
た
造
東
大
寺
司
判
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
没
時
は
こ
の
年
の

五
月
中
頃
か
ら
翌
宝
亀
二
年
（
神
護
景
雲
四
年
十
月
一
日
に
宝
亀
に
改
元
、
『
続
日
本
紀
』
）
の
正
月
下
旬
ま
で
の
間
に
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
建
部
広
足
が
死
去
あ
る
い
は
死
の
直
前
に
退
任
し
た
こ
と
で
、
広
足
の
担
っ
て
い
た
職
務
は
他
の
主
典
に
継
承
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に

経
巻
奉
請
関
係
文
書
の
管
理
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
奉
写
一
切
経
司
へ
の
経
巻
奉
請
は
神
護
景
雲
三
年
七
月
二

十
日
が
最
後
で
あ
り
（
表
5
の
⑳
）
、
広
足
が
没
し
た
頃
に
は
一
部
の
経
巻
の
返
納
を
待
つ
だ
け
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
恐
ら
く
こ
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
奉
最
早
執
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
へ
の
経
巻
奉
遷
関
係
文
書
は
、
事
情
に
疎
い
他
の
主
典
に
で
は
な
く
、
長
年
に
わ

た
っ
て
実
務
を
担
当
し
て
き
た
上
馬
養
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
馬
養
は
残
り
の
経
巻
の
返
納
を
待
っ
て
第
三
の
露
文
を
成
弔
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
当
時
の
上
馬
養
は
、
神
護
景
雲
四
年
五
月
置
ら
奉
写
一
切
経
所
で
開
始
さ
れ
た
一
切
経
の
書
写
事
業
に
案
主
と
し
て
従
事
し
て
い
た
。

建
部
広
足
の
死
を
契
機
に
馬
養
に
託
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
豊
平
一
切
経
所
に
持
ち
込
ま
れ
、
背
面
の
二
次
利
用
に
供
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
奉
請
の
記
録
と
し
て
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
第
三
の
国
文
の
継
目
裏
ご
と
に
「
養
」
の
文
字
が
封

と
し
て
記
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
当
時
の
奉
写
一
切
経
所
に
お
け
る
帳
簿
管
理
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
神
護
景
雲
四
年
五
月
か
ら
宝
亀
二
年
十
二
月
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
先
一
切
経
書
写
関
係
の
帳
簿
を
見
る
と
、
六
点
の
手
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
解
）

帳
の
紙
継
目
の
表
面
に
「
養
」
の
封
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
経
師
の
手
記
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
、
当
該
写
経
を

伝
え
る
帳
簿
の
中
で
も
こ
う
し
た
手
実
、
と
り
わ
け
秩
上
手
実
帳
に
現
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
封
は
、
す
べ
て
の
紙
継
目
に
記
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
基
準
が
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
神
護
景
雲
四
年
六
月
か
ら
宝
亀
二
年
八
月
に
か

　
　
　
（
5
8
）

け
て
の
期
間
に
、
そ
の
時
々
の
判
断
で
上
馬
養
が
加
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
の
継
文
の
封
は
右
の
期
間
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
当
時
の
上
馬
養
に
よ
る
手
実
帳
の
管
理
方
式
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

〇
三

162



〇
四

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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本
稿
で
は
、
奉
写
書
芸
経
所
・
奉
写
一
切
経
司
の
経
巻
奉
請
文
書
が
、
写
経
関
係
文
書
と
と
も
に
伝
来
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

推
考
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
“
経
蔵
”
（
造
東
大
寺
司
の
経
巻
保
管
施
設
）
も
し
く
は
「
北
倉
代
」
の
施
設
に
置
か
れ
て
い
た
当
該
文
書

は
、
経
巻
奉
請
の
責
任
者
と
見
ら
れ
る
建
部
広
足
の
死
去
に
よ
っ
て
上
馬
養
に
託
さ
れ
、
馬
養
は
そ
れ
ら
を
自
ら
が
案
主
を
勤
め
る
信
号

↓
切
捨
所
に
持
ち
込
み
、
奉
請
の
記
録
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
馬
養
が
長
期
に
渡
っ
て

奉
写
御
聖
経
所
・
実
写
一
切
経
司
へ
の
経
巻
上
巴
実
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
来
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
現
状
の
よ
う
な
継
文
に
仕
立
て
上
げ
た
の
は
、
こ
の
馬
養
一
人
で
は
な
く
、
広
足
や
そ
の
他
の
第
三
者
の
手
も
加
わ
っ
て
い
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
文
書
は
複
数
の
実
務
官
人
の
手
を
介
し
て
形
成
．
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
馬
養
は
そ
の
継
承
者
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
天
平
神
護
～
宝
亀
年
間
の
文
書
群
に
は
、
写
経
関
係
以
外
の
文
書
（
例
え
ば
本
稿
で
も
言
及
し
た
「
北
倉
代
楽
具
早
手
失
文
」
や
北
倉

豊
中
里
下
帳
な
ど
）
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
伝
来
が
、
奉
写
御
貰
経
所
・
奉
書
↓
切
経
司
関
係
文
書
の
よ
う
に
、
上
馬
養
の

動
向
と
関
連
付
け
て
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
す
べ
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
後
考
に
委
ね
る
こ
と
に
し

た
い
。

注
（
1
）
　
栄
原
永
遠
男
「
内
裏
に
お
け
る
勘
工
事
精
一
景
雲
経
と
製
織
御
脚
註
所
・
奉
写
一
切
経
司
一
」
「
写
御
書
所
と
奉
写
御
執
宿
所
」
（
同
『
奈

　
　
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
所
収
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
一
九
九
五
・
九
六
年
）
。
こ
の
他
に
、
佐
藤
長
門
「
称
徳
・
道
鏡
政
権
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下
の
写
経
体
制
－
奉
写
御
赤
経
所
を
中
心
に
一
」
（
正
倉
院
文
書
研
究
会
編
「
正
倉
院
文
書
研
究
』
一
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三

　
　
年
）
、
近
藤
毅
大
「
八
世
紀
に
お
け
る
「
所
」
と
令
外
官
司
－
奉
写
御
古
経
読
と
奉
写
一
切
経
司
の
検
討
か
ら
一
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
⊥
ハ

　
　
ノ
三
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
奉
写
固
執
経
回
・
奉
写
一
切
経
司
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
栄
原
氏
の
研
究
に
委
細
が
尽
く
さ
れ
て

　
　
い
る
。
な
お
、
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
三
〇
（
一
九
九
六
年
）
所
載
の
史
料
探
訪
「
正
倉
院
文
書
調
査
」
に
は
、
石
上
英
一
氏
に
よ

　
　
る
奉
写
御
執
経
所
奉
請
文
継
文
の
復
原
試
案
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
経
巻
は
勘
経
だ
け
で
な
く
、
転
読
や
「
御
覧
」
の
た
め
に
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（
後
述
）
。

（
3
）
　
関
係
文
書
に
見
え
る
「
奉
請
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
、
経
巻
の
貸
し
出
し
、
借
用
、
返
納
な
ど
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る

　
　
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
区
別
せ
ず
、
経
巻
の
移
動
を
示
す
文
言
と
し
て
「
豊
山
」
を
使
用
す
る
。

（
4
）
　
栄
原
永
遠
男
「
内
裏
に
お
け
る
勘
経
事
業
一
景
雲
経
と
奉
姦
智
融
合
所
・
奉
写
一
切
経
司
1
」
（
前
掲
注
（
1
）
を
参
照
）
。

（
5
）
　
文
書
名
は
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
文
書
）
』
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
に
よ
る
。
以
下
で
は
、
正
倉
院
文
書
の
種
別
、
『
大
日
本
古
文
書
』

　
　
収
載
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
を
、
続
々
修
三
十
七
ノ
九
、
十
六
ノ
四
三
八
～
四
八
四
の
よ
う
に
記
す
。
余
白
に
記
さ
れ
た
造
東
大
寺
司
判
・
東
大

　
　
寺
三
綱
判
・
奉
請
文
・
収
納
文
な
ど
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
末
尾
の
「
伝
来
形
態
に
も
と
つ
く
関
係
文
書
一
覧
表
」
に
示
し
て
お
い
た
。

（
6
）
　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
四
（
続
修
別
集
）
の
当
該
文
書
の
項
に
、
右
端
の
状
況
を
「
ハ
ガ
シ
ト
リ
痕
ア
リ
、

　
　
…
…
○
○
二
貼
リ
継
ガ
ル
」
、
左
端
の
状
況
を
「
裏
ニ
ハ
ガ
シ
ト
リ
痕
ア
リ
、
…
…
○
○
二
貼
リ
継
ガ
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

（
7
）
　
1
6
に
は
差
出
し
名
を
記
さ
な
い
が
、
署
名
者
よ
り
奉
写
御
心
経
所
の
文
書
と
判
断
さ
れ
る
。

（
8
）
　
栄
原
前
掲
注
（
4
）
論
文
。

（
9
）
　
こ
の
往
来
軸
は
、
現
状
で
は
奉
写
一
切
経
司
関
係
の
文
書
を
貼
り
継
ぐ
続
々
修
十
七
ノ
七
の
左
端
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、

　
　
続
修
別
集
、
続
々
修
の
整
理
の
過
程
で
な
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
0
）
　
た
だ
し
、
2
6
～
4
1
の
各
文
書
で
は
日
付
の
順
序
に
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
。
「
写
真
」
を
見
る
限
り
付
箋
や
紙
間
の
白
い
紙
は
認
め
ら
れ
な

　
　
い
の
で
、
こ
れ
は
吻
の
成
巻
過
程
で
生
じ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
第
三
節
2
を
参
照
。

（
1
1
）
　
⑳
に
つ
い
て
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
四
は
、
年
月
日
に
よ
れ
ば
、
天
平
神
護
二
年
九
月
十
七
日
付
墨
取
御
母
経
所
奉
請
文
（
6
）
と
同
二

　
　
年
五
月
三
十
日
付
奉
写
白
鳳
経
年
奉
請
文
（
7
）
と
の
間
に
位
置
す
る
が
、
上
部
の
し
み
汚
れ
に
よ
れ
ば
「
或
ハ
、
奉
十
三
執
耳
遠
奉
請
文

　
　
ノ
継
文
ノ
巻
首
（
右
端
）
近
ク
ニ
巻
キ
込
マ
レ
テ
ヰ
タ
ル
カ
」
と
指
摘
す
る
。
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（
1
2
）
　
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
四
は
、
ω
の
末
尾
の
左
端
の
様
子
を
「
裏
ニ
ハ
ガ
シ
ト
リ
痕
ア
リ
、
余
白
群
団
糎
ア
リ
」
と
す
る
。
こ
こ
に
往
来

　
　
軸
が
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
1
3
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
は
3
6
と
3
7
を
奉
写
経
所
の
文
書
と
す
る
が
、
文
面
に
は
「
写
経
所
」
の
文
字
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
1
4
）
　
た
だ
し
、
㈹
奉
二
道
執
経
歴
奉
請
文
所
収
の
混
播
宿
執
営
所
の
文
書
で
は
、
移
と
牒
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
㈲
奉
公
一
切
経

　
　
司
奉
請
文
・
㈲
↓
切
経
奉
請
文
書
継
文
所
収
の
奉
写
一
切
経
司
の
文
書
で
も
同
じ
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
栄
原
前
掲
注
（
4
）
論
文
。

（
1
6
）
　
2
5
は
大
隅
前
足
の
、
2
7
は
賀
陽
田
主
の
個
人
名
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
公
足
は
吻
に
収
め
ら
れ
る
奉
献
御
話
経
説
移
・
牒
の
発
給
者
と
し

　
　
て
そ
の
名
が
頻
出
す
る
。
田
主
に
は
そ
の
よ
う
な
例
は
な
い
が
、
公
選
と
同
じ
く
移
・
牒
の
発
給
者
と
し
て
現
わ
れ
る
日
置
逸
足
（
1
～
8

　
　
な
ど
）
の
大
臣
禅
師
宣
「
至
貴
」
を
受
け
て
2
7
を
出
し
て
い
る
の
で
、
田
主
も
奉
写
御
恩
雪
袴
の
実
務
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ

　
　
る
。

（
1
7
）
　
石
上
前
掲
注
（
1
）
報
告
。

（
1
8
）
　
松
嶋
順
正
編
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
一
七
五
ペ
ー
ジ
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
。

（
1
9
）
　
石
上
英
↓
氏
は
「
奉
無
想
執
経
所
奉
請
文
継
文
」
を
七
七
通
の
継
文
と
推
定
さ
れ
（
前
掲
注
（
1
）
報
告
）
、
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
四
も

　
　
「
奉
三
越
執
経
所
生
請
文
」
を
一
つ
の
継
文
と
し
て
扱
う
が
、
題
籔
に
奉
写
御
執
経
所
へ
の
一
切
経
奉
請
を
記
す
往
来
軸
が
二
点
認
め
ら
れ

　
　
る
こ
と
か
ら
、
本
文
に
示
し
た
よ
う
に
二
つ
の
継
文
の
存
在
を
想
定
し
て
お
く
。

（
2
0
）
　
造
東
大
寺
司
の
案
文
に
は
、
煩
を
避
け
る
た
め
か
差
出
し
と
宛
て
先
（
「
造
東
大
寺
心
移
　
奉
写
一
切
経
司
」
な
ど
）
を
省
略
す
る
も
の

　
　
が
散
見
す
る
（
2
1
・
2
3
・
2
4
な
ど
）
。

（
2
1
）
各
文
書
の
対
応
関
係
は
後
掲
の
表
5
を
参
照
。

（
2
2
）
　
『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
で
も
「
造
東
大
寺
司
一
切
経
司
審
尋
文
拾
壱
通
拾
九
張
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
　
年
紀
の
判
定
は
『
続
日
本
紀
』
、
正
倉
院
文
書
に
よ
る
。

（
2
4
）
　
「
本
馬
」
の
「
馬
」
を
上
馬
養
と
判
断
し
た
の
は
、
奉
写
壁
織
秘
所
・
奉
写
↓
切
経
司
の
文
書
の
余
白
に
記
さ
れ
た
奉
請
文
や
造
東
大
寺

　
　
司
の
案
文
に
、
馬
養
の
姓
名
が
頻
出
す
る
こ
と
に
よ
る
。
芳
養
と
経
巻
奉
請
の
関
係
に
つ
い
て
は
第
二
節
を
参
照
。

（
2
5
）
　
た
だ
し
、
上
馬
養
が
現
状
の
よ
う
な
上
文
に
成
署
す
る
以
前
に
、
馬
養
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
一
部
の
文
書
が
継
文
状
に
さ
れ
て
い
た
可
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能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
5
の
書
写
一
切
経
司
移
の
余
白
に
加
え
ら
れ
た
造
東
大
寺
司
判
の
近
く
に
「
移
案
即
継
別
紙
」
（
『
大
日

　
　
本
古
文
書
』
は
主
典
の
葛
井
連
荒
海
の
筆
か
と
推
定
す
る
。
十
七
ノ
一
二
五
）
と
あ
る
記
述
が
注
意
さ
れ
る
。
「
移
案
」
と
は
、
こ
の
5
を

　
　
受
け
て
の
造
東
大
寺
心
移
案
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
の
記
述
は
、
こ
れ
を
「
別
紙
」
（
何
を
指
す
の
か
不
明
）
に
継
ぐ
と
し
て
い
る

　
　
が
、
現
状
で
は
5
に
対
応
す
る
造
東
大
寺
司
移
駐
、
す
な
わ
ち
4
は
こ
の
5
の
右
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。
馬
穴
は
、
他
者
に
よ
っ
て
別
紙

　
　
に
貼
り
継
が
れ
た
文
書
を
分
離
し
（
す
べ
て
の
も
の
を
分
離
し
た
の
か
は
不
明
）
、
現
状
の
よ
う
な
順
序
に
改
め
て
貼
り
継
い
で
い
た
よ
う

　
　
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
奉
写
一
切
経
司
へ
の
経
巻
奉
請
を
記
す
題
号
付
往
来
軸
は
、
欠
失
し
た
の
か
認
め
ら
れ
な
い
。

（
2
7
）
　
㈲
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
1
1
）
を
参
照

（
2
8
）
　
吻
一
1
3
天
平
神
護
元
年
八
月
四
日
付
造
東
大
寺
無
二
案
で
は
十
二
灌
頂
経
二
巻
を
奉
単
票
執
経
所
へ
奉
請
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
圃
は
、
こ
れ
に
対
す
る
返
抄
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
9
）
　
栄
原
前
掲
注
（
4
）
論
文
。

（
3
0
）
　
行
間
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
も
含
む
。

（
3
1
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
は
、
こ
の
造
東
大
寺
司
側
の
奉
請
記
録
を
送
経
文
あ
る
い
は
奉
請
文
と
す
る
が
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
を
奉
請
記
事
を

　
　
称
す
。

（
3
2
）
　
僧
綱
牒
は
異
質
で
あ
る
が
、
奉
写
御
坐
経
所
の
文
書
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
分
析
の
対
象
と
し
て
お
く
。

（
3
3
）
　
筆
蹟
の
敷
き
写
し
を
通
し
て
、
両
者
の
筆
遣
い
や
字
形
に
習
熟
で
き
る
よ
う
に
勤
め
た
。

（
3
4
）
　
上
馬
養
の
筆
蹟
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
馬
養
が
署
名
を
加
え
た
記
事
は
第
一
の
継
文
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
図
2
に
は
図
1
と
の

　
　
比
較
に
有
効
な
も
の
を
選
び
出
し
掲
出
し
て
お
い
た
。
こ
れ
よ
り
、
馬
養
の
筆
を
特
徴
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
「
経
」
「
巻
」
「
如
」
「
件
」

　
　
「
五
」
「
黄
」
の
字
形
に
つ
い
て
観
察
結
果
を
略
記
し
て
お
く
。
ま
ず
、
「
経
」
の
糸
は
「
7
」
の
よ
う
に
第
一
画
を
小
さ
く
記
し
た
あ
と
、

　
　
や
や
間
隔
を
あ
け
て
第
二
画
以
降
を
崩
し
書
き
し
、
又
土
（
一
　
エ
）
の
場
合
も
第
二
画
以
降
は
第
一
画
か
ら
や
や
は
な
し
て
一
気
に
筆
を
進
め
て

　
　
い
る
。
糸
の
字
形
は
「
紙
」
「
綺
」
「
綾
」
で
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
「
経
」
で
は
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
筆
遣
い
を
示
し
て
い
る
。
「
巻
」
の

　
　
共
は
「
（
馬
）
養
」
の
美
と
似
た
よ
う
な
字
形
を
も
っ
て
お
り
、
第
六
画
の
棒
線
を
第
三
画
の
横
線
付
近
か
ら
右
下
に
降
ろ
す
書
き
方
を
し

　
　
て
い
る
。
「
如
」
は
「
件
」
と
と
も
に
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
如
」
の
女
は
全
体
的
に
右
上
が
り
に
第
】
画
と
第
二
画
が
第
三
画
の
右
寄
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り
で
交
差
す
る
よ
う
に
書
か
れ
、
「
件
」
の
牛
は
第
一
～
三
画
が
崩
し
書
き
さ
れ
、
第
四
画
が
長
く
下
へ
引
か
れ
て
い
る
。
「
五
」
で
は
第
一

　
　
画
の
横
線
が
極
め
て
短
く
、
第
三
画
が
や
や
大
き
く
右
に
ふ
く
ら
む
よ
う
に
書
か
れ
る
。
「
黄
」
の
場
合
は
ほ
と
ん
ど
崩
す
こ
と
な
く
書
か

　
　
れ
、
第
一
〇
・
↓
一
画
は
小
さ
く
左
右
に
開
く
よ
う
に
打
た
れ
て
い
る
。
馬
養
の
筆
は
、
後
述
の
建
部
広
足
に
比
し
て
小
ぶ
り
で
線
が
細

　
　
く
、
繊
細
な
印
象
を
受
け
る
。

（
3
5
）
　
建
部
広
足
の
署
名
を
加
え
た
筆
蹟
は
少
な
く
、
第
一
の
継
文
に
は
図
2
に
掲
げ
た
四
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
上
馬
養
の
場
合
と
同
様

　
　
に
、
広
足
の
筆
の
特
徴
を
伝
え
る
と
思
わ
れ
る
「
奉
」
「
請
」
「
経
」
「
巻
」
「
付
」
「
黄
」
の
字
形
に
つ
い
て
観
察
結
果
を
略
記
し
て
お
く
。

　
　
ま
ず
、
「
奉
」
で
は
宍
の
第
五
画
が
第
三
画
と
第
四
画
の
交
差
近
く
か
ら
右
下
へ
降
ろ
さ
れ
、
半
は
崩
す
こ
と
な
く
き
っ
ち
り
と
書
か
れ
て
い

　
　
る
。
「
請
」
の
言
は
、
第
二
画
以
降
が
崩
し
書
き
さ
れ
、
最
後
は
右
上
に
撲
ね
て
青
に
続
く
。
青
で
は
月
は
亘
の
よ
う
に
崩
さ
れ
る
の

　
　
が
特
徴
と
い
え
る
。
「
経
」
の
場
合
は
糸
が
「
多
」
の
よ
う
に
崩
し
書
き
さ
れ
た
あ
と
、
呈
（
里
）
も
続
け
て
崩
し
書
き
さ
れ
、
最
後
に
縦

　
　
の
線
が
中
央
に
引
か
れ
る
。
「
巻
」
は
共
の
第
六
画
が
第
四
画
の
右
側
付
近
か
ら
右
下
に
降
ろ
さ
れ
、
己
は
「
《
」
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

　
　
「
付
」
で
は
第
二
画
と
第
三
画
が
続
け
て
書
か
れ
、
第
五
画
は
第
四
画
の
末
尾
に
添
え
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
「
黄
」
で
は
第
五

　
　
画
か
ら
第
一
〇
画
ま
で
が
崩
し
書
き
さ
れ
、
最
後
に
第
一
一
画
が
右
下
が
り
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
広
足
の
筆
は
全
体
的
に
太
身
で
、

　
　
馬
養
に
比
し
て
重
み
の
あ
る
字
体
に
な
っ
て
い
る
。

（
3
6
）
　
奉
写
灌
頂
経
料
紙
筆
墨
充
帳
、
続
々
修
十
ノ
四
、
十
六
ノ
五
二
～
五
四
。

（
3
7
）
　
奉
写
灌
頂
経
料
曲
用
帳
、
続
々
修
十
ノ
六
、
十
六
ノ
一
七
～
二
一
。
以
下
、
本
文
で
言
及
す
る
天
平
宝
字
六
年
～
八
年
の
写
経
事
業
に
つ

　
　
い
て
は
、
山
本
『
写
経
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』
第
三
歯
軸
二
節
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
3
8
）
　
写
千
巻
掛
額
銭
井
紙
衣
無
憂
帳
、
続
々
修
四
十
三
ノ
五
、
十
三
ノ
ニ
四
三
～
二
五
二
、
千
手
洗
眼
井
新
羅
索
薬
師
経
料
食
料
雑
物
論
罪
、

　
　
続
々
修
八
ノ
六
、
十
三
ノ
四
三
一
～
四
三
五
。

（
3
9
）
　
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
二
十
一
日
付
奉
写
灌
頂
経
所
解
案
、
続
々
修
羅
ノ
八
、
十
六
ノ
一
七
二
～
↓
七
四
。

（
4
0
）
　
天
平
宝
字
八
年
八
月
二
十
九
日
付
・
九
月
二
十
九
日
付
載
所
解
案
、
続
修
別
集
三
十
八
、
五
ノ
四
七
二
～
四
七
四
。

（
4
1
）
前
掲
注
（
3
9
）
を
参
照
。

（
4
2
）
　
奉
写
二
部
大
般
若
経
解
移
牒
案
収
載
の
掌
骨
解
案
（
嘉
日
報
告
）
に
よ
る
。
『
大
日
本
古
文
書
』
掲
載
の
巻
・
ペ
ー
ジ
数
を
あ
げ
る
と
次

　
　
の
よ
う
に
な
る
。
十
六
ノ
↓
○
八
、
五
ノ
三
三
四
～
三
三
五
、
十
六
ノ
三
二
六
～
三
二
八
、
五
ノ
三
八
七
、
三
九
九
、
十
六
ノ
三
二
八
～
三
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二
九
、
十
⊥
ハ
ノ
三
三
〇
、
三
八
二
、
十
四
ノ
三
六
四
～
三
六
五
、
十
六
ノ
三
三
〇
～
三
三
四
、
五
ノ
四
六
八
～
四
七
四
。
解
移
牒
案
に
つ
い

　
　
て
は
山
本
前
掲
注
（
3
7
）
著
書
四
〇
三
～
四
〇
八
、
四
六
三
～
四
六
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
4
3
）
　
造
東
大
寺
司
の
経
巻
保
管
施
設
に
つ
い
て
は
史
料
上
明
確
で
は
な
い
。
以
下
で
は
こ
れ
を
“
経
蔵
”
と
仮
称
し
て
お
く
。

（
4
4
）
　
本
文
に
掲
げ
た
以
外
の
文
書
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
天
平
宝
字
八
年
七
月
・
八
月
）
楽
具
欠
失
検
定
文
、
続
修
別
集
三
十
五

　
　
（
表
か
ら
裏
に
証
書
V
、
五
ノ
四
八
五
～
四
八
七
、
天
平
神
護
元
年
四
月
十
六
日
付
竹
田
真
弓
解
・
同
日
付
凡
福
成
解
、
続
書
四
十
四
、
五
ノ

　
　
五
二
四
～
五
二
五
、
天
平
神
護
元
年
四
月
十
六
日
付
呉
楽
装
束
畑
物
注
文
、
続
修
別
集
三
十
五
、
五
ノ
五
二
三
～
五
二
四
、
天
平
神
護
元
年

　
　
六
月
二
十
四
日
付
九
月
・
魚
主
思
、
学
修
四
十
四
、
五
ノ
五
三
〇
、
天
平
神
護
二
年
三
月
十
六
日
慰
事
東
人
等
解
、
母
国
四
十
四
、
五
ノ
五

　
　
三
五
～
五
三
六
、
天
平
神
護
二
年
四
月
二
十
三
日
付
楽
旦
ハ
欠
失
物
注
文
、
続
修
別
集
三
十
五
、
五
ノ
五
三
七
、
天
平
神
護
二
年
五
月
「
日
付

　
　
少
菅
麻
呂
解
（
案
）
、
続
修
別
集
三
十
五
、
五
ノ
五
三
八
。
こ
の
他
に
類
似
の
文
書
が
九
点
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う
。

（
4
5
）
　
「
北
倉
代
」
の
倉
代
と
は
、
本
石
か
ら
出
下
さ
れ
た
物
品
が
、
直
接
受
給
者
に
渡
る
中
間
に
お
い
て
一
時
収
納
さ
れ
る
場
所
と
さ
れ
て
い

　
　
る
（
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
（
増
訂
版
）
』
一
四
七
ペ
ー
ジ
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
。
「
北
倉
代
」
の
所
在
に
つ
い
て

　
　
は
、
造
東
大
寺
司
政
所
の
北
方
に
求
め
る
説
（
福
山
敏
男
「
東
大
寺
の
諸
倉
と
正
倉
院
宝
庫
」
、
同
『
日
本
建
築
史
研
究
』
所
収
、
墨
水
書

　
　
房
、
↓
九
六
八
年
。
初
出
は
「
九
五
二
年
）
、
正
倉
院
内
の
北
方
に
求
め
る
説
（
熊
谷
公
男
「
正
倉
院
宝
物
帳
外
品
の
伝
来
に
つ
い
て
1
什

　
　
宝
類
を
中
心
と
し
て
」
、
『
正
倉
院
年
報
』
五
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

（
4
6
）
建
部
広
足
と
と
も
に
造
東
大
寺
司
判
に
加
わ
る
史
生
土
師
名
道
は
、
天
平
神
護
二
年
三
月
十
六
日
里
帰
東
人
上
上
（
前
掲
注
（
4
4
）
参

　
　
照
）
で
は
案
主
と
し
て
事
を
勘
し
て
い
る
。

（
4
7
）
　
北
倉
代
中
間
下
帳
に
は
、
若
桜
部
梶
取
も
案
主
と
し
て
見
え
て
い
る
（
十
六
ノ
七
八
）
。

（
4
8
）
能
登
忍
人
も
経
巻
奉
請
実
務
に
「
度
だ
け
従
事
し
て
い
る
へ
表
1
の
⑳
）
が
、
「
北
倉
代
」
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
4
9
）
　
遷
代
が
、
質
倉
か
ら
出
下
さ
れ
た
物
品
の
一
時
収
納
所
（
前
掲
注
（
4
5
）
参
照
）
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
北
倉
代
」
に
は
“
経
蔵
”
（
本
倉
）

　
　
か
ら
の
出
下
品
（
経
巻
）
も
収
納
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
北
倉
代
中
間
下
帳
の
よ
う
に
経
巻
の
出
納
を

　
　
記
し
た
独
自
の
帳
簿
も
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
存
在
は
明
ら
か
で
な
い
。
“
経
蔵
”
と
「
北
倉
代
」
の
具
体
的
な
関
係
に
つ

　
　
い
て
は
、
後
考
に
委
ね
た
い
。

（
5
0
）
　
こ
れ
は
、
奉
写
一
切
経
司
関
係
文
書
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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（
5
1
）
　
奉
写
一
切
経
料
紙
充
装
演
帳
、
続
々
修
ニ
ノ
七
、
十
七
ノ
一
五
四
～
一
六
〇
。

（
5
2
）
　
山
本
前
掲
注
（
3
7
）
著
書
の
終
章
で
は
、
天
平
宝
字
年
間
の
造
東
大
寺
司
に
は
大
量
の
写
経
関
係
文
書
を
残
し
た
臨
時
的
な
写
経
所
の
他

　
　
に
、
時
々
の
写
経
や
種
々
の
雑
務
を
こ
な
す
恒
常
的
な
写
経
所
が
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
。
こ
の
恒
常
的
な
写
経
所
が
天
平
神
護
～
神

　
　
護
景
雲
年
間
に
も
存
続
す
る
と
す
れ
ば
、
“
経
蔵
”
の
管
理
に
も
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
記

　
　
録
は
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。

（
5
3
）
文
面
の
経
巻
名
の
上
に
施
さ
れ
た
丸
や
点
、
鉤
形
な
ど
の
合
点
の
多
く
は
、
奉
写
御
執
公
所
・
奉
写
一
切
経
司
へ
の
奉
面
向
の
も
の
で
あ

　
　
ろ
う
が
、
一
部
に
返
納
時
に
付
し
た
も
の
も
混
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
返
納
の
日

　
　
付
を
注
記
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

（
騒
）
　
た
だ
し
、
上
馬
養
一
人
に
よ
っ
て
各
文
書
が
貼
り
継
が
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
注
（
2
5
）
参
照
。

（
5
5
）
　
養
老
職
員
令
1
神
祓
官
条
（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

（
5
6
）
　
前
掲
注
（
5
1
）
参
照
。

（
5
7
）
順
に
示
す
と
、
①
奉
写
一
切
経
経
師
等
手
実
帳
（
続
々
修
二
＋
ノ
一
、
十
七
ノ
一
九
八
～
二
三
六
）
、
②
奉
写
一
切
経
経
師
等
請
筆
墨
手

　
　
実
帳
（
続
々
修
二
十
九
ノ
一
、
十
七
ノ
四
八
九
～
五
五
五
）
、
③
奉
写
一
切
経
経
師
聖
上
手
実
悪
（
続
々
修
二
十
ノ
ニ
、
十
八
ノ
三
三
～
九

　
　
四
）
、
④
奉
写
一
切
経
経
師
上
皇
手
画
帳
（
続
々
修
二
十
ノ
三
、
十
八
ノ
ニ
一
二
～
二
五
六
）
⑤
奉
写
一
切
経
経
師
上
鉄
手
斗
帳
（
続
々
修

　
　
二
十
ノ
四
、
十
六
ノ
三
二
一
二
～
三
九
二
）
、
⑥
奉
写
一
切
経
経
師
秩
上
手
実
理
（
続
々
修
二
十
ノ
五
、
十
八
ノ
四
七
「
．
～
五
四
一
）
と
な
る

　
　
（
こ
の
う
ち
④
と
⑤
は
本
来
同
一
の
手
実
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
大
日
本
古
文
書
』
に
従
っ
て
分
け
て
掲
出
す
る
）
。
①
で
は
神
護
景

　
　
雲
四
年
六
月
～
宝
亀
元
年
十
月
、
②
で
は
神
護
景
雲
四
年
七
月
～
宝
亀
元
年
十
月
、
同
二
年
正
月
、
③
で
は
宝
亀
元
年
十
二
月
～
二
年
三

　
　
月
、
④
で
は
宝
亀
二
年
三
月
～
閏
三
月
、
⑤
で
は
宝
亀
二
年
閏
三
月
～
六
月
、
⑥
で
は
宝
亀
二
年
七
月
～
八
月
の
留
手
実
の
主
に
継
目
表
に

　
　
「
養
」
（
一
部
は
「
馬
」
「
封
　
馬
」
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
8
）
前
掲
注
（
5
7
）
参
照
。
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［
付
記
］

成
稿
後
に
、

石
上
英
一
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
多
様
な
様
態
と
機
能
一
裏
面
利
用
と
継
文
1
」
（
正
倉
院
文
書
研
究
下
編
『
正
倉
院
文
書
研



究
』
九
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
奉
呈
御
津
経
所
奉
請
文
や
念
写
一
切
経
司
奉
請
文
に
新
た
な
知
見
が
示
さ
れ

る
な
ど
、
本
稿
の
第
一
節
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
が
、
入
稿
期
限
間
近
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
石

上
氏
並
び
に
読
者
諸
賢
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

男幸本山

154


